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2011年紀伊半島大水害において, 土石流や土砂・洪水氾濫が生じた和歌山県那智川流域では土

砂災害対策として各渓流に砂防堰堤を整備している. 出水時には施設の臨時点検を実施する必要

があり, UAVによる施設点検が有効である. しかしながら, 出水直後に操縦者やUAV等機材を確

保が難しい場合も多い. 本研究では, 点検対象近傍にUAVを格納する基地をあらかじめ設置し, レ
ベル3飛行（目視外補助者無し飛行）を併用して離陸～空撮～着陸および映像伝送を自動化する

ことで, 人員確保の課題を解決した. 本稿はUAVを用いたレベル3飛行の実証実験および流域や

砂防施設点検時の活用について報告するものである.   

キーワード UAV, レベル3飛行（目視外補助者なし飛行）, 施設点検,  流域点検

1. はじめに

2011年の紀伊半島大水害は, 紀伊半島全体に記録的な

豪雨をもたらし, 3,000箇所以上の斜面崩壊および17箇所

の河道閉塞を引き起こした. 和歌山県那智川流域では同

時多発的な土石流および土砂・洪水氾濫が生じ, 家屋や

インフラに甚大な被害が生じた（図-1）. この災害を受

けて紀伊山系砂防事務所では直轄砂防事業にて各渓流出

口に砂防堰堤等の砂防施設の整備を実施しているところ

である. こうした施設は豪雨によって土砂移動が懸念さ

れる場合, 降雨後に施設が土石流等の衝撃で破損してい

ないか, 堰堤上流に異常に土砂が堆積し流出の恐れがな

いかどうか臨時点検を実施する必要がある 1). 臨時点検に

おける砂防堰堤の目視点検では土砂移動による二次被害

が生じぬよう注意が必要であり, それゆえ点検員が施設

に接近することが安全上難しい場合があり, UAVを用い

た施設点検が有効である. 他方, 出水直後にUAVを操縦可

能な操縦者, 補助者およびUAV等機材を迅速に確保して

点検を実施することが困難であることも多い. 本研究で

は那智川流域の砂防堰堤を対象として, 施設近傍にUAV
を格納できるUAV基地をあらかじめ設置するとともに, 
UAVに事前に飛行ルートを設定することでレベル3飛行

（図-2）を併用した離陸～施設上空への移動～空撮～帰

還～着陸までの一連の作業を完全に自動化して, 作業員

を不要とする流域や砂防施設の点検実証実験を行い, 点
検調査技術を検証した. UAV基地を用いた砂防施設点検

は全国初の取り組みであった. 本稿では実証実験の成果

およびUAV基地を用いた点検技術の有用性と課題につ

いて報告する.   
図-1  那智川流域の土石流災害 

図-2  UAVのレベル飛行区分 
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2.対象地区

直轄砂防事業により砂防堰堤を整備した和歌山県那智

川流域の8支川のうち, 堰堤上空が植生等で覆われておら

ずUAVによる空撮が可能であり, 今後の新規崩壊のリス

クが高いと考えられる内の川を実証実験の対象地区とし

た（図-3）. 崩壊リスクについては地質および斜面傾斜

や土層厚等の地質条件を考慮した表層崩壊発生危険度マ

ップ 2)を用いて判別した（図-4）. また, 離発着地点となる

UAVを格納可能なUAV基地の設置箇所としては電源を

確保するため, 内の川周辺にある近畿地方整備局大規模

土砂災害対策技術センター（和歌山県那智勝浦町市野 ,々 
以下, センター）を選定した. なお, 内の川砂防堰堤と

UAV基地設置箇所は直線距離で約700m離れていた.  

3 . 実証実験の準備 

(1)  機材の選定 
本実証実験に用いるUAVの選定は以下条件を満たす

機体とした. 
・レベル3飛行が可能なこと. 
・渓流および砂防施設の点検が可能な飛行時間（約15分
以上）を有すること. 

・UAVを格納可能なUAV基地に設置できること. 
・UAVの点検映像をリアルタイムに遠隔地で確認でき

る仕様であること . 
上記条件を満足する機体としてSENSYN Mark-2（株式

会社センシンロボティクス, 以下, 実証実験機体）を選定

した（図-5上）. また, UAVを格納する機材として

SENSYN DRONE HUB（株式会社センシンロボティクス, 
以下, UAV基地）を選定した（図-5下）. 実証実験機体お

よびUAV基地はLTE環境下での運用を想定しているため, 
飛行範囲がLTE通信環境内であり、通信速度が推奨値 
(8Mbps)以上であることを事前に確認した.  

(2)  レベル3飛行における事前申請手続き 
UAVによるレベル3飛行は航空局に申請を行い, 飛行箇

所, 飛行日時 ,使用するUAV機体ごとに飛行承認を得る必

要がある. 本実証実験に先立ち, 内の川におけるレベル3
飛行の申請を行った. 申請は過年度までの申請実績 3)を参

考に航空局への電話ヒアリング等を実施しながら申請日

から約60日で承認を得た. また, LTEを機体に搭載する際

には地上の携帯電話に影響を及ぼさないよう飛行台数を

監理する実用化試験局制度があり, 今回は当該制度を用

いてLTEの利用申請をして承認を取得した. 

(3)  実証実験の実施体制 
遠隔地からUAV基地の操作および実証実験機体の自

律飛行による調査自動化を行うために, クラウドサーバ

図-3  内の川（那智勝浦町 那智川流域支川） 

図-5 上：SENSYN Mark-2 
  下：SENSYN DRONE HUB 

図-4  那智川流域における表層崩壊発生危険度マップ 
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ー（SENSYN Cloud Server）を中心としてネットワークを

構築した（図-6）. 指示拠点となるセンター内とクラウ

ドサーバーおよびクラウドサーバーとUAV基地間はモ

バイルWiFiでネットワークを構築し, UAV基地と実証実

験機体間はLTE回線でネットワークを構築した. センタ

ー内にはUAVが撮影する映像を職員がリアルタイムで

確認して施設点検を実施したり, UAV基地の開閉操作, 実
証実験機体への飛行ルートのアップロードをできるよう

にモニターとパソコンを設置した. 実証実験機体は空撮

後にUAV基地に着陸すると, リアルタイムで伝送してい

た映像と同時に撮影した高画質の静止画・動画をクラウ

ドサーバーにアップロードすることで, 職員はUAV基地

に近づくことなく遠隔地から高解像度画像を取得して, 
施設の破損等の変状確認やSfM解析によるオルソ写真・

3次元モデルの作成が実施可能である. UAV基地は,自動

で実証実験機体を充電できるだけでなく, 近傍に設置し

たネットワークカメラや雨量計とリンクして 遠隔地に

離発着地点の気象状況を伝えることが可能である. 本来

であれば, レベル3飛行自体には補助者の配置は不要であ

るが, 自律飛行ルートが公道（橋上）を跨ぐ場合は制度

上, 第三者の安全に配慮するために, 監視者を別途配置す

る必要があるため, 実証実験中は適切に補助者を配置し 
て実施している. 

4.実証実験結果と考察

(1)  実験結果 
内の川の上流崩壊地および砂防堰堤の状況を確認でき

る映像を撮影するために適切な飛行ルートを作成し,セ

ンター内のパソコンからUAV基地内の実証実験機体に

アップロードできた. 飛行ルートのアップロードは数十

秒で完了した. さらに, 「飛行開始」ボタンを押すだけで、

屋外に設置したUAV基地が自動開閉し, 離陸～レベル3
飛行による渓流の崩壊地および施設の空撮～着陸の一連

の作業を約12分間で完了し, 点検後のバッテリー残量は

約50％であった. また,実証実験機体の飛行中においても

センター内の指示拠点から遠隔操作によってカメラの方

向を変えたり, ズームをして施設変状を確認することが

できた. 

(2)  取得データの分析 
撮影データのクラウドサーバーへのアップロードは送

信データ量1.76GB（動画:2ファイル,静止画:532枚）であ

り, アップロード時間は約90分を要した. また, 取得した静

止画のうち166枚の画像を用いてSfM解析（使用ソフ

ト:Metashape, Agisoft社）を行い, 約23分で砂防堰堤を含む

内の川渓流全体のオルソ写真・3次元モデルを作成した

（図-7）. 事前に現地で目視点検により発見した施設変

状について人力で撮影した近接写真, 実証実験機体で空

撮した静止画, SfM解析で作成した3次元モデルの3種類の図-6 実証実験におけるネットワーク構成図 

図-8 目視点検による近接撮影, オルソ写真, 3次元モデルの

それぞれによる砂防施設変状の判別 

図-7 内の川の渓流全体オルソ写真および3次元モデル 

一般部門（安全・安心）Ⅰ：No.01

3



画像を図-8に示す. 各画像において砂防堰堤下流の流路

工の護岸における張石工欠損等の変状は欠損が確認でき, 
オルソ写真や3次元モデルは人力での近接撮影に劣らず

点検に活用できることが示された.  

(3) レベル3飛行およびUAV基地を併用した調査技術の有

効性および課題 
本実証実験ではレベル3飛行とUAV基地を併用するこ

とで, 約10分程度で迅速かつ安全に渓流の崩壊地および

砂防施設の変状を確認することができた. この調査手法

では熟練した操縦者やUAV目視飛行時に必要となる補

助者を確保する必要がない点, 職員が現場に立ち会う必

要がない点, UAV機材をあらかじめ点検施設近傍に待機

させておける点において, 従来の人力点検もしくはレベ

ル2以下のUAV飛行による点検よりも迅速かつ安全に点

検可能であり, 変状を確認するための十分な画質等の精

度を有していることから, 実用化した際に点検の迅速

化・省人化・安全化が期待される. 一方で, 以下の課題も

確認された.  

・LTE回線の強度 
本実証実験では, 実証実験機体とUAV基地間の通信

（LTE回線）や, UAV基地とクラウドサーバーと指示拠

点間の通信（WiFi）を無線回線で実施していた. しかし

ながら, 実証実験中もLTEやWiFi通信の回線が遅くなり映

像伝送に遅延が生じるなど問題が生じた. 人口密集地や

日中の地上での携帯電波利用が増加する時間帯等では特

に影響が大きいと考えられ, 今後は有線接続を含むネッ

トワーク環境の構築に工夫が必要だと考える. 

・UAV基地・実証実験機体の性能限界 
使用したUAV基地はメーカー独自の安全基準により人

工衛星捕捉数が60機以上でないと開閉できない仕様であ

った. 砂防施設は比較的人家の少ない箇所に整備されて

いる場合が多く, 安全基準点検は施設点検に適した基準

に引き下げ可能だと考える. 実証実験機体については最

長飛行時間が 20分程度であり, 1渓流のみの点検であれば

十分だが複数渓流の一括点検では飛行可能時間が不足す

るため, UAV基地に帰還して充電後に再度飛行が必要で

ある. なお, UAV基地における実証実験機体への充電はバ

ッテリー残量0％から100％までは約60分の時間を要する. 
また, 複数渓流へより容易にアクセスできるようにUAV
基地の設置配置にも留意が必要である. さらに, 実証実験

機体の自律飛行中はインターバル（3秒間）撮影が基本

仕様であり, 任意箇所での定点撮影が目的であっても撮

影枚数が非常に多くなってしまうことが確認された. 
UAV基地による人員削減と調査の迅速化が可能な一方

で, 実際の運用ではまだ課題が多く機能の拡充とともに

機体の軽量化による飛行時間の延長などさらなる技術革

新が必要と考える.  

5. おわりに 

本現地検証では, UAVのレベル3飛行とUAV基地を併

用することで, 操縦者, 補助者を必要とせず職員の遠隔地

からの監視のみで流域および砂防施設の調査が実施可能

であることを確認した. 砂防施設点検においては, これま

で作業員が徒歩で施設に近接し, 目視で確認できる範囲

の点検にとどまっていた. また, 砂防施設上流域へのアク

セスには困難な場合が多く, 人力での目視点検には多く

の時間と費用を要していた. 特に, 出水直後は土砂の二次

移動による危険性も高く, こうした点検時にはレベル3飛
行による点検が有効かつ安全性の高い手法である. また, 
UAV基地によって常時UAVを待機させ, 任意のタイミン

グで点検できる技術は臨時点検の迅速性確保のほか, 人
の立ち入りが難しい土砂災害箇所の継続監視期における

定期点検においても活躍が期待される. レベル3飛行によ

る調査点検はいまだ実績が少なく, 航空法の観点からも

レベル3飛行中の道路横断時には監視者の配置が必要が

あるなど, いまだ実用化できる箇所が限られた技術であ

るが, 今後, 有人地帯における目視外補助者なし（レベル

4）飛行の実現に向けた法整備が進むと, レベル3飛行に

よる調査点検は実運用しやすくなると考える. UAV基地

を用いた点検技術は, あらかじめ設置箇所とUAVの飛行

可能距離を考慮し, 那智川流域全体をUAVのレベル3飛行

による点検が可能となるか, そのために必要な機体や

UAV基地の仕様変更や適切な配置, ネットワーク構成に

ついて検討を継続したい. 今後はレベル3飛行の申請実績

を増やしつつ, 砂防施設の自動点検に向けた3次元データ

の活用や点検結果の電子化といったDXを推進するため

の技術も開発し, 現行マニュアル改訂4 ) などの体系化につ

いても取り組んでいく.また, 国産UAVを含むUAV市場の

動向にも注目し, レベル3飛行やUAV基地を用いた点検・

調査の実用化に向けて課題解決に取り組んでいく. 
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生活道路対策の事例を踏まえた 

ハンプの効果的な設置条件の分析について

鈴木 宏謙1 

1近畿地方整備局 道路部 交通対策課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44） 

本稿は，近畿地方整備局管内における13の物理的デバイス設置の対策効果検証事例において，効果検証

結果の妥当性の確認を行ったうえで，各事例の設置条件を横断的に分類し，対策効果との関係を整理する

ことにより，物理的デバイス設置の効果的な設置条件を明らかにすることを目的とした．分類，整理の結

果，既往研究において知見が得られている設置間隔だけでなく，物理的デバイスに対する注意喚起の有無

や道路構造の違いにより対策効果の発現状況に違いが生じることが示唆された．一方で，効果検証結果の

妥当性の確認により，評価区間の設定が対策効果の検証結果に大きく影響することも明らかとなった． 

キーワード 生活道路，交通安全，物理的デバイス，ハンプ，ETC2.0プローブ，効果検証

1. はじめに 

生活道路における交通安全対策には，交通規制等のソ

フト的手法による対策と，物理的デバイスを設置するハ

ード的手法による対策がある． 

物理的デバイスを導入するにあたっては，どのような

種類のデバイスを，どのような環境下で設置するとどれ

くらい効果が得られるのかを知ることは重要であると考

えられるが，実際の設置環境は複雑多様であり，物理的

デバイスの設置により効果が得られる条件は十分に明ら

かになっていないと考えられる． 

本稿では，近畿地方整備局管内におけるETC2.0プロー

ブ情報（以下，ETC2.0プローブ）を用いた物理的デバイ

ス設置の効果検証事例について，物理的デバイスの設置

による対策効果に違いが発生した要因を分析したうえで，

ハンプの効果的な設置条件の分析，分類を行った． 

2. 既存文献の収集整理 

ハンプの効果的な設置条件を分析，分類するにあたり，

物理的デバイスの効果的な設置条件に関する既存文献を

収集し整理した．既存文献からは次のようなことがわか

った． 

(1) 設置位置又は設置間隔 

古田ら1)は，ハンプ4基（台形ハンプ：1基，弓形ハン

プ：3基）を30m，40m，60m，100m間隔で設置した社会

実験を実施し，設置間隔40m以下で通過速度が約15km/h

減少することを確認している． 

また，市原ら2)は，一方通行規制の幅員約4.5m，延長

約300mの生活道路において，交差点付近にハンプを1基

設置する前期実験と，当該ハンプに連続して約20m間隔

で追加で3基設置する後期実験とを実施し，連続設置の

場合の1基目（交差点部）と3基目（単路部）のハンプ設

置位置を通過する際の瞬間速度が，設置前と比べて大幅

に減少することを確認している． 

鬼塚ら3)は，国土技術政策総合研究所内の生活道路を

想定した延長約300mの実験走路にハンプ又はシケイン

を２つ以上配置し，配置間隔及び設置数を変えながら走

行実験を行い，ハンプ間隔が100m以内であれば，車両

の平均速度を概ね40km/h以下に保つことができるという

考察を得た．また，交差点付近へハンプを設置する場合

は，起点部，終点部ともに停止線から50mの位置に設置

することで走行速度を30km/h以下に抑えることができる

ことを確認している． 

野田ら4)は，ハンプ又は狭さく部が設置されている５

つのエリアを対象に，ETC2.0プローブを用いて分析し，

ハンプ又は狭さく部の設置間隔が130m程度でも速度抑

制が期待できることを確認した． 

(2) ハンプの通過交通抑制

鬼塚ら3)は，速度抑制効果の分析のほか，被験者への

アンケートにより，ハンプ設置による生活道路の抜け道

利用の抑制効果についても調査しているが，ハンプ，シ

ケインのいずれの物理的デバイスも抜け道利用に対して

は抑制効果が無いことを確認している． 

野田ら4)の分析では，ハンプ又は狭さく部による通過
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交通の抑制効果は確認できなかった． 

3. 目的

近畿地方整備局管内における旧生活道路対策エリアの

登録エリアを対象に2021年3月末時点の対策実施状況を

確認し，物理的デバイスのうちハンプ，狭さく及びシケ

インを設置し，効果検証した事例を抽出した結果，12事

例が抽出された． 

また，未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急

安全点検の結果を踏まえた対策において，ハンプを設置

した事例があったため，分析対象事例に加えた．これら

の13事例の対策効果の検証結果を表-1に示す． 

設置された物理的デバイスは，ハンプが10事例，狭さ

くが7事例（うち，ハンプ設置箇所の狭さくが3事例）で

あり，シケインの設置事例は無かった．また，対策効果

の発現状況は，次のとおりであった． 

 速度抑制効果（85%タイル速度/平均速度の低下，

速度超過割合の減少）が見られたのは，効果検証

した全13事例のうち9事例であった． 

 急減速発生割合の減少が見られたのは，効果検証

した7事例のうち1事例のみであった． 

 通過交通の利用割合の減少が見られたのは効果検

証した3事例のうち1事例のみであった． 

これらの事例収集及び整理の結果から，本稿では物理

的デバイスの設置効果として期待できる速度抑制効果に

着目し，13事例の設置条件を横断的に分類し，対策効果

との関係を整理することにより，その効果的な設置条件

を明らかにすることを目的とした． 

4. 効果検証結果の妥当性の確認

各事例における効果検証結果を横断的に取り扱うにあ

たり，まず，ETC2.0プローブを用いた効果検証結果その

ものが正しいかの確認を行った． 

(1) 確認方法 

表-1の整理結果において，物理的デバイスのうちハン

プを設置した区間の速度抑制効果の検証結果には，効果

を確認できた地区とそうでない地区があり，さらに，同

一地区であっても複数設置された設置箇所ごとに効果の

ばらつきも見られた． 

また，ETC2.0プローブを用いて速度の集計・分析を行

う評価区間の延長にも25m～400mとばらつきが見られた． 

表-1 近畿地方整備局管内の物理的デバイス設置事例に

おける対策効果の検証結果 

図-1 ハンプ設置箇所周辺の走行履歴データの蓄積地点

の偏りによる速度集計結果への影響のイメージ 

効果検証に用いるETC2.0プローブの走行履歴（車両ご

との点群データ）は，ETC2.0車載器の仕様上，200m

（旧仕様は100m）間隔または45°（旧仕様は22.5°）以

上の進行方向の変化があった地点で蓄積されるデータで

あるため，図-1に示すような評価区間内でのデータ蓄積

地点に偏りがあった場合，適切に区間内の速度を評価で

きていない可能性がある． 

このため，次の2つの方法により，ハンプの本設置が

行われた3地区（No.3, No.6, No. 12）における対策効果の

発現状況がETC2.0プローブの精度に起因するものか否か

を確認した． 

a)  評価区間におけるハンプ前後区間のデータ取得割合

鬼塚ら3)により，ハンプ通過後は50m程度で10～20km/h

評価指標
(データ)

評価区間

　効果の有無
◎：5km/h以上
○：5km/h未満
×：変化なし

評価指標
(データ)

評価
区間

　効果の有無
◎：5割以上
○：5割未満
×：変化なし

評価指標
(データ)

効果の
有無

1 ハンプ 仮設 区間平均速度 100m ◎

2
ハンプ
狭さく

仮設
地点速度による速度
超過割合

ハンプ：80m
狭さく：350m

○

70m ○ 70m ◎

150m ○ 150m ×

70m ○ 70m ○

120m ◎ 120m ×

85m ○ 85m ○

100m ○ 100m ◎

4 狭さく 仮設
地点速度に基づく区
間の85%タイル速度

300m ◎

5
ハンプ
(狭さく併用）

本設置
地点速度による85%タ
イル速度、速度超過
割合

180m
※改良前後の道
路での比較

－

6
ハンプ
(狭さく併用）

本設置
地点速度による85%タ
イル速度、速度超過
割合

400m ○ 急減速発生割合 400m ×

7 狭さく 本設置
地点速度による平均
速度
速度超過割合

25m ×
急減速、左右加速
度、ヨー角速度の発
生状況

25m ×

8 ハンプ 仮設
地点速度に基づく区
間の平均速度、速度
超過割合

80m ○
急減速、左右加速度
の発生状況

80m ×

9 ハンプ 仮設
地点速度に基づく区
間の平均速度、速度
超過割合

100m ×
急減速、左右加速度
の発生状況

80m ×

10 ハンプ 仮設
地点速度に基づく区
間の平均速度、速度
超過割合

200m
（6区間に分割） ◎ 急減速発生回数 200m ×

通過交通利用
割合 ×

11 狭さく 仮設 区間平均速度 100m ×

12
ハンプ
(狭さく併用）

本設置
地点速度に基づく区
間の平均速度、速度
超過割合

設置区間：120m
路線全体：650m ◎ 急減速の発生状況 120m ×

通過交通利用
割合 ○

100m ◎

100m ◎

100m ◎

100m ◎

本設置
地点速度に基づく区

間の平均速度、85%タ
イル速度

3 急減速発生割合
通過交通利用
割合 ×

地点速度に基づく区
間の85%タイル速度、
速度超過割合

13 ハンプ

ハンプ 本設置

③通過交通の経路割
合

①走行速度 ②急減速発生割合

地区
No

物理的デバ
イスの種類

本設置
/仮設

ハンプ

評価区間 

ハンプ

評価区間 

ハンプ設置箇所の周辺で 

蓄積地点が多い 

ハンプから遠い箇所で

蓄積地点の偏りがある

↓ 

ハンプによる速度抑制評価を適切に評価

↓ 

評価結果の速度が高くなる 
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ほど加速する傾向があることが示されていることから，

ハンプ前後50m区間のデータを用いれば正しく分析でき

ると仮定し，各事例における評価区間内で取得されたデ

ータのうち，ハンプ前後50m区間のデータが含まれる割

合を整理した． 

b)  GPSロガーを用いた走行調査結果との比較

ハンプ設置区間を走行する車両の詳細な速度変動を確

認するため，ハンプ設置区間を20mごとの区間に分割し，

各20m区間内で取得されたETC2.0プローブの地点速度デ

ータを用いて平均速度を集計した速度プロファイル図

（以下，ETC2.0速度プロファイル）を作成する．また，

同様の方法で，1秒間隔で走行履歴を取得可能なGPSロ

ガーを搭載した車両を実走させた結果をもとに速度プロ

ファイル（以下，GPS速度プロファル）を作成し，対策

後の速度プロファイルと比較することで，検証に用いら

れたETC2.0プローブの速度データが現実の速度変動を再

現できているかを確認する． 

(2) 地区No.3の確認結果 

a)  地区の概要

この地区では，約1.3kmの区間に6基のハンプが設置さ

れている．ハンプ設置箇所はいずれも対面通行の1車線

道路（幅員4.3～4.6m）であり，ハンプ③,④,⑥は勾配の

ある区間に設置されている． 

b)  評価区間におけるハンプ前後区間のデータ取得割合

対策後のETC2.0プローブの走行履歴のデータ取得状況

を整理した結果を図-2に示す．当該区間では途中の交差

道路から流入する交通や，沿道の店舗等への出入りがあ

ることから，方向変化時に蓄積されたデータが多く含ま

れているため，それらの点を除外した結果を示している．

図-2で示したデータ取得状況を元に算出した，評価区間

におけるハンプ設置前後50m区間のデータ割合を表-2に

示す． 

ハンプ②及びハンプ⑤はハンプ周辺のデータ割合が低

く，ハンプから離れた位置の地点速度データを用いて速

度の評価をされたため，対策後の速度低下量が小さく評

価されていると考えられる． 

c)  GPSロガーを用いた走行調査結果との比較

GPS速度プロファイルとETC2.0速度プロファイルを

図 -3に示す．対策後の速度プロファイルはETC2.0プロー

ブとGPSロガーで概ね同様の傾向が見られ，ハンプ周辺

のデータ取得割合が低く，速度抑制効果が低いと評価さ

れていたハンプ②，ハンプ⑤の箇所でも，対策後の速度

低下が確認できる． 

このことから，ETC2.0プローブを用いた評価区間

（DRM区間）での効果検証では，ハンプ前後50m区間の

データ取得割合が低いハンプ②，ハンプ⑤は，速度抑制

効果を適切に評価できていないと考えられる． 

表-2 評価区間における前後50m区間のデータ割合 

図-2 評価区間におけるETC2.0プローブ取得状況(No.3) 

図-3 ETC2.0及びGPS速度プロファイル(No.3) 

設置間隔
ハンプ直近の一時
停止交差点までの

距離

対策前後の
速度低下量
(85%タイル)

評価区間
(DRM区間)

の延長

評価区間のうち
ハンプ前後50m

区間のデータ割合

ハンプ① 500m 90m/30m 3km/h 70m 100% （1,071/1,071）

ハンプ② 500m/220m 470m 1km/h 150m 25%（552/2,234）

ハンプ③ 220m/110m － 2km/h 70m 77%（2,207/2,871）

ハンプ④ 110m/80m 45m 5km/h 120m 91%（8,563/9,393）

ハンプ⑤ 80m/250m 35m 2km/h 85m 12%（717/5,746）

ハンプ⑥ 250m 30m 3km/h 100m 61%（5,125/8,377）
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図-4 評価区間におけるETC2.0プローブ取得状況(No.6) 

 

(3)   地区No.6の確認結果 

a)  地区の概要 

当該地域では，中学校の南側の道路にハンプを設置し

ており，設置箇所は対面通行の1車線道路（幅員4.0m）

である． 

b)  評価区間におけるハンプ前後区間のデータ取得割合 

対策後のETC2.0プローブの走行履歴のデータ取得状況

を図-4に示す．ETC2.0プローブのデータ取得地点に偏り

が見られ，ハンプ設置箇所の周辺もデータ取得がまばら

である．当該地域の速度の効果検証では，ハンプ前後

200mの400m区間を評価区間として，評価区間内で取得

された走行履歴の地点速度をもとに85%タイル速度等を

集計しているが，評価区間内のデータのうちハンプ周辺

（前後50mの100m区間）で取得されたデータの割合は

12%（66/564サンプル）に限られる． 

c)  GPSロガーを用いた走行調査結果との比較 

GPS速度プロファイルとETC2.0速度プロファイルを

図-5に示す．ETC2.0速度プロファイルは，東行きのハン

プ設置箇所周辺でデータ欠損が生じているが，GPS速度

プロファイルでは，西行き，東行きともにハンプ設置箇

所の手前で減速している状況を確認できる． 

このことから，当該地区におけるETC2.0プローブを用

いた評価区間（DRM区間）での効果検証は，ハンプ周

辺のデータ取得割合が非常に低いため，ハンプ設置によ

る速度抑制効果を適切に評価できていないと考えられる． 

 

 

 

図-5  ETC2.0及びGPS速度プロファイル(No.6) 

 

図-6 評価区間におけるETC2.0プローブ取得状況(No.12) 

 

(4)   地区No.12の確認結果 

a)  地区の概要 

この地区では，約550mの区間に2基のハンプを設置し

ており，設置箇所は対面通行の1車線道路（幅員3.7m）

である． 
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b)  評価区間におけるハンプ前後区間のデータ取得割合 

ハンプ設置箇所周辺の約120mを評価区間として平均

速度，速度超過割合の変化を評価している．対策後の

ETC2.0プローブの走行履歴のデータ取得状況を図-6に示

す．ハンプ設置間隔は約50mであり，評価区間がハンプ

前後50m区間に内包されるため，ハンプ前後50m区間の

データ割合は100%である．ETC2.0車載器の蓄積間隔の

制約によりデータ取得地点の偏りは見られるものの，デ

ータ数は約6,000と十分取得できている． 

b)  GPSロガーを用いた走行調査結果との比較 

GPS速度プロファイルとETC2.0速度プロファイルを

図-7に示す． 

GPS速度プロファイルと対策後のETC2.0速度プロファ

イルともに評価区間での検証結果と同様に，ハンプ設置

箇所周辺での速度低下を確認できることから，ハンプ設

置による速度抑制効果を適切に評価していると言える． 

 

 

5.  ハンプの効果的な設置条件の分析 

 

効果検証結果の妥当性の確認結果から，ETC2.0プロー

ブを用いた分析では適切に効果検証できていないと考え

られる地区No.3のうち2基，地区No.6の1基を除き，設置

環境，道路環境，地域環境の各項目に対して事例を分類

した．分類結果を表-3に示す． 

また，分類結果を集計した結果について，各項目ごと

に考察した． 

 

 

 

図-7  ETC2.0及びGPS速度プロファイル(No.12) 

 

表-3 設置環境，道路構造及び地域環境にかかる各事例の分類 

 

地域環境

設置間隔
直近の交差点からの距

離
看板、路面標示 単路部・交差点 車線数 車道幅員 沿道状況 歩道設置 対策前の速度

◎：5km/h以上
○：5km/h未満
×：変化なし

1：150m以下
2：300m以下
3：300m超
99：不明(1箇所のみ)

1：150m以下
2：300m以下
3：300m超
99：不明(1箇所のみ)

1：あり
2：なし
99：不明

1：単路部
2：交差点

1：一方通行
2：対面通行
3：往復2車線

1：5.5m以下
2：5.5m超
3：不明

1：住宅
2：店舗、駐車場等
3：学校
4：施設なし

1：なし
2：片側あり
3：両側あり

1：30km/h以下
2：40km/h以下
3：40km/h超
99：不明

1 ハンプ ◎ 99 1 1 1 2 99 1 1 1

2 ハンプ/狭さく ○ 99 1 99 1 2 99 1 1 99

3 ハンプ① ○ 3 1 2 1 2 1 2 2 2

ハンプ② 対象外 2 3 2 1 2 1 1 1 2

ハンプ③ ○ 1 99 2 1 2 1 1 1 1

ハンプ④ ◎ 1 1 2 1 2 1 2 1 2

ハンプ⑤ 対象外 1 1 2 1 2 1 2 3 3

ハンプ⑥ ○ 2 1 2 1 2 1 2 3 3

4 狭さく ◎ 2 1 1 1 2 99 1 1 3

5 ハンプ 対象外 1 1 1 1 2 99 4 3 99

6 ハンプ 対象外 99 1 1 1 2 1 3 1 1

7 狭さく × 99 99 2 2 3 99 4 3 2

8 ハンプ ○ 99 1 99 1 1 99 3 2 1

9 ハンプ × 99 1 99 1 1 99 1 3 1

10 ハンプ ◎ 99 1 99 1 2 99 3 2 2

11 狭さく × 99 99 99 1 3 99 2 1 1

12 ハンプ ◎ 1 2 1 1 2 1 4 1 2

◎ 2 99 1 1 2 1 4 1 3

◎ 2 99 1 1 2 1 4 1 3

◎ 1 99 1 1 2 1 4 1 3

◎ 1 99 1 1 2 1 4 1 3

道路構造

13 ハンプ

地区
No

物理的デバイス
の種類

速度抑制効果
設置環境
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表-4 設置環境に応じた速度抑制効果の発現状況の整理 

 
表-5 道路構造に応じた速度抑制効果の発現状況の整理 

 

表-6 地域環境(対策前の速度)に応じた速度抑制効果の

発現状況の整理 

 

 

(1)  設置環境 

設置間隔などの物理的デバイスの設置環境の違いに

応じた速度抑制効果の発現状況を集計した結果を表-4に

示す． 

設置間隔又は一時停止規制のある交差点からの距離

が150m以下の箇所，物理的デバイスの設置箇所で看板

や路面標示等による注意喚起を行っている箇所で速度

抑制効果の発現状況が大きい傾向が見られる． 

既往研究における設置間隔に関する知見を裏付ける

結果が得られた一方で，看板や路面標示等による注意

喚起が対策効果の発現に寄与している可能性があるこ

とがわかった． 

 

(2)  道路構造 

単路部・交差点や車線数等の物理的デバイスが設置

されている箇所の道路構造の違いに応じた速度抑制効

果の発現状況を集計した結果を表-5に示す． 

整理の結果，対面通行の1車線道路，歩道設置のない

箇所で速度抑制効果の発現状況が大きい傾向が見られ

た． 

(3)  地域環境 

対策前の速度の違いに応じた速度抑制効果の発現状

況を整理した結果を表-6に示す． 

対策前の速度が40km/h超の高い箇所では速度抑制効

果が大きく，対策前の速度が30km/h以下の低い箇所で

は対策による速度抑制効果が小さい傾向が見られた． 

これは，そもそも対策前の速度が高くない箇所で対

策を実施しても得られる効果は小さいということであ

り，対策にあたっての交通状況の把握の重要性が示唆

された． 

 

 

6.  結論 

 

本稿では，近畿地方整備局管内における事例及び既

往研究から，物理的デバイスの効果的な設置条件につ

いて，物理的デバイスのうち特にハンプの効果検証結

果の妥当性を確認したうえで，設置環境，道路構造及

び地域環境について，設置条件の分類を行い，効果的

な設置条件を整理した． 

分類結果からは，既往研究において知見が得られて

いる設置間隔だけでなく，物理的デバイスが設置され

ていることに関する注意喚起の有無や歩道の有無によ

り対策効果の発現状況に違いが生じることが示唆され

た．また，効果検証結果の妥当性の確認からは，評価

区間を適切に設定しないと，効果が過小に評価される

可能性も明らかになったため，ETC2.0プローブにより

物理的デバイス設置の効果検証を行う場合は，注意が

必要である． 

今後は，本稿で得られた結論を踏まえて効果が期待

できる箇所への物理的デバイスの設置を進めることで，

より詳細に効果的な設置条件を分析することが可能と

なる．効果的な設置条件がより詳細に明らかとなるこ

とにより，今後一層の生活道路の交通安全対策が促進

することを期待したい． 
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効果大 効果小 効果なし

(5km/h以上) (5km/h未満) 該当3箇所

該当9箇所 該当5箇所

150m以下 4(57%) 1(33%) 0

300m以下 3(43%) 1(33%) 0

300m超 0 1(33%) 0

不明(1箇所のみ) 2 2 3

150m以下 4(80%) 4(100%) 1

300m以下 1(20%) 0 0

300m超 0 0 0

不明 (交差点なし /
区間全体)

4 1 2

あり 7(88%) 0 0

なし 1(12%) 3(100%) 1(100%)

不明 1 2 2

※下線は対策効果の発現に寄与している要因と考えられた分類結果を示す。

設置環境

設置間隔

直近の交差点か
らの距離

看板、路面標示
等の設置の有無

効果大 効果小 効果なし

(5km/h以上) (5km/h未満) 該当3箇所

該当9箇所 該当5箇所

単路部 9(100%) 5(100%) 2(67%)

交差点 0 0 1(33%)

一方通行 0 1(20%) 0

対面通行 9(100%) 4(80%) 1(33%)

往復2車線 0 0 2(67%)

5.5m以下 6(100%) 3(100%) 0

5.5m超 0 0 0

不明 3 2 3

住宅 2(22%) 2(40%) 1(33%)

店舗、駐車場等 1(11%) 2(40%) 1(33%)

学校 1(11%) 1(20%) 0

施設なし 5(56%) 0 1(33%)

なし 8(89%) 2(40%) 1(33%)

片側あり 1(11%) 2(40%) 0

両側あり 0 1(20%) 2(67%)

車線数

※下線は対策効果の発現に寄与している要因と考えられた分類結果を示す。

単路部・
交差部

道路構造

車道幅員

沿道状況

歩道設置

効果大 効果小 効果なし

(5km/h以上) (5km/h未満) 該当3箇所

該当9箇所 該当5箇所

30km/h以下 1(11%) 2(40%) 2(67%)

40km/h以下 3(33%) 1(20%) 1(33%)

40km/h超 5(56%) 1(20%) 0

不明 0 1 0

※下線は対策効果の発現に寄与している要因と考えられた分類結果を示す。

地域環境

対策前速度
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市田川排水機場のポンプ状態監視による

長寿命化の取組について

村木 里宇

近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 道路管理課 （〒646-0003 和歌山県田辺市中万呂142）. 

近年, 排水機場ポンプ設備において状態監視保全の重要性が高まってきている. 新設する市田

川排水機場において「状態監視装置」を導入し, 実排水運転時のデータを収集する. そのデータ

の活用により, 点検時や実排水時の傾向を管理し日常管理や点検の効率化・高度化を図る取組で

ある. 
本論文では, 「状態監視装置」を用いた排水機場の点検・管理業務の効率化, 長寿命化に向け

た取組について発表するものである. 

キーワード 排水機場，状態監視保全，振動計測, 傾向管理, 長寿命化

1. はじめに

(1) 概要

熊野川（水系名：新宮川, 河川名：熊野川）は奈良県

吉野郡天川村の山上ヶ岳を起点とし, 大小の支川を合わ

せながら, 熊野灘に注ぐ一級河川である. その熊野川の支

川である市田川は熊野川から南流し流域面積 5.36 km², 
流路延 4.8 kmの河川である（図－1）. 
市田川排水機場は熊野川と市田川の境界に位置してお

り（図－2）, 市田川水門閉鎖時の市田川内水排除を目的

としている. 既設の市田川排水機場は, 1982年（昭和57
年）8月の大洪水被害を受け, 横軸排水ポンプ 10.0m³/s
（横軸斜流ポンプ 5.0m³/s×2基）が設置された. その後 

図－1 位置図 

図－2 市田川排水機場全体写真 

さらに, 1997年（平成9年）7月に大洪水が発生し, 新宮市

内において浸水被害が発生したことを受け, 更なる浸水

被害軽減を目的に2000年（平成12年）に 7.1m³/s（立軸軸

流ポンプ 5.1m³/s, コラム形水中ポンプ 1m³/s×2基）が増

設され, 計 17.1m³/s の排水能力を持つ排水機場である.  

(2) 機場新設の背景

平成29年10月に発生した台風21号は, 新宮流域観測所

の観測史上1位となる累積雨量約893mm, 時間最大雨量は

約66mmを記録した. 市田川では計画高水位を越え, 新宮

市全域で1,124戸の浸水被害が発生した（図－3）. この台

風を受け, 既設の排水機場の排水能力 17.1m³/sに加え 
11.1m³/s 増強を行う事となり, 計画排水量 28.2m³/s（立軸

斜流ポンプ 9.4m³/s×3基）の能力を持つ新排水機場を右

岸に集約する形で設置することとなった. 令和3年から 

横軸排水ポンプ 10.0m³/s 

コラム形水中ポンプ 1.0m³/s 

立軸軸流ポンプ 5.1m³/s 
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図－3 平成29年台風21号浸水被害概要 

 
施工が開始され, 工事完成に向け現在施工中である.  
 
(3)  設備諸元 

 市田川排水機場の設備諸元は以下のとおりである.  

a) 既設設備 

 左岸 主ポンプ 口径 1,500mm 横軸軸流ポンプ 

         5.0 m³/s 2基 （合計 10.0 m³/s） 

         主原動機 4サイクルディーゼル機関 

         177 kW（240PS） 2台 

    発電装置 発電機出力 150 kVA 2基 

  

    主ポンプ 口径 700mm コラム型水中ポンプ 

         1.0 m³/s 2基 （合計 2.0 m³/s） 

         発電装置 発電機出力 406 kVA 1基 

 

 右岸 主ポンプ 口径 1,500mm 立軸軸流ポンプ 

         5.1 m³/s 1基 

    主原動機 単純開放ｻｲｸﾙ二軸式横軸ｶ゙ ｽﾀｰﾋ゙ ﾝ 

         228 kW（310 PS） 1台 

b) 新設設備 

 右岸 主ポンプ 口径1,800mm 立軸斜流ポンプ 

         9.4 m³/s 3基 （合計 28.2 m³/s） 

         主原動機 ディーゼル機関 

         720 kW以上 3台 

 

 

2.  ポンプの点検と課題 

 ポンプ設備の点検は目視点検と計測による状態監視を

行っている. 計測による状態監視は, 排水機場内の循環運

転による管理運転を行い, その中でハンディ型の計測機

器（振動計, 騒音計, 温度計等）により計測している場合

が多い. その振動測定では, 基準値や過年度との比較で異

常値を判断している.  
 状態監視において, 主に振動計測に用いられる理由と 

表－1 機器の異常診断方法の比較 
異常原因 寸法検査 NDI法 AE法 振動法 油分析法 温度法 電流法 圧力法 五感点検

クラック・欠陥 ◎ ◎ ○ ○ ○

摩耗・ガタ ◎ ○ ◎ ○

据付不良 ◎

変形 ◎ ◎

きず・接触 ◎ ◎ ○ ◎

圧力発生
機構異常

◎ ○ ○ ◎ ○

自励振動・共振 ◎ ○ ◎ ○

電気的異常 ◎ ○  
 
 
して, 回転計測の容易性や回転状態がリアルタイムで確

認することができるからである. さらに, 目視点検では確

認することができない多くの異常も振動値として現れる

ため, 故障の原因を早期に特定し対応できるという利点

がある（表－1）.  
 しかし管理運転は, 短時間・低流量での運転であるた

め, ポンプ設計点での運転に伴う機器の状態を確認して

いるものではない. そのためポンプ設備の状態を正しく

捉えられていないという問題と, 計測による定量的な点

検情報の整理が必要という課題がある.  
 
 

3.  状態監視による保全 

(1)  状態監視 
 保全には予防と事後に大別され, 予防保全（図－4）に

は「時間計画保全」と「状態監視保全」がある. 近年の

考え方は, 従来の「時間計画保全」から「状態監視保

全」に移行されつつある. 「状態監視保全」とは, 設備の

動作確認, 各種計測, 劣化傾向の検出等により機器等の劣

化の進行を監視し, 可能な延命化を図りながら故障発生

前に予防保全を実施することである. この「状態監視保

全」を行う傾向管理の手法確立が求められている.  
 
 
 

 

 
 
 
                 図－4 保全の分類（JISZ8115:2000 
          「デイペンダビリティ（信頼性）用語」 
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(2)  ポンプ設備の劣化要因と振動 
 ポンプ設備のような回転機械において, 劣化要因の機

械的要因の振動は, 他のタービンや発電機, 電動機等の回

転機械とは異なり水の流れによって引き起こされる力と

して, 羽根車に働く流体荷重による振動が, おおよそ 70～
80 %を占めている（図－5）. 流体と振動が関わりあるこ

とは, ポンプの性能曲線（H－Q性能曲線）（図－6）に

おいて吐出量と軸動力が現されていることからも明らか

である. そのため「振動計測技術」を用いてポンプ性能

の劣化要因を捉えていくものとする.  

 
 

図－5 ポンプ設備の劣化要因と振動の占める割合 
 

 
図－6 H-Q 性能曲線 

 
(3)  流量と振動に着目した状態監視 
 今回の「振動計測技術」では, 従来の点検時のハンデ

ィ型計測機器を用いた計測ではなく, 計測機器をポンプ

設備に常設することで, 実排水運転時（長時間・高流

量）のデータ取得も可能となるようにする. ポンプの軸

振動の発生要因が流体による影響が大半を占めているこ

とから, ポンプ設備の軸振動とポンプの流量率には相関

性があることが明らかとなっている. よって, 同一流量時

の振動データを比較することで, ポンプ性能の変化が把

握できると考えられる. そのため「振動計測」と同時に

「流量計測」を紐付けし「傾向管理」を行っていく.  
 
(4)  状態監視装置の設置内容 
 計測機器については常設して設置する. 常設について

は, ①同一箇所において同一手法により機械状態を複数

箇所で同時計測が可能, ②測定者の経験や技量によらな

い正確な計測が可能, ③管理運転に加え, 実排水でのデー

タ計測も容易となり, 運転データを多く蓄積でき, ④点検

業者や操作員（実排水時）の負担軽減になる, が挙げら

れ正確な状態監視が行える.  
 新設の市田川排水機場において設置する状態監視装置

の種類（表－2）と設置場所（主ポンプ, 主原動機, 減速

機）について示す. （図－7～10） 
 

表－2 センサー構成 

計測項目 適用センサー

振動加速度 アンプ内蔵型加速度センサー

軸振動 過電流式スペースセンサー
回転数 ブリッジ式小型圧力変換器

吐出圧力 光電式回転検出器
吐出流量 ベント流量計
軸温度 測温抵抗体（運転支援装置と共用）  

 

図－7 主ポンプのセンサー取付位置図（側面図） 

 

 
図－8 主ポンプのセンサー取付位置図（背面図） 
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図－9 主原動機・減速機のセンサー取付位置図（平面図） 
 

 
 

図－10 主原動機・減速機のセンサー取付位置図（断面図） 
 
 
 
 

 

4.  信頼性の向上, 効率的な維持管理 

 従来の時間計画保全では故障の有無に関わらず定

められた年数で機械の修繕を行っていたところ, 今回

の状態監視保全では, 状態監視により交換が必要な消

耗品の部品と継続の使用が可能な部品に分類するこ

とが可能となる. 適正な時期での部品交換を行う判断

になり, 修繕費用算定の絞り込みや不可視部分の部品

の信頼性が向上し, 結果的に部品の長寿命化に至るこ

とになる. （図－11） 
 

 

図－11 状態監視保全導入による長寿命化の考え方 
 （イメージ） 
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5.  今後の取り組み 

(1)  計測データの蓄積 
 計測データの異常の判定として, 注意値や予防保全

値といった判断を行うために, 計測機器の設置から管

理運転, 実排水運転の計測データを毎年継続してモニ

タリングし, 蓄積することが必要となる. その蓄積デ

ータを基に, データと不具合の関連性と特徴を把握す

る.  

 

(2)  解析と診断手法の確立 
 前述のとおり得られたデータを解析し, 原因の追及, 

対策の検討を行っていく必要があるが, その取得・蓄

積したデータをどのように解析・診断していくか, 振

動と流量を紐付けしてた解析・診断手法を確立する

必要がある.  

 

(3)  点検に活用 
 現在の点検項目と状態監視による傾向管理で点検

結果の関連性を検証し, 代替が可能な項目については

今回の振動計測技術による内容での代替を行うこと

で, 点検作業の省力化や定期整備間隔の合理化などの

維持管理の効率化に繋がるものと考える.  

 

 

 

謝辞：本稿の作成にあたり, 様々なご助言を賜りまし

た. ご教授いただいた全ての方々の御礼申し上げます.   

 

 

参考文献 
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2) 国土交通省, 河川用ポンプ設備状態監視ガイドライン

（案）（平成 30年4月） 
3) 令和3年度 近畿地方整備局  
     土木機械設備診断委員会会議資料 
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紀南管内における越波防止による安全対策に 
ついて 

中世古 蓮汰 

近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 紀勢線出張所 

(〒649－2621 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見2947) 

 紀南河川国道事務所管内における国道42号では，大部分が海岸沿いにあるため，大雨や台風

の際に発生する越波が懸念されている．越波の危険性から通行規制が余儀なくされており，対

策が課題となっている箇所である．過去には越波により，道路が浸水し，近隣住民に被害が発

生している．本論文では，紀南管内における越波対策と過去の越波被害について報告すると共 

に今後の課題について考察する． 

キーワード 越波，国道42号，沿岸，SNS，災害

１．はじめに 

越波とは，地形や気象変動の影響により，打ち寄せる

波が堤防等を越えて堤内に流入する現象のことである．

和歌山県内にある国道 42 号では大部分が海岸沿いにあ

るため，気象変動の影響により越波が発生する．近くに

は住宅があり，通行者も多いため，非常に危険な地域と

なっている．そのため，国道 42 号では越波発生に伴い，

通行者や地域住民の安心･安全を守るため，通行規制を

余儀なくされている地域もある．国道 42 号の通行者及

び地域住民の安心･安全を守るため，越波対策や災害情

報の情報提供を行うことが，今後の紀南管内の国道 42

号の管理において，重要な課題と考えられる． 

２．越波の発生状況について 

過去4年間(2018～2021)に紀南河川国道事務所管内では

越波により通行止めを計6回，片側交互通行を計7回行っ

ている．特に串本町西向地区，姫地区，田子地区，すさ

み町江住地区，和深川地区，口和深地区，みなべ町埴田

地区，南道地区が越波多発地域となっている．写真-1及

び写真-2を比較して分かる通り，越波対策を行っていな

い箇所では打ち寄せる波を防ぎきることができず，大き

な越波が堤内に流入してきているが，越波対策として越

波防止柵を設置した箇所については，打ち寄せる波をあ

る程度防ぎ，堤内への流入を防いでいるため，越波被害

が減少していることが見て取れる．越波発生の際には越

波と共に石や木が飛来してくるため，関係機関との連携

を図り，地域住民への避難の呼びかけが重要となる． 

写真-1 越波対策無の越波状況 

写真-2 越波対策済の越波状況 

(1)紀南管内における越波被害 

 過去に発生した越波状況について、写真-3，写真-4と

して示す。写真-3による越波では，想定以上の越波が発

生し，越波防止柵を遙かに越え，津波のような越波が堤

内に流入した．写真-4は越波が収まった後の国道42号の

様子である．石や木等が越波により，堤内に流入し，通

行が困難な状態となっている．2011年の台風6号では，

すさみ町江住付近を走行していた軽自動車が，走行中に 
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越波にのまれ，横転する事故があった．運転者によると，

突然横から殴りつけられたような衝撃をうけ，視界が真

っ暗になり，車から脱出できなかったと言う．その後，

周辺を警戒中だった警察と漁師らが発見し，救出された．

消波ブロックの劣化により，ブロックの崩れた部分に土

砂や流木が体積し，越波にあわせて飛んできていた． 

 

 

    写真-3 越波防止柵を越えた越波状況 

 

 

写真-4 越波が収まった後の国道42号の様子 

 

 

３．管内の越波対策の現状 

 

(1)管内の越波対策の進捗 

 紀南河川国道事務所では，地形に沿った様々な越波

対策を実施している．紀南管内の越波対策の現状(図-1)

を示すと共に，代表の対策工を述べる． 

 

 

図-1 紀南管内の対策状況 

 

a)越波防止柵 

擁壁の上部に設置する直立柵であり，必要な高さまで

天板高に生じた設計が可能となっているため．越波対策

として最も有効的な対策工と考えている。メタン性及び

ポリカーボネート性があり，ポリカーボネート性では折

版が透明となっており，眺望･景観に配慮した構造とな

っている． 

 

 

 

写真-5 越波柵(メタル) 

 

 

写真-6 越波柵(ポリカーボネート) 

 

b)波返しパネル 

擁壁の天端に設置することができるため景観･眺望へ

の影響は少ないが，大きな越波が発生した場合，パネル

を越え堤内に流入する恐れがあるため，施工箇所の選定

が重要となる． 

 

 

 
写真-7 波返しパネル 
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c)消波ブロック 

通称「テトラポット」と呼ばれるもの．施工性が容易

であるが，越波対策として，設置を行う際は多くの消波

ブロックの設置を要するため，景観への懸念が生じる．

また，劣化が進むとブロック内に土砂や流木が体積する

ため，定期的な確認が重要となる． 

 

 

 
         写真-8 消波ブロック 

 

(2)国土強靱化のための5カ年加速化対策 

 近畿地方整備局では高規格道路と直轄国道を組み合

わせた災害に強い国土幹線道路ネットワークを選定する

と共に、防災上の課題箇所を把握する，「防災・減災、

国土強靭化に向けた道路の5か年対策プログラム（近畿

ブロック版）」を策定している．紀南河川国道事務所で

は災害時に強い国土幹線道路ネットワーク機能強化対策

として現在，新宮紀宝道路，串本太地道路，すさみ串本

道路の改築事業を進めている．効果としても，所要時間

の短縮，災害時の交通の確保等が見られ，今後発生する

であろう災害の際にも大きく効果を発揮する. 

 

 

４．災害時の運営計画 

 

 紀南河川国道事務所では，紀南河川国道事務所道路関

係災害対策部運営計画を定めている．本運営計画では，

風水害(越波)があり，越波の危険性がある場合は，発令

基準に基づき発令している． 

 

        図-2 発令基準 

 

(1)気象情報と体制確保 

台風や大雨，越波の気象情報を2～3日前より道路管理

課より紀南河川国道事務所職員に周知する．また，体制

が見込まれる場合には，注意体制，警戒体制，非常体制

等各体制による要員の確保を行う． 

 

(2)SNSでの情報提供 

紀南河川国道事務所では，2017年1月より公式Twitterが

開設されている．Twitterでは紀南河川国道事務所管内

における防災情報や改築の工事状況，災害時の規制区間

の情報を提供している．Twitterの他にもInstagram，

YouTubeも行っている．SNS関係については主に1～3年目

の若手職員が担当しており，四半期ごとに事務所長を含

め，報告会を開くことで反省点や改善点等を検討してい

る.昨年度では年間大雨情報を68回，規制及び災害情報

を43回行っている． 

 

(3)体制の解除 

 天候が安定し，災害の影響が低いと判断され次第，各

出張所にて巡回パトロールを行い，通行の安全が確認で

きた際に、体制の解除が行われる．  

 

 

６．今後の課題とその対応 

 

(1)越波対策のさらなる向上 

 現状まだ越波対策が施工できていない地区もあるため，

紀南管内の危険地区の越波対策を早期に行う必要がある．

越波対策の施工済の箇所についても被害が発生する場合

があるため，さらなる技術力の向上に向けて進んでいく

必要がある． 

 

(2)地域住民によるSNS等の認知 

 年々スマートフォンの普及が進んでおり，2022年度 

には，94%まで増加している．しかし，紀南河川国道事

務所の，Twitterのフォロワー数は2168人，Instagramは

141人となっており，認知されている人数が少ない．認

知してくれる人が多いほど，紀南管内での情報が多くの

人に周知され，安全対策として十分発揮される．認知し

てもらうためには，TwitterやInstagramでの投稿を見直

し，新たなSNSでの発信を行うことが必要だと考える． 

a)LINEアカウントの作成 

 スマートフォン所持者のうち，LINEをしている方は

67％となっている．近年，多くの会社がLINEの公式アカ

ウントを設立し，様々な情報を提供している．紀南河川

国道事務所においても，LINEの公式アカウントを設立し，

Twitter等に投稿で発信している，大雨や越波等の災害

状況，通行止め等の交通規制の情報を発信することでさ

らにSNSでの安全対策が行うことが期待できる．他地方 
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整備局である，九州地方整備局、中部地方整備局が公式

アカウントを設立し，整備局の仕事，防災情報等を発信

している. 

b)Twitter･Instagramの見直し 

 紀南河川国道事務所にて発信しているものの多くは，

雨の状況や通行規制の発信が多い．その他にも紀南管内

の魅力や普段の勤務状況を発信をすることで，興味を持

ってくれる人が増え，認知されやすくなるのではと思う．

紀南管内の魅力として，改築現場等の高所から撮影した

海の風景等，普段の勤務状況として，出張所での現地確

認の様子を発信してみたいと考えている． 

 

(3)気象予測の向上 

 気象庁では主に数値予測を用いて気象予測を行って

いる．数値予測で求めた「今」の状態から，物理学や化

学の法則に基づいてそれぞれの値の時間変化を計算する

ことで「将来」の状態を予測している．年々数値予測の

精度は向上しており，予想誤差は小さくなってきている．

今後の気象予測の精度向上に期待し，異常気象体制がよ

り的確になるよう対応していくべきである． 

a)数値予測とは 

 数値予測とは計算機を用いて地球大気や海洋･陸地の

状態の変化を「数値シュミレーション」によって予測す

るものである．地球大気や海洋・陸地の細かい格子を分

割し，世界から送られてくる観測データに基づき，それ

ぞれの格子にある時刻の気温･風等の気象要素や海面水

温･地面温度などの値を割り当てている． 

b)予報までのフロー 

天気予報や警報等の普段目にするものの作成及び発表ま

でのフローについて図-3にて示す． 

 

 

 
       図-3 予報までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

c)精度向上の取り組み 

気象庁では，予測精度向上を目指して数値予測モデル

に関する各種改良の取り組みを継続的に実施している．

最新に改正された「局地数値予報システム」では，これ

まで３次元変分法と１時間予報を繰り返し，初期値を作

成し，発生した予測誤差を，気候学的に事前に見積もっ

た値のみを算出してきたが，さらにハイブリット同化を

導入することで，下記の予報前半の強雨を中心に，香水

の予測精度が向上した． 

 

 

６．おわりに 

 近年，気候の変動が激しく，今後の天候や台風の発

生が大きく変動する可能性がある．過去の災害を振り返

り，さらなる越波対策の進捗が重要である．また，体制

準備のための気象予測の向上と共に，SNSでの情報提供

の幅を広げることで，地域住民や通行者がより安心･安

全に生活ができるような取り組みを行う． 
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天ヶ瀬ダム再開発事業での

自然由来重金属等含有岩石の処理について 

寸田 祐生1 

1近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 工務課 （〒520-2279滋賀県大津市黒津4－5－1） 

琵琶湖河川事務所では，天ヶ瀬ダムの放流能力を増強する天ヶ瀬ダム再開発事業を行っている．事業が進
む中，砒素の溶出量が基準値を超過する岩が発生する可能性が判明した．土壌ではなく岩であることから土
壌汚染対策法の対象外であったが，国交省制定マニュアル「建設工事における自然由来重金属含有岩石・土
壌への対応マニュアル」を参考に，発生する重金属含有岩への適切な対策を講じることとなった．
本論文では，重金属等含有岩石処理対策検討委員会による対策検討経緯や実際の処分方法について報告す

る．

キーワード 自然由来重金属，砒素，土壌汚染対策法，土壌溶出量試験，ボーリング調査

1. はじめに

天ヶ瀬ダムは，京都府宇治市に位置するドーム型アー

チ式コンクリートダムである(図1)．天ヶ瀬ダムは下流

域への水量調整を行うほか，上水道供給や電力発電とい

った機能を持つ多目的ダムである． 
 宇治川では度々浸水被害が発生しており，天ヶ瀬ダム

が造られた後も台風や大雨により多大な被害が発生して

いた． 
甚大な洪水被害の発生や京都府南部の人口増加に伴う 

図1－天ヶ瀬ダム周辺図 

水需要の増加，発電容量の増加要請を受け，天ヶ瀬ダム

再開発事業が計画された．全長617m，最大断面積650㎡
にもなる巨大なトンネル式放流設備を建設することで，

天ヶ瀬ダムの最大放流能力を1500㎥/sへ増強することを

目的としている(図2)． 
事業を進める上で水質調査を行ったところ，トンネル

掘削範囲に基準値を超過する砒素・鉛が確認されたため，

適切な対策を取る必要があった．本論文では砒素や鉛な

どの重金属を含む岩石の処分方法について報告を行う． 

2. 重金属の検出 

(1)砒素・鉛の検出 
2013年，再開発事業の実施に伴う環境影響を把握する

ため，地下水観測孔での採水・水質分析を行ったところ，

地下水の基準値を超過する「砒素」と「鉛」が検出され

た．砒素や鉛は，国民の健康を保護することを目的とし

図2－トンネル式放流設備イメージ図 
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た土壌汚染対策法において「特定有害物質」とされてお

り，土壌の含有量と溶出量において基準値が定められて

いるため，現地の土壌について，既存土質コアを利用し

た試験を実施し，確認を行った． 
結果として，溶出量試験では砒素が基準値を超過し，

含有量試験では砒素・鉛共に基準値内であった． 

(2) 砒素・鉛の発生由来 
土壌汚染対策法では，自然由来の汚染土壌と人為的由

来による汚染土壌について，搬出時の規制や調査方法が

異なる．よって，適切な処分を行うためには，工事区域

の土壌汚染の由来について確認を行う必要がある．確認

方法は「土壌汚染対策法の施行について（環水土第20号，

2003.2.4)｣）」の「(一) 土壌溶出量基準に適合しない場

合の判定基準.」に基づくこととした．  
 以下の判定基準を満たすときは，土壌汚染の由来が自

然的原因によるものと判断する． 

① 特定有害物質の種類等.
土壌溶出量基準に適合しない特定有害物質が，

砒素，鉛，ふっ素，ほう素，水銀，カドミウム，

セレン又は六価クロムの八種類のいずれかである

こと． 
② 特定有害物質の含有量の範囲等.

特定有害物質の含有量が概ね表1に示す濃度の上

限値内にあること． 
③ 特定有害物質の分布特性.

特定有害物質の含有量の分布に，当該特定有害

物質の使用履歴のある場所等との関連性を示す局

在性が認められないこと． 

表1－自然的原因による含有量の上限値の目安 

特定有害物質 上限値の目安(mg/kg) 

砒素 39 
鉛 140 

【調査結果】 
①超過することが確認されたのは，砒素，鉛であった． 
②確認された含有量は，砒素29㎎/㎏（最大値），鉛72
㎎/㎏（最大値）であった． 

③土地の使用履歴を写真判読した結果，1948年～2010年
までの間において，人為的原因の使用履歴はなかった． 

このため，工事箇所で発生する汚染土壌については自

然由来であると判断した． 

3. 処理方法の検討

(1)重金属含有岩石処分のための指針について 

掘削を行う範囲の土質状況について図3に示す．工事

範囲の広範囲にわたり泥岩や砂岩が分布しているため，

本再開発事業で発生する掘削土は土壌ではなく岩盤であ

る． 

土壌汚染対策法は特定有害物質で汚染された土壌につ

いて取り纏められており，岩盤については対象としてい

ないため，処分方法や規制等の記載は無かった．このた

め，本再開発事業において発生する重金属含有岩石を適

切に処分するため，関係法令やガイドラインについて確

認を行った． 

表2－土質構成表 

表○－ 

図3－トンネル式放流設備周辺の土質 
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確認の結果，「建設工事における自然由来重金属等含

有岩石・土壌への対応マニュアル[暫定版］(以下マニュ

アル)」においては，岩も対象とされていることが確認

できた(表2)．このため，天ヶ瀬ダム再開発事業の工事

で発生する掘削土や岩石については，マニュアルを踏ま

え，土壌汚染対策法や関連ガイドライン等も参考にしな

がら処理方法の検討を行うこととなった． 
 
(2) トンネル式放流設備重金属等含有岩石処理対策検討

委員会の開催 

天ヶ瀬ダム再開発事業トンネル式放流設備施工区域内

において確認された重金属等含有岩石について，影響範

囲及び処理対策を検討し，有識者の方からアドバイスを

いただくとともに，円滑に進めることを目的とした「ト

ンネル式放流設備重金属等含有岩石処理対策検討委員

会」を開催することとなった．  

 

表2－関連法令・ガイドライン一覧表 

関連法令・ガイドライン 

土壌汚染対策法 

対象：土壌 対象：岩石 

○ × 

土壌汚染対策法に基づく調査 

及び措置に関するガイドライン 

対象：土壌 対象：岩石 

○ × 

汚染土壌の運搬に関するガイドライン改訂版 

対象：土壌 対象：岩石 

○ × 

汚染土壌の処理業に関するガイドライン改訂版 

対象：土壌 対象：岩石 

○ × 

建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土

壌への対応マニュアル[暫定版］ 

対象：土壌 対象：岩石 

○ ○ 

1．第1回検討委員会 

第1回検討委員会では，委員会を開催するに至った経

緯等が各関係者に説明し，また，トンネル式放流設備建

設箇所を対象としたボーリングコアによる砒素と鉛につ

いての調査結果について報告した． 

調査の結果，砒素，鉛共に土壌溶出量試験において基

準値を超える検体が確認され，土壌含有量試験では全て

の検体が基準値以下であり，基準値以上となった検体の

溶出量・含有量については，鉛は平均0.013mg/L，最大

0.017mg/L，砒素は平均0.035mg/L，最大0.300mg/Lであっ

た(表2)．検査範囲内では特に基準値を超過する砒素が

多く，最大で30倍にもなることが分かった． 

調査結果をトンネル式放流設備建設箇所に反映したも

のが図4である．掘削範囲全体に重金属が分布している

ことが確認できる．今後工事で重金属含有岩石として処

理が必要と考えられる土量は全体掘削の内約半数になる

ということが報告された． 

搬出される重金属含有岩石の処理方法について，第1

回検討委員会では以下の四つの方法の検討結果を報告し

た． 

①全掘削土を重金属含有岩石処理場へ運搬・処分 

②基準値以上の掘削土を重金属含有岩石処理場へ運搬・

処分 

③基準値以上の掘削土を地中に埋設し，封じ込め処理  

④基準値以上の掘削土を盛土し，封じ込め処理 

方法①②と③④は，基本的な処分の流れとしては同じ

である．方法②は明確な重金属含有岩盤の分布を確認す 

 

表3－土壌試験結果 

調査

対象 
検体数 

土壌溶出量試験 土壌含有量試験 

基準値以上の 

検体数 

(0.01mg/L以下) 

基準値以上の 

検体数 

(150 mg/kg) 

砒素 323 62 0 

鉛 323 7 0 

図4－自然由来重金属分布図 
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る必要があるが，重金属含有岩石の処分費用を抑える

ことが出来る．方法③④は処理場へ搬出し処分する費用

がかからなくなるため，方法②より更に費用が安くなる．

しかし，埋設場所の選定や工事の計画等の期間・費用が

発生すること，封じ込める為の遮水シートが天災等で破

損しないような対策が必要であること，観測井による一

定期間の周辺地盤のモニタリングが必要であること，事

業区域外に搬出して埋設する場合は，地元・行政関係者

の理解が必要であったことなど，計画・実行に時間がか

かることが懸念点であった． 

第1回検討委員会では，方法③④の基準値を超過する

掘削土を地中埋設もしくは盛土することで封じ込めを行

う案を基本に検討を進めるよう提言を受けた． 

2．第2回検討委員会 

 第1回検討会において検討を進めるよう提言を受けた

封じ込め案について，候補地の選定を行い，金額や工法

等の説明をした． 

候補地は以下の条件により選定を行った 

・10,000m3以上の埋土が可能． 

・土砂災害危険箇所ではない． 

・工事・管理用通路が確保できる． 

・事業区域内である． 

試算の結果，ボーリングにより重金属含有岩石を事前

に判定する処分する方法と比べ，約4000万円の処理費用

を削減できるということが分かった．しかし，選定した

候補地では事業内で発生する汚染土の全てを処理するこ

とは出来ないため，他の公共事業地に受け入れてもらう

ことを検討したが，受け入れ時期・条件が合う事業はな

かった．コスト縮減のため，引き続き候補地を探してい

くこととした． 

封じ込め処理案について実現性を考慮し精査を行う事，

また更なる効率化を図るため検討を実施するよう提言を

受けた．  

3．第3回検討委員会 

 封じ込め案について，引き続き候補地を探したが，受

け入れ可能な場所は見つかっていないことが報告された． 

また，万が一の際に重金属が溶出した水が排水層へ行か

ないように対策を行うようアドバイスを受けたため，ベ

ントナイトシートによる追加の保護を行った場合を試算

したところ，逆に約6,800万円の増額になることが報告

された． 
現在行っている重金属含有岩石の判定について，タイ

ミングを掘削前から掘削後に変更する案について説明し

た．事前にボーリングし重金属含有岩石の範囲を決めて

処分する場合は，安全性を考えて基準値を超過した試料

が確認された範囲の周辺も基準値超過した含有岩石とし

て処分していた．事後判定し処分を行う場合は，一回分

の掘削毎に重金属の含有度合いを確認できるため，より

詳しく重金属の含有具合を確認し処分出来る．このため，

処分費用の縮減が見込まれる． 

有識者の方より事後判別による処分方法が非常に有効

であるという意見をいただき，掘削土の判定を行う仮置

き場の選定・整備を速やかに進めていくこととなった． 

 

 
4.  重金属含有岩石・土壌の処分 

 

本事業で実際に行われた重金属含有岩石の処分につい

て報告する．  

 
(1)事前判別による処分 
 流入部・導流部の大半，ゲート室部，減勢池・吐口部

の一部の範囲が事前判別をおこなった． 
事前にボーリングコアを用いて試料採取を行い，分析，

判定を行うことで重金属の範囲を確認する．調査結果に

基づいて重金属が超過する範囲の岩盤については掘削次

第，重金属含有岩石処理施設へ運搬し処理する． 

 
(2)事後判別による処分 
 2015年6月以降より仮置き場を整備し運用を開始した．

流入部・導流部の一部，減勢池部，吐き口部の土が事後

判別をおこなった． 
掘削後仮置き場へ運搬し，土壌汚染対策法に則り公定

法による土壌試験を行い，試験結果に基づき適切な処分

を行う．仮置き場については雨や風による重金属の飛

散・流出を防ぐため，屋根や壁をつくることとした(図

5)．本事業で使用した仮置き場は8個のスペースを設け

た(図6)1スペースに半日分(約200~300㎥/s)の掘削岩が運

び込まれ，最大4日分の仮置きができる． 

図5－事後判別仮置き場 

図6―仮置き場レイアウト 
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表4－重金属含有岩石判別方法比較表(単位：㎥) 

 
(3)判別タイミングの変更に寄るコスト縮減効果 

 2021年，トンネル掘削は概ね終了した．表4に重金属

含有岩の判別結果を示す．全体掘削土量約21万㎥に対し，

事前判別時は約42％の掘削土が重金属含有岩石として搬

出される見込みであったが，事後判別に切り替えてから

重金属含有岩石と判定された掘削土は約25％であった．    

事後判別では仮置き場の借地費用や運搬費用等が発生

するが，処分が必要な重金属含有岩石の搬出量が大幅に

減ったことから，コスト縮減を行うことが出来た． 

 
 

5.  封じ込め案について 

  
本再開発事業では封じ込め案は採用しなかったが，今

後の事業で重金属含有岩が確認された際の対策の参考と

して，委員会を通して検討を重ねてきた処理方法や有識

者の方からいただいたアドバイスについて説明する． 
 
【封じ込め処理方法】 
①現地掘削 
②基面整正(排水槽１ｍ) 
 斜面モルタル吹付で地下水は下に落とし，基準値超過

岩石と触れないようにする 
③排水層上部に遮水シートを2重に設置 
④重金属土壌による補強盛土造成 
⑤遮水シート(2重)により補強盛土上部・法面を保護 
⑥基準値内土砂で50センチ以上の表土(２重シートの保

護のため)もしくは舗装をおこなう 
⑦モニタリング(河川及び地下水の水質調査，3年間) 
 
封じ込め処理について，雨水，地下水等により砒素が

流出しないことが重要である．重金属含有岩は2重の遮

水シートでくるむようにし， 盛土の上部下部は土を盛

ることでシートの破れを防ぐ必要がある．  
 

【今回施工場所の特性による追加考慮事項】 
・観光地のため，景観に配慮して設計を行う必要がある． 

施工エリア 
事前判別時想定 事後判別方法開始後 

一般岩石 重金属含有岩 一般岩石 重金属含有岩 

流入部 17,244 18,149 17,244 11,359 

導流部 15,134 41,753 3,640 0 

ゲート室部 11,660 8,646 0 0 

減勢池部 62,323 19,099 61,262 17,633 

吐口部 17,394 2,970 10,819 2,227 

合計 
123,755 90617 92,965 31,219 

214372 124184 

割合 57.7% 42.3% 74.9% 25.1% 

図 8－封じ込め処理施工手順案 
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・下流側に宇治市のブランドである宇治茶の茶畑が存在

するため，風評被害が起こる可能性がある． 
 
【有識者よりいただいた意見】 
・封じ込め完成後は粉じん等の飛散はないので，風評を

心配することはない．  
・底面の２重シートが破ける危険性は無視できない．斜

面は良いが，封じ込め底面はシートが破けても排水層に

いかないように，ベントナイト混合土などにより保護す

ると良い． 
・封じ込めの上部天端は，雨水が入らないよう舗装など

すれば跡地を有効利用することが出来ると思う． 
・できるだけ盛土を雨に触れさせないこと．完全に被覆

すればモニタリングの必要性はない．自然地盤の湧水が

あるとしても完成後のモニタリングは通常２年間で終わ

る． 
 
 

6.  終わりに 

  

以上，本論文では天ヶ瀬ダム再開発事業の自然由来重

金属検出の経緯を踏まえ，適切な処理方法の検討や実際

の処理方法について報告した．また，全3回の委員会を

通じて検討を行った封じ込め案についても報告した．今

後の事業において，重金属含有岩が確認された際の対策

方法検討に本論文が一助となれば幸いである
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天ケ瀬ダム再開発事業における 
特徴的な技術及びその継承 

 
 

宇津 悠祐1 
 

1近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 工務課 （〒520-2279滋賀県大津市黒津4-5-1）. 

 

 天ケ瀬ダム再開発事業は,既設天ヶ瀬ダムが持つ放流能力増強を目的として,ダム左岸側に全

長617mのトンネル式放流設備を建設する事業である. 

 天ケ瀬ダム再開発事業は,1998年度に建設着手してからこれまで30年以上をかけて実施中の事

業であり,2021年度に概成する運びとなった. 

 本論文では,天ケ瀬ダム再開発事業において施工した,日本最大級の大断面であり類似の施工

実績が無い水路トンネル等の設計,施工の特徴的な技術について紹介する. 

 

キーワード ダム再開発,トンネル,設計,施工 

 

 

1.  はじめに 

 天ヶ瀬ダムは京都府宇治市に位置するドーム型のアー

チ式コンクリートダムであり,洪水調節や水道供給,発電

に用いられる多目的ダムである.（図-1）周辺には平等

院や宇治上神社等があり,多くの観光客で賑わう. 

 

 

図-1  天ヶ瀬ダム位置図 

 

  

天ケ瀬ダム再開発事業は既設天ヶ瀬ダムが持つ放流量

の増強を目的として,ダムの左岸側に全長617mのトンネ

ル式放流設備を建設する事業である.現状,900m3/sの放流

能力であるが,再開発後は1500m3/sの放流が可能となり,

治水及び利水（水道・発電）の能力増強が可能となる. 

 

図-2  トンネル式放流設備の配置図 

 

本論文では,天ケ瀬ダム再開発事業において施工した

日本最大級の大断面である水路トンネル等の設計,施工

の特徴的な技術について紹介する. 
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2.  天ケ瀬ダム再開発事業の概要 

(1)  放流能力増強方式決定の経緯 

放流能力の増強方法がトンネル式放流設備に決定する

まで当初様々な選択肢が検討された.天ヶ瀬ダム本体を

活用する案や現存する旧志津川発電所導水路を活用する

案や宇治川発電所導水路を活用する案,更には琵琶湖疏

水を活用する案が候補となった.技術課題に対する検討

時間やコスト面や水理効果の優位性効果に加え,天ヶ瀬

ダム本体への影響評価を考慮し,ダム左岸側にバイパス

放水路を新たに作る「トンネル式放流設備案」が採用さ

れることとなった. 

 

(2)  トンネル式放流設備の構成 

 天ケ瀬ダム再開発事業におけるトンネル式放流設備は

図-2に示すとおり,流入部・導流部・ゲート室部・減勢

池部及び吐口部の５つの施設から構成される. 

a) 流入部 

 トンネル式放流設備の入り口であり,緊急時や修理時に

流水を遮断する幅10.5m×高さ12.3mの修理用ゲートを設

置している. 

 

図-3 流入部修理用ゲート（2021年9月撮影）   

b) 導流部 

 内径10.3mの大規模円形トンネルであり,流水を下流に

導く. 

 

図-4 導流部（2021年9月撮影） 

c) ゲート室部 

 幅3.6m×高さ4.9mの主ゲートと幅3.6m×高さ12.3mの副

ゲートを各2門設置しており,放流量を調節する. 

 

図-5 主ゲート（2022年1月撮影） 

d) 減勢池部 

 全長169.5mであり,幅22.8m×高さ25.5mの水路トンネル

では日本最大級の内空断面を保有し,放流水の勢いを緩

める. 

 

図-6 減勢池部シュート部付近（2022年2月撮影） 

e) 吐口部 

 トンネル式放流設備の出口であり,減勢池部で勢いが

緩んだ水を安全に宇治川に流す. 

 

図-7 吐口部（2022年5月撮影） 
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3.  流入部における特徴的な技術 

(1)  施工概要 

 流入部は,施工ヤードの確保が困難なことから,仮桟橋

を設置した.その後,仮桟橋の上から鋼管矢板を打設し仮

締切を行った上で,立坑内部を掘削し躯体を構築した. 

 前庭部は,流入部の施工と同時に水上から施工した.水

上から超大型クレーン台船により鋼管矢板を打設した後,

所定の深度で鋼管矢板を水中切断した.水上から超大型

のクレーン台船により鋼管矢板を水中切断した.その後,

所定の深度で切断された鋼管矢板内を新工法により水中

掘削を行った. 

 

(2)  鋼管矢板工 

 鋼管矢板工は,硬い岩盤に鋼管矢板（Φ1500）を施工

する必要があるため,SEP台船,または仮桟橋上から全周

回転掘削機（Φ2000）により,鋼管矢板施工箇所を1本毎

に掘削を行い、掘削箇所を砂及び砕石で置換した。鋼管

矢板は、超大型機械である200tクレーン,世界最大級の

振動力を誇るバイブロハンマー及び高い打撃性能を誇る

IHCハンマーを使用して打設を行った. 

 

(3)  立坑掘削及び躯体構築 

 立坑の掘削は,鋼管矢板に囲まれた空間の中で,ドライ

掘削により行われた.立坑は,直径28m,深さ41m,掘削土量

は約17000m3の大深度掘削となる.掘削は150tクレーン,大

型ブレーカー及び20m3ベッセル等,大型機械を用いるこ

とで作業効率の向上を図った. 

 

図-8 立坑内掘削状況 

 

 

図-9 円環支保工設置状況 

(4)  新工法「T-iROBO UW」を活用した水中掘削 

 流入部立坑は,鋼管矢板によりドライ掘削となるが,前

庭部は水中掘削となる.岩盤を水中掘削するのは既往の

施工方法では難しく,工期を要するため,新工法のT-

iROBO UW（遠隔操縦式多機能水中施工機械）を使用して

掘削を行った. 

 

図-10 T-iROBO UWの構成 

 

 水中の各種作業を,ダイバーを使わずに遠隔操縦によ

る施工をするために開発された機械で,ダム湖が深く急

峻で視界の悪い場所での施工に威力を発揮する.T-iROBO 

UWによる岩盤掘削は,湖面に設置した台船から昇降用の

シャフトを湖底に降ろし,先端をオーガで掘削して固定

し,このシャフトをガイドしながら水中作業機をダム湖

に沈めて,岩盤部をブレーカーで砕いて施工した.この機

械は,先端のアタッチメントを交換できるため,ブレーカ

ーをバケットに変えれば,土砂のかき集めが可能となる.

掘削土砂は,台船上のクレーンからクラムシェルで引き

上げた.その他,代表的な技術は,水中作業を可視化する

装置がある.ダム湖の底は濁っており,視界は約20cmであ

る.固定の岩盤形状を三次元画像として捉えられる「マ

ルチファンビーム」と呼ばれるソナーや超音波カメラな

どを導入し,台船上で操作するオペレーターが画像をも

とに作業できるようにした. 

 

図-11 水中作業可視化装置の構成 
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(5)  ワイヤーソーでの鋼管矢板水中切断 

 鋼管矢板の切断は鋼管内を満水にして,水圧の均衡を

保った状態で行う必要がある.水中での鋼管矢板切断に

ついては,当初潜水士による人力切断を検討していた.し

かし,潜水深度30mを超える潜水は危険性が非常に高い作

業となる.そこで,水中での作業を極力削減するため,水

中での鋼管矢板及び円環支保工の切断にワイヤーソーを

活用した. 

 ワイヤーソーは縦切り用と横切り用の2種類用意した.

縦切り用のワイヤーソーでは鋼管矢板継手部付近・円環

支保工・間詰コンクリートを一括で切断を行う.横切り

用のワイヤーソーでは鋼管矢板本管と継手部を一括で切

断し上下の縁切りを行う. 

 

図-12 鋼管矢板切断 

 

 

図-13 鋼管矢板切断縦切り イメージ図 

 

4.  減勢池部における特徴的な技術 

(1)  トンネル減勢方式の決定 

 トンネルの減勢方式は,地山内減勢方式と半管路方式

がある.地山内減勢方式は,流入部直下に減勢池部を設け

るため,地山内に大断面部の延長が長くなり,曲線部に開

水路の減勢池を設けることになる.それに対し半管路方

式は,直線部において開水路で減勢池を確保できる.水理

性及び経済性の観点から,半管路方式に決定した. 

 
表-1  減勢池部トンネル方式の比較 

 
 
 
 
 
 
 
(2)  トンネル断面形状の決定 

 トンネル断面は卵型断面及びきのこ型断面で比較検討

した.卵型断面はアーチ脚部側壁導坑を掘削し,アーチ脚

部側壁アバットを施工した後,頂部より順次切り上がっ

ていく工法である.きのこ型断面は頂設部を導坑断面で

掘削した後,両側を切り拡げ,アーチコンクリートを同時

併進で早期に打設する工法である.環境面に与える影響

や施工性,経済性とも卵型断面・きのこ型断面と大差な

い.しかし,きのこ型断面に関して,直高20m以上の鉛直側

壁を有することから坑口部における安定性が優位な卵型

断面を採用した. 

 
表-2  減勢池部トンネル断面形状の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (3)  減勢池部掘削及び覆工 

 減勢池部の掘削はNATMを採用して行った.工法として 

は,側壁導坑・中央導坑先進多段ベンチカット工法を採 

用した.施工手順としては,まず,側壁導坑掘削を行い,更 

に中央導坑掘削を行った.その後RC円柱支保工を施工す

るための側壁導坑拡幅掘削を行い,RC円柱支保工とシュ

ート部上半掘削を同時に施工した.その後,側壁導坑コン

クリートの施工を行った.側壁導坑コンクリートの施工

が完了した段階で,上半掘削（アーチ部）掘削を行い,ア

ーチコンクリートを打設した.その後は,下半部はベンチ

掘削（H=3.0m）で,情報化施工・ステージ管理により進
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め,底版コンクリート及び側壁コンクリートの施工を行

った. 

 
(4)  減勢池部のF-0破砕帯対策 

 坑口から約90m奥にD級のF-0破砕帯が横断する.当初の

調査では,幅9m前後の破砕帯で,その周辺にはCL～CM級の

泥岩が分布するが,そのほかはCM～CH級の砂岩で構成さ

れていると想定していた. 

 当初は,破砕帯が想定されていたことから,地表面から

の調査ボーリングや下流側坑口からの横坑調査（L＝

130m）が行われ,地盤の変形・強度特性,透水性,地下水

位など十分な調査を行った.特に,破砕帯周辺では,約10

～20m格子間隔で調査ボーリングを行い,F-0破砕帯の分

布・性状も綿密に調査した. 

 側壁導坑の掘削を進める中で,更に破砕帯の調査を行

った.その結果,右側側壁導坑でF-0破砕帯が当初想定よ

りも位置が坑口側に約5mずれており,かつ幅が当初の想

定よりも1.5倍ほど広い14mであることが確認された. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 F-0破砕帯の差異 

 

 破砕帯の分布範囲・位置を三次元的により精度よく把

握するため,両側壁導坑坑内から地質調査（高品質鉛直

ボーリング：L＝19m×6本,コア三軸圧縮試験：9体,平板

載荷試験：4箇所）を実施した.この調査結果を既往の地

質情報に追加した結果,トンネル周辺の破砕帯分布範囲

が当初の想定よりも拡大することとともに,粘土層のせ

ん断強度が当初よりも約20％低減することが判明した. 

新たな側壁補強対策工として,「RC円柱支保工」を検

討した.RC円柱支保工の配置は,破砕帯範囲をカバーする

ように,右側4本,左側2本とした.その長さは,先受け工と

して側壁変形抑制効果の発揮に必要な「梁の支点の安定

性（円柱上下端の水平地盤反力）の確保」を重視して,

断面が閉合するトンネル底版から3m下までを基本とした. 

 

 

 

  

 
 
 
 

図-15 RC円柱支保工の配置 

 
 RC円柱支保工は,狭隘な側壁導坑内空間における施工

となるため,安全かつ効率的に施工するためには,限られ

た施工空間での取扱いが可能で,コンパクトな機械設置

が必要となる.そこで,穿孔,ずり積み込み,コソク・斫り

作業を1台で対応できる小口径深礎掘削機を採用した. 

 

図-16 小口径深礎掘削機 

5.  おわりに 

 現在,ダムの能力向上や機能向上のため,多くのダムに

おいて再開発や補強が検討されている.天ケ瀬ダム再開

発事業は放流能力増強のために導水路トンネルを採用し

た.日本でも導水路トンネルを採用している事例は少な

く鹿野川ダムに次ぐ2例目である.トンネル式放流設備を

建設する際には周辺環境や地盤条件等を考慮する必要が

ある.今後,ダムの再開発でトンネル式放流設備を建設す

る場合には天ケ瀬ダム再開発事業を参考にされたい. 

建設業界ではインフラDX(デジタル・トランスフォー

メーション)が推進されている.データとデジタル技術を

活用し,現場の安全性や効率性を向上させる.本論文でも

紹介した「T-iROBO UW」も水中作業の安全性や効率性を

向上させた.今後これらの技術が向上し,作業員の安全性

や仕事の効率性に寄与することを期待する. 

 

1)大成建設：シャフト式遠隔操縦水中作業機「T-iROBO UW」 

2)大林・飛島特定建設工事共同企業体：ダムの治水能力を高め

る日本最大級の水路トンネル 
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大水深耐震強化岸壁を備えた高規格コンテナタ

ーミナルに付帯する荷さばき地における  

技術的検討

有松 勇

近畿地方整備局 神戸港湾事務所 第三建設管理官室

（〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町7番30号） 

国際コンテナ戦略港湾「阪神港」（大阪港,神戸港）の一躍を担う神戸港では,日々,多くのコ

ンテナが取り扱われている.地震の多い我が国では,大規模地震発生時にもこの港湾物流機能を

維持・継続することを目的にこれまでも耐震強化岸壁の整備が進められてきた.岸壁の耐震化が

進む一方で,運搬される貨物の荷さばき地を耐震化しなければ効率的な荷役を行うことができな

い.これらの背景を受け,神戸港の荷さばき地において,地震時においてもコンテナターミナルが

一体となって供用可能な機能を発揮することを目的に耐震化を目指す技術的な検討を行った.

キーワード 荷さばき地,液状化対策,コスト縮減

1. はじめに

神戸港は,2011 年 4 月 1 日に施行された港湾法及び特

定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法

律に伴う港湾法施行令の改正により,阪神港として「国

際戦略港湾」に定められた. 

 本改正により,国際戦略港湾が長距離の国際海上コン

テナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点として機能す

るために必要な係留施設(水深 16m 以上の大耐震強化岸

壁)に附帯する荷さばき地は直轄工事として施工するこ

ととなった. 

神戸港ポートアイランド(第 2 期)地区岸壁(-16m)(以

後,PC-18 と略称)荷さばき地では,2013 年度より耐震化に

向けての検討が行われている.本検討で対象とするの

は,2019年度に検討を行った PC-18荷さばき地(拡張部：

共同デポ)より更に西側の耐震強化岸壁PC-18背後の荷さ

ばき地(西側拡張部)である.当該荷さばき地は,隣接する

荷さばき地及び PC-18 岸壁（-16m）と一体となって機能

を発揮すべく,地震時においても供用可能な耐震性を有

する必要がある. 

本検討は,神戸港の大水深耐震強化岸壁背後の荷さば

き地において,耐震化に向けて経済性,施工性,当該施設

への適用性等の総合的観点から地盤改良工法の選定を目

的とする. 

図-1 設計対象位置図

図-2 設計対象平面図
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2.  検討条件について 

 
(1)  概要（荷さばき地） 

荷さばき地とは,岸壁背後に見られる,コンテナ船から

荷揚げする貨物の一時的な蔵置エリアのことであり,ク

レーン等の荷役機械及び建物である上屋が設置されてい

る.神戸港の大水深耐震強化岸壁は埋め立て地に整備さ

れることが多く,多種多様の埋立材料が使用されている

ため,埋立履歴も把握する必要があること,また供用中の

コンテナターミナルにおいては,ターミナルを占有した

状態での施工が必須になるなど,耐震化にあたっては現

場状況を把握し対応していくことが重要となる. 

 

(2)  設計条件 

 対象施設周辺には,図-3で示すように,岸壁の整備前に

建設された仮護岸の存在が確認されている.構造形式は

捨石式傾斜堤構造であり,本体工や基礎工に捨石が使用

されているため,液状化対策工法の選定や改良体の配置

を検討するうえで制約条件となる. 

 また,荷さばき地の設計には,地震動や潮位の自然条件

だけでなく,取り扱う貨物や運行する荷役機械等の荷さ

ばき地の利用形態も重要となる. 

本検討で設定した設計条件を表-1に示す. 

 

(3)  要求性能及び性能規定値 

 港湾の施設において,施設の運用上必要な要求性能及

び性能規定が「港湾の施設の技術上の基準」1)において

定められており,基準に適合するように建設・改良・維

持をしなければならない.荷さばき地においても,表-2の

様に要求性能・性能規定値が定められており,これらの

基準を満たす様に改良工法を検討する. 

 本対象施設では,表-2の基準を踏まえた上で,「港湾の

施設の維持管理技術マニュアル(改訂版)」2)より,荷役作

業に影響を及ばさない沈下量10cmを性能規定値として

設定する. 

 
 

3.  地盤改良工法の検討 

  

まず,現況断面においてFLIP解析を行う事で,地震時の

液状化による本対象施設の現況の沈下量を把握す

る.FLIP解析の結果及び第2章の設計条件を踏まえて地盤

改良工法を抽出する. 

 

 (1)  FLIP（概要） 

FLIPとは二次元の地震動応答解析の事であり,沈下量

等を評価することが可能である.また,地盤と構造物を一

体的にモデル化して解析を行うため,地震後の地盤・構

造物の挙動を予測する事が可能であり,港湾施設を中心 

に多数の使用実績がある.しかし,FLIP解析は,あくまで

も岸壁挙動による側方流動の影響を考慮した地盤沈下量

解析であり,過剰間隙水圧消散に伴う排水沈下量は解析

できないので,別途解析が必要になる点に留意する. 

 本検討では,表-1で示す地震動について,FLIP解析及び

液状化解析を実施した. 

 

 (2)  現況断面の照査結果 

 現況の断面の解析の結果,東南海・南海地震動以外の

ケースでは,埋め立て地盤全般の液状化の発生により性

能規定を満足しなかった.南海トラフ巨大地震動・コン

 
図-3 捨石式傾斜堤護岸分布図 

 
表-2 荷さばき地における要求性能及び性能規定値 

(基準抜粋) 
項目 内容 参考 

要求

性能

レベル 2 地震動作用後,速やか（短期間

の後）にコンテナ貨物の荷役を行うことが

できるように,コンテナ蔵置エリアの平坦

性を確保する.（蔵置されているコンテナ

の転倒防止,荷役作業機械の走行性を確保

する観点より）  

※ただし,沈下は許容する. 

省令 

第43条2項

性能

規定

作用による損傷の程度が,荷役作業に支

障を及ぼさない限界値以下であること. 

告示 

第83条2項

表-1 設計条件 

種別 項目 設計条件 

一般

条件

設計想定

面積 
約48,000m2 （約150m×約320m） 

利用

条件

計画水深

( D.L ) 

-16.0m 

-12.0m(参考) 

主な荷役

機械 

RTG 

トレーラシャーシ 

取扱貨物 コンテナ（最大5段） 

上載荷重 53.6kN/m2（実入りコンテナ5段積み時） 

設計供用

期間 
改良後50年 

自然

条件

潮 位

( D.L ) 

H.H.W.L +3.70m 

H.W.L+1.70m 

L.W.L+0.10m 

R.W.L+0.60m（重力式） 

地震動 

L1地震動（国総研HP） 

L2地震動（直下型）：兵庫県南部地震観測波 

L2地震動（海溝型）：東南海・南海地震動 

南海トラフ巨大地震動
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テナ満載の条件下で,沈下量が最も大きくなり,最大

126.4cmの沈下となった. 

図-4に南海トラフ巨大地震における解析結果を示す. 

図上部の赤着色箇所が過剰間隙水圧比0.9以上の範囲で

あり,設計対象範囲内の大部分が著しく液状化する事が

分かる. 

次章にて,上記の最も厳しい条件下において性能規定

を満足する改良断面を検討する. 

 

 

4.  改良断面の決定 

 
(1)  改良工法の抽出 

本検討では,1 次選定・2 次選定・3 次選定と 3 段階の

手順を踏まえ,地盤改良工法の抽出を行った. 

1 次選定では,液状化現象等に伴う地盤変位の抑制対策

として適用可能と考えられる工法を,過去の施工実績を

元に整理を行った.整理の結果,34種類の工法が挙げられ

た.  

2次選定では,第 2章で定めた本対象施設の検討条件を

踏まえ,適用性の高い工法について,抽出した.その結果,

締固め工法,深層混合処理工法(格子状改良工法)及び薬

液注入工法の 3工法を抽出した. 

3次選定では,2次選定において抽出した 3工法に対し 

て,更に一般的な施工を想定の上,各工法の特徴(長所・

短所や使用機械等)や本対象施設への適用性等を整理す

るとともに工法の抽出を行った.その結果,締固め工法

(SCP工法)及び深層混合処理工法(機械撹拌式工法)の 2工

法を抽出した. 

 

 (2)  対策断面の創意工夫 

3次選定で抽出した2工法について,対象施設における

改良地盤の側方変位及び液状化沈下解析による安定性の 

照査を行い,本対象施設の要求性能・性能規定を満足す

るための改良仕様を検討した.締固め工法においては,改

良率の組合せ等を調整しながら性能規定値を満たす改良

仕様を検討し,深層混合処理工法においては,格子改良の

改良仕様(格子間隔,改良強度)について,準2次元 FLIPモ

デルで感度分析を行い,確認された諸元（格子間隔15.0m

～20.0m程度,改良強度1.0MN/m2～2.0MN/m2程度）を基本

に,南北方向及び東西方向の断面の2次元FLIPモデルにて

効果を検証した. 

どちらの工法でも仮護岸の存在により,地盤の挙動が

抑制され,仮護岸より陸側では改良率や改良範囲を抑制

できる結果となった. 

a)締固め工法 

締固め工法の液状化発生の抑制が可能となる改良仕様

として,仮護岸を挟み海側地盤では改良率19.6%,陸側地

盤では改良率7.2%の組み合わせが妥当だと考えられ,表-

1に示す全ての地震動で当該施設の性能規定値10cm(最大

沈下量9.8cm)を満足する結果となった. 

図-5に当該地盤に対する影響が大きい南海トラフ巨大

地震の解析結果を示す. 

b)深層混合処理工法 

 深層混合処理工法の改良壁の改良強度及び格子間隔は,

これまでに当該関連施設(PC-18荷さばき地等)において,

改良体の目標強度とし1.0MN/m2,格子間隔を25.0mを基本

として設定し,設計及び施工が行われてきた. 

 本検討では,液状化対象地盤の深度分布に応じ,長壁

（着底型）20.0m間隔,短壁（浮き型）3)10.0m間隔の格子

仕様(組み合わせ)により,対象施設内の性能規定値

10cm(最大沈下量9.5cm)を満足できることを確認した.こ

れは,これまでの施工実績に対して改良目標強度を

2.0MN/m2または2.5MN/m2と現実的に可能な範囲で高め,

格子間隔を拡げる事や非液状化層に着底させる長壁と非

 

 

 
図-4 現断面の解析結果(南海トラフ巨大地震) 
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液状化層に着底せずに浮き型として改良深度を縮減させ

た短壁を組み合わることでコスト縮減や工期短縮等に配

慮した結果である.また,補助工法(先行掘削)の併用を要

する,仮護岸への干渉が想定される仮護岸直前面の短壁

(浮き型)を省いても性能規定値を満たすことがわかった

ため,更なるコストの縮減を図る事が可能となった. 

 図-6に当該地盤に対する影響が大きい南海トラフ巨大

地震動の解析結果を示す. 

  

(3)改良工法の選定 

第2節にて検討した締固め工法及び深層混合処理工法

の改良仕様について,詳細に比較検討（特徴,概算費用,

工程,当該施設への適用性等）を行った.表-4に工法比較

結果を示す. 

 比較検討の結果,概算費用及び工程でともに優位とな

った深層混合処理工法を当該対象施設の最適工法として

選定した. 

 

 

5.  おわりに 

 

本稿では,供用中のコンテナターミナルにおける荷さ

ばき地の改良設計一例について報告した. 

荷さばきの改良設計においては,コンテナターミナル

の利用状況,荷さばき地の新設から改良設計に至るまで

 

図-6 改良断面(深層混合処理工法) 

 

 

 
図-5 改良断面(締固め工法) 
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の背景等の現場状況を踏まえた上で,基準とする要求性

能・性能規定を満たす改良工法を選定する事が重要とな

る.当該対象施設では,本検討で設定した表-4の格子配置

で工事発注予定であったが,実施設計の段階で埋設管の

存在が確認された.そのため,工事発注前に現地調整を行

い,埋設管を避ける格子配置で工事発注を行った. 

 

本稿は著者の従前の所属である神戸港湾空港技術調査

事務所における所掌内容をとりまとめたものである. 

 

謝辞：本稿では,設計業務を担当されました方々に多大

なご協力を頂きました.ここに記して謝意を表します. 
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表-4 抽出工法比較 
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国道２号明石駅前交差点改良事業の 
整備効果について（中間報告） 

 
 

山田 陽1・澤田 健一2 
 

1近畿地方整備局 大阪国道事務所 高槻維持出張所 （〒540-8586大阪府高槻市京口町12-22） 

2近畿地方整備局 兵庫国道事務所 管理第二課 （〒650-0042兵庫県神戸市中央区波止場町3-11） 

 

国道2号に位置する明石駅前交差点において，渋滞の緩和・事故の軽減を目的とした交差点改

良工事を行った．本改良が，渋滞･事故の発生状況に与えた効果を検証するため，ETC2.0プロ

ーブデータを活用した効果の検証と交通実態調査を行った．その結果，渋滞の緩和と一部で車

両の危険な挙動の軽減が確認されたが，車両の危険な挙動が増加した箇所も確認された．今後，

危険な挙動が増えた箇所に重点を置いて全体的に継続的にデータ分析を行う必要がある． 
 

キーワード 渋滞対策，交通安全対策，効果検証，ETC2.0プローブデータ  
 

1.  はじめに 

 本稿は，JR明石駅に隣接しており兵庫県内の主要渋滞

箇所・事故危険箇所に指定されている国道2号明石駅前

交差点の改良について，整備効果の検証結果を報告する

ものである．なお，道路構造についての検証であり，信

号現示については本稿では言及しないものとする．  

 

2.  明石駅前交差点の概要 

 明石駅前交差点は兵庫県明石市の中心市街地に位置し

ており，JR明石駅の南側に位置する．当該箇所では，交

通量が多く，工事が始まる前の2016年時点では，兵庫国

道事務所管内の直轄国道のうち死傷事故率は2番目に高

い数値となっていた１）．さらに朝夕の通勤時間帯には

渋滞が発生しており，それらの解消を目指した交差点の

改良を2017年～2021年3月にかけて行った． 

 
(1)  交差点形状 

 明石駅前交差点では，交差点を挟んで東側は2車線，

西側は4車線となっており，直進車両は交差点内での車

線の移動が必要となる変則的な交差点形状となっていた． 

 

(2) 渋滞状況・事故状況 

 2014年8月の渋滞調査によると，朝の交通量がピーク

となる7：00－9：00，夕方のピークとなる17：00-19：00

ではどの時間帯でも渋滞が発生している． 

 また，事故の発生状況を図-1に示す．2010年～2016年

で事故は46件発生しており，右折時の事故が最も多く，

次いで追突による事故が多い状況となっている． 

3. 対策実施内容  

 本交差点改良では，主に明石駅前交差点の車線数を増

加し，東西で車線数を統一することで交差点内での車線

移動のない形状に改良を行った（図-2，図-3）． 

  

4.  対策効果の検討－検討手法 

(1)  渋滞 

交差点改良による渋滞軽減の検証を行うために，交通

実態調査を行い，過去の渋滞長調査結果と比較を行った．

また，ETC2.0プローブデータを使用することにより車両

速度の変化を改良前後で可視化・比較した． 

 

 

 

 

図-1 明石駅前交差点における事故類型別割合（2010～

2016年）１） 
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1-a) 渋滞長（交通実態調査） 

 朝夕の交通量のピークとなる時間を挟み，7：00-9：

00，17：00-19：00の間で渋滞長の調査を行った． 

 

1-b) 地点速度（ETC2.0プローブデータ） 

ETC2.0プローブデータより，交差点周辺での車両速度

をプロットし，交差点改良前後の車両速度を比較した．

なお，交差点改良前となる2016年時点では十分なデータ

サンプルを確保出来ないため，改良中の2020年データを

使用している． 

 

(2)  事故要因となる挙動 

 車両の危険な挙動が事故要因となることから，ETC2.0

と交通実態調査により，以下の3条件で検証を行った． 

 

2-a)車両の前後加速度，左右加速度，ヨー角速度

（ETC2.0プローブデータ） 

ETC2.0プローブデータより，急発進・急ブレーキを示 

す「①前後加速度」，速度超過を伴うカーブ走行時など

に記録される強い遠心力を示す「②左右加速度」，急ハ

ンドルによる方向転換を示す「③ヨー角速度」の発生率

でそれぞれ改良前（2020年）・改良後（2021年）の比較

検証を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-b) 車線変更時の挙動（交通実態調査） 

 交差点改良により，交差点東側約100mで車線が減少す

る形状となった．そのため交差点西側から東側へ第１走

行車線を走る車両は，交差点通過後に短い距離で車線変

更を強いられることとなる．この車線変更が後続車へ影

響を与える可能性があるため，ビデオにて状況調査を行

い，交差点東側での車線変更台数と車線変更によってブ

レーキを踏んだ後続車の台数を測定した（図-4）． 

 

2-c) 右折ギャップ（交通実態調査） 

 交差点改良後の交差点部での車両の右折状況を確認す

るために，図-5に示す位置において，右折車両と右折車

両通過後の対向車両との時間差（以下，右折ギャップ）

をビデオで撮影・測定した．  

 なお，交差点改良前の測定は行っていないため，過去

の状態との比較は行わず，改良後の交差点の状況確認を

行うための検証と位置づける． 

測定にはMicroTraffic社のAIによる解析を適用．ここ

では事故発生時の右折車両と対向車両の重症化確率のモ

デル曲線2）から，対向車両速度リスクを設定した．右折

ギャップはMicrotraffic社が設定しているリスクに対す

るギャップ時間を採用し，車両速度と右折ギャップによ

る事故リスクの分類を図-6の通り分類する．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 明石駅前交差点（改良前） 

図-3 明石駅前交差点（改良後） 
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また，得られたデータは解析手法の関係から，右折ギ

ャップ時間が3.0秒以下を対象としている． 

 

5.  対策効果の検討－結果・考察 

 (1)  渋滞 

渋滞に関する効果の検証に先立ち，交通量調査も行

った．交通量は2014年と工事完了後（2021年）で比較し

たが，大きな差は見られなかった． このことを踏まえ

て渋滞長と地点速度を利用して渋滞の軽減について検討

する． 

 

1-a) 渋滞長（交通実態調査） 

 改良前と改良後の渋滞長のを図-7に示す．改良後の渋 

 

 
図-4 車線減少による後続車への影響イメージ図 

 

 

図-5 右折ギャップ測定イメージ図 

 

 
図-6 車両速度と右折ギャップの事故リスク分類 

滞長調査ではほとんど渋滞は見られなかった．一部，西

行きで渋滞が見られたが，これは路上駐車車両による一

時的な事象であることを確認している．このことより，

交差点改良前後で交通量に大きな変化が無かったことを

鑑みると，当該交差点における慢性的な渋滞は大きく解

消されたと捉えることができる． 

 

1-b) 地点速度（ETC2.0プローブデータ） 

 改良前と改良後の地点速度を時間帯別にプロットした． 

 

 

 

図-7 渋滞長（改良前：2014年，改良後：2021年） 

上から交差点北側，交差点東側，交差点南側，

交差点西側 

至 
姫
路 
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大
阪 

右折ギャップ測定地点 
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西行きでは改良前・後で顕著な差は確認できなかった

（図-8）が，東行きでは明石駅前交差点西側で20㎞/h未

満を示す車両が広範囲で少なくなっていることがわかる 

（図-9）． 

このことからも，本改良により渋滞が大きく解消され，

車両の速度向上による交通の円滑化が顕著に表れた結果

となった． 

 

(2)  事故要因となる挙動 

 本交差点改良によって，交差点内での車両の動きに変

化が生じていると考えられる．また，渋滞に起因した車

両の挙動にも変化が見られると想定された．そこで車両

の挙動に焦点を当てて，交差点改良の効果を検証した． 

 

2-a) 車両の前後加速度，左右加速度，ヨー角速度

（ETC2.0プローブデータ） 

事故要因となる車両の挙動の集計結果を表-１に示す．

さらに車両の各挙動の発生地点を図-10～12に示した 

①前後加速度では．交差点西側においては改良前の

1.7％から，改良後は1.1％と大きく減少した．これは車 

 

 

 

図-8 西行き車両の地点速度 （改良前：2020年，改良

後：2021年） 

 

 

 

図-9 東行き車両の地点速度（改良前：2020年，改良

後：2021年） 

線数が増加し,渋滞が大きく解消されたことが大きく影

響していると考えられる．それに対して,東側では前後

加速度の発生率は1.5％から1.8％と増加している．これ

は，交差点東側の車線減少に伴う車線変更によるものと

考えられる． 

 ②の左右加速度においては改良前後で大きな変化は見

られなかった． 

 ③のヨー角速度は交差点内では，改良前4.2％，改良

後3.3％と発生率の上昇が顕著に見られた．図-12から，

改良後に交差点内で強いヨー角速度の増加が見られてい

る．これは交差点改良に伴い交差点西側中央分離帯が南

側へ移動したことによって，南北の道路からの進入車両

が改良前の位置で交差点西側へ侵入しているものと推測

される．交差点西側においては，改良前0.4％，改良後

0.2％と，発生率の減少が見られた． 

これらのことから，①前後加速度，③ヨー角速度では

発生率の減少傾向がみられ，②左右加速度には変化が見

られなかったことから，本改良によって急発進，急ブレ

ーキ，急ハンドルの事故要因が交差点内・交差点西側に

おいて減少したことが言える．一方で，前後加速度の増 

加傾向が交差点東側に見られる．この結果の要因につい

ては後述する車線変更時の挙動部で詳細を考察する． 

 

2-b) 車線変更時の挙動（交通実態調査） 

交差点東側における車線減少に伴う車線変更時の車両

の挙動の確認を行った．前述の車両の前後加速度が交差 

 

表-1 車両の挙動発生率（改良前：2020年，改良後：

2021年） 

改良前 改良後 改良前 改良後 改良前 改良後

①前後加速度
発生率
（％） 1.7 1.1 0.6 0.7 1.5 1.8

②左右加速度
発生率
（％） 0 0 0.1 0.1 0 0

③ヨー角速度
発生率
（％） 0.4 0.2 4.2 3.3 0.1 0.1

交差点西側 交差点内部 交差点東側

 

 

 

 

図-10 車両の前後加速度 

上図：改良前（2020年），下図：改良後（2021年） 
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図-11 車両の左右加速度 

上図：改良前（2020年），下図：改良後（2021年） 

 

 

 

図-12 車両のヨー角速度 

上図：改良前（2020年），下図：改良後（2021年） 

 

点東側で増加していることを踏まえ，交差点の北・南・

西側から交差点東側への車両の流入台数と第1走行車線

から第2走行車線へ車線変更を要した車両台数を確認し

た．結果，直進・右折流入車両では9％が車線変更を行

っており，左折流入車両に関しては43％の車両が車線変

更を要する結果となった． 

 次に上記の車線変更によりブレーキを踏んだ後続車の

車両台数を確認した．その結果，右折流入・左折流入で

は後続車両のブレーキは確認されず，直進流入車両にお

いては直接流入車両の内2％（走行台数6,149台中133

台）がブレーキを踏んだこと確認された． 

これらの結果から，交差点東側における車線減少に伴 

った車線変更は，左折・右折流入車両では危険な挙動へ

の影響が見られず，直進流入時においてのみ後続車の走

行阻害となりうる事がわかった． 

 

2-c) 右折ギャップ（交通実態調査） 

 得られた右折ギャップを，事前に設定した事故リスク

分類とともに図-13に示す．  

 

 

 

 

 

図-13 事故リスク分類 

上図：東行き右折車と西行き直進車 

下図：西行き右折車と東行き直進車 

 

 

 東行き右折車で右折ギャップが3.0秒以下を示した事

象は13件，西行き右折車では33件であった．共に重大な

リスクは0件であるが，高いリスクが検出される結果と

なった．  

 

6. まとめ 

 渋滞緩和・交通事故削減を目的とした国道2号明石駅

前交差点改良について，交通実態調査やETC2.0プローブ

データを活用することで，改良直後の効果について定量

的に検証を行った．今回は，車線数増加に伴う交通容量

の拡大で渋滞が解消するなど円滑性向上に関する顕著な

効果を得ることができた．また，交差点西側の流入部で

急ブレーキ事象が減少するなど安全性の向上効果が見ら

れる一方で，交差点形状や車線運用の変化が道路利用者

に十分認識されていないことが推測される中，危険な挙

動が残存する結果も得られている．既存研究3）では交差

点改良後の効果検証にあたり，改良直後の1ヶ月程度の

データは除外する必要があるという報告もあることから，

今後の経過観察をする上で，道路利用者の形状変化への

適応状況等も考慮した検証が必要と考えられる． 

また，交差点東側で車線が減少することで生じる交通

錯綜は追突事故や車線変更時の事故要因となりうるため，

事故発生状況等を継続的にモニタリングするとともに，

右折ギャップ時間（秒） 

右折ギャップ時間（秒） 
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道路利用者に対する注意喚起等の追加対策も視野に入れ

た経過観察が必要と考えられる． 

本稿は，国道2号明石駅前交差点を対象に効果を把握

する調査手法・分析視点・評価指標など多面的に検討し，

そこから得られた客観的な効果検証結果をとりまとめた

ものである．渋滞対策や交通安全対策など様々な事業を

展開していく中，同様の交差点改良事業等の効果を検証

する際の一助となることを期待する． 

 

 

謝辞：本検証の全般にわたり御協力と御助言をいただい

た（株）長大の方々に感謝の意を表します 
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鉄筋コンクリート床版の 

部分打換え施工について 
 

 

内田 真之1・福井 雄一2 

 
1近畿地方整備局 京都国道事務所 管理第二課  

（〒600-8234 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808） 

2京都府向日市 建設部 まちづくり推進課 （〒617-8665京都府向日市寺戸町中野20番地） 

 

 高度成長期前後に造られた大量のインフラ施設の急激な高齢化・老朽化の対策には、多大な費用が必要と

なっている。現場では、定期点検結果等から構造安全上の対策が優先される箇所を選択し対応している。今

回は鋼橋のＲＣ床版について健全性の判定結果から補修方法を検討した結果、一部打替えを選択したもので

ある。これまでにも鉄筋コンクリート床版の一部打替えは行われているが、どのような経緯で打替えが実施

されたかについての事例報告・文献資料などが少ないことから、今後、同様の損傷が生じた場合の参考例と

して、今回実施する床版の一部打替え工事の事例について紹介するものである。なお、現在施工計画を検討

中であり令和４年８月頃の施工を予定している。 

 

キーワード ＲＣ床版の損傷、床版部分打替え 、膨張コンクリート、ウォータージェット斫り 

1.  はじめに 

 自動車交通量の増大と車両の大型化がみられた1965年

（昭和40年）前後から、コンクリートの剥離、陥没ある

いは抜け落ちといった損傷事例が顕著になり、それ以降、

鉄筋コンクリート床版の損傷問題は道路橋の維持管理上

の大きな課題となっている。新観月高架橋は1975年（昭

和50年）に竣工した鋼単純ＲＣ床版合成鈑桁橋であり、

経年劣化等で生じた床版の損傷に対して一部打替え（以

降、部分打替えと称す。）を選択し実施したものであり、

部分打替えの一事例として紹介するものである。 

 

2.  新観月高架橋の概要 

一般国道24号現道は宇治川渡河部に新旧２本の橋を有

しており、旧橋である観月橋は1936年に完成した宇治川

を渡る7径間ゲルバー非合成鉄桁橋である。 

これに対して新観月高架橋は、観月橋北詰交差点（京

都外環状線）、京阪電鉄および一級河川宇治川を一気に

超えて、向島本丸町付近で現道に接続する高架橋として、

1975年（昭和50年）に供用してから47年が経過した橋長

536.9ｍの高架橋である。 

床版の損傷は、宇治川左岸側の向島橋詰町付近のＰ６

橋脚の第7径間側（鋼単純ＲＣ床版合成鈑桁橋）で、路

下は一般国道24号現道の車道、歩道および自転車駐輪場

となっており、京阪電鉄宇治線観月橋駅利用者など人や

車の往来が多い場所である。 

表-2.1に橋梁諸元を示す。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-2.1 橋梁諸元 

 

3.  床版の損傷状況 

(1) 損傷状況と緊急診断 

新観月高架橋の2014年橋梁定期点検では健全度Ⅱで床

版ひびわれ、剥離・鉄筋露出は対策区分C1判定であっ

たが、2018年橋梁定期点検において第7径間G4-G5桁間の

P6側端部床版下面に、剥離・鉄筋露出、床版ひびわれ、

うきが局所的に進行して健全度Ⅲが確認された。 

図-3.1に損傷位置図、写真1，2に周辺状況及び2018年当 

時の損傷状況を写真-3，4に示す。 

 

 

橋梁名 新観月高架橋

路線名 一般国道24号

供用開始日 1975年4月1日

適用示方書 昭和47年道路橋示方書

橋長・（総径間数） 536.9ｍ（17径間）

上部工形式

2径間連続鋼非合成箱桁橋
3径間連続鋼非合成箱桁橋
単純合成鈑桁橋　9連

3径間連続ＲＣ中空床版橋

下部工形式

半重力式橋台2基
壁式橋脚（ＲＣ）3基
柱橋脚（ＲＣ）2基
柱橋脚（鋼製）1基
Ｔ型橋脚（ＲＣ）10基

基礎形式
オープンケーソン1基

場所打ち杭（深礎含む）17基

交通量 昼間12ｈ　22,031台（2010年）
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2021年12月上旬に緊急点検を行った結果、写真-５の通

り床版下面のコンクリートはひびわれの進行によりブロック化

し、一部抜け落ちと段差が生じ始めていた。損傷は局所的（1

パネル相当）で雨水の進入・滞水は見られなかった。しかしな

がら、この状態で水が進入すると一気に損傷が進行すること

が懸念された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 現地確認と緊急診断 

緊急診断は、関係者である事務所、維持出張所、近畿道

路メンテナンスセンター、橋梁検査業務会社、調査設計

会社の各担当者が集まって2021年12月中旬に現地確認を

行い、各々の意見を出し合い、今後の対応について協議

した。 

a） 現地目視点検では、2018年点検と比較して大きな損傷

の進展は見られない。 

b） コンクリートは粗骨材がなくモルタル状となっており、施

工時に材料分離が生じたものと考えられる。 

c） 2018年の橋面舗装打ちかえ工事の際、局所的に品質不

良がみられ、コンクリート表面には貫通クラックが確認さ

れたが橋面防水工を設置しているため雨水の進入は防

止できている。 

d） 前回点検から３年が経過しており、可及的速やかな対応

が望まれる。 

【協議結果】 

路下が一般国道24号現道となっており、放置すると重

大な第三者被害を引き起こす可能性があるため、これを

写真-１周辺状況 
写真-２損傷個所 

国
道
24
号
現
道 

 

写真-５ ブロック化の進行 

コンクリート抜け落ちと段差の発生 

図-3.1 損傷位置

図 

写真-４ ブロック状のひびわれ 

G4 

写真－3 局部的な損傷全景 

顕著な遊離石灰は 

確認できない。 

G5 

Cr0401 

Cr0402 
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機に対策を実施する。 

対策は、炭素繊維シート貼付け、鋼鈑接着などが提案

されているが、コンクリートの品質不良やひびわれが大

きくブロック状に進展しており、損傷程度が大きいため

部分打替えを検討することになった。 

(3) 詳細調査 

詳細調査は、既存の床版コンリートの強度、静弾性係

数、中性化、塩化物イオン量などを把握するため、損傷

箇所近傍でコアを採取して非破壊試験を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

非破壊試験の結果、圧縮強度・静弾性係数については

表解-4.7 静弾性係数の標準値に示す値となっており材

料特性としては問題なかった。 

中性化試験では、鉄筋の純被り30mmに対して中性化

深さは最大32.5mm超となっており、既に鉄筋位置まで

中性化が進行している。 

塩化物イオン量は、0.3kg/㎥以下となっており塩分量

による塩害影響はない。 

【非破壊試験結果のまとめ】 

床版コンクリートの圧縮強度、静弾性係数については

標準値内に収まっている。また、凍結防止剤散布による

塩化物イオン量についても問題なかった。しかしながら、

中性化の進行は既に鉄筋位置に達しており、目視による

床版ひびわれの損傷状況と合致し、ひびわれの幅の進行

がみられる。第7径間端部床版（G4-G5間）は、局所的に

材料分離や中性化の進行は加水などによる施工不良や初

期乾燥収縮ひびわれが損傷の要因になっていると考えら

れる。 

 

４.  床版補修対策方針 

(1) 緊急診断パネルの対策 

第7径間で確認された床版パネルについては、写真-３

で示すように損傷が著しく、母材の健全性に課題がある

ため、部分打替えを選択した。 

(2) 緊急診断パネル以外の対策 

緊急診断を実施した床版パネル以外については、写真

-６の通り、ひびわれ幅0.1~0.2mmで亀甲状に進展してお

り（C1判定）、中性化が鉄筋位置まで達していることか

ら、ひびわれ損傷の進展抑止と第三者被害予防の観点か

ら炭素繊維シートによる剥落防止対策を選択している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.  床版部分打替え 

(1) 床版部分打替え時の留意点と対策 

床版部分打替えに際して以下に示す点に配慮して実施

した。 

a） 部分打替え構造 

部分打替え構造は、新旧コンクリートの打継部が

支持桁で支持されるよう図-4.1に示す構造とした。 

 打継部は主桁上とした。 

 使用コンクリート材料は早強膨張コンクリート

とした。（超速硬コンクリートは高強度となり

乾燥収縮や新旧コンクリートとの強度差により、

旧コンクリート打継に損傷が発生しやすい

為。） 

 鋼鈑は、旧床版の鉄筋をそのまま活用するため

ウォータージェット斫り時の防護、型枠、合成

床版として活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b） 支持桁のない中間打継部 

支持桁のない中間継ぎ手部の構造を図-4.2に示す。 

 支持桁で受けられない中間継ぎ手部は、底鋼鈑

を既設床版下面まで延長して擦り付けを行う。 

 新旧コンクリートの打継部は、応力緩和区間

200mmとし材料強度差による衝撃緩和を考慮し

たものである。 

 

出典：非破壊試験を用いた土木コンクリート構造物 健全度診断マニュアル 
   2010年6月 独立行政法人土木研究所、日本構造物診断技術協会 

写真-６ 第７径間以外の床版ひびわれの状況 

 
表-3.1　床版コンクリート非破壊試験結果

深さ0-25mm 深さ25-50mm 深さ50-75mm 深さ75-100mm

No1 38.3 23.9 32.5 0.16 0.02 0.02 0.07

No2 28.7 21.9 31 0.11 0.02 0.07 0.02

塩化物イオン量（ｋｇ/㎥）　0.3ｋｇ/㎥以下
コアNO

圧縮強度
（N/㎟）

静弾性係数
（ｋN/㎟）

中性化深さ
（mm）

コアNo1：G4-G5間損傷個所付近、コアNo2：G2-G3間ひびわれ損傷ランクⅢ 

図-4.1 部分打替え構造 
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c） 部分打替え目地部と舗装復旧範囲 

図-4.3に示すよう床版打替え範囲と舗装復旧範囲は、

床版打継部を包括するよう広めに復旧を行い打継部

をずらして弱点とならないよう配慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.3 部分打替え目的と舗装復旧範囲 

 

６.  施工方法 

(1) 施工手順 

  図-6.1に施工手順図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 交通規制 

部分打替えは、図-6.2に示すように対面通行で一

般通行帯を確保し、床版の取壊し、コンクリート打

設養生、路面復旧完了までの期間で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 床版コンクリートの取壊し 

床版の取壊しは、既設鉄筋をそのまま活用するた

め、ウォータージェット斫りを行う。 

写真-5，6に施工のイメージ写真を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウォータージェット斫り時の汚濁水は吸引車で回

収させる。斫りガラ・汚水の回収用ベッセルを設置

し、汚水を水中ポンプで回収しながら、斫りガラは

特殊吸引機で回収する。 

(4) 早強膨張コンクリート 

早強膨張コンクリート（27-12-20H）は、膨張剤入

りのため試験練りを行い、材料の性能を確認して使

用する。 

膨張剤は、乾燥収縮ひびわれ抑制と新旧コンクリ

ート打継部のひびわれ抑止対策として採用している。 

養生は、湿潤養生とし標準的な養生期間として、

表-6.1に示す日平均気温から決定する。 

表-6.1 湿潤養生期間の標準 

 

 

 

 

 

７.  おわりに 

床版の部分打替えは、これまで超速硬コンクリート

を使用した事例で、新旧コンクリートと打継部におい

て、旧コンクリート部に損傷が発生することが報告さ

れている。これは、超速硬コンクリートの終局強度が

高く、強度が低い旧コンクリート側の荷重負担が大き

くなることやコンクリートの収縮により打継部にひび

われが発生し、雨水などが進入しやすいことなどがあ

げられる。今回は、旧コンクリートの強度バランスを

考慮して以下の対策を行っている。 

 既設鉄筋を活用し、打替え床版と旧床版の剛

度バランスを均衡させた。 

 早強膨張コンクリートを採用し、打継部の乾

燥収縮影響に配慮した。 

 打継部を支持桁上に設けることにより、打継

部への活荷重影響が低くなるよう配慮した。 

今回の部分打替えは、一般交通を対面通行で処理す

ることで橋面の施工ヤードを確保でき、早強コンクリ

ート使用するこで打替え床版の品質面に配慮できると

始 め

支保工兼用足場設置

交通規制(対面通行)

型枠兼用底鋼鈑設置

舗装版撤去

床版取壊し(wj工法)

早強膨張コンクリート打設

コンクリート養生

埋設ジョイント設置

橋面防水工

アスファルト舗装

完 了

図-6.1 施工手順 

図-6.2 一般通行帯の確保 

既設床版 

図-4.2 中間継ぎ手部の構造 

写真-5 ウォータージェット 
斫り状況 

写真-6 取り壊し後 
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考える。

 また、今回の床版打換えは、施工不良に加えひびわれ

損傷が大きく進展していたことから、部分打替えを行っ

たもので、本来であれば炭素繊維シート貼り付けや鋼鈑

接着工法など補修工法が選択できる早い段階で補修を実

施すべきであったと考える。 

 

 

今回の現地緊急診断、部分打換えに際してご協力頂いた

（一財）橋梁調査会、ショーボンド建設㈱京都支店、

(株)復建技術コンサルタントに深く感謝をいたします。 
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工事完成後に発生した歩車道境界ブロックの 

破損事例について 

 

村岸 捺世 

 

近畿農政局 農村振興部 地域整備課（〒602-8054京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町） 

 

 国道24号（木津川市山城町）の歩道整備工事において，工事完成後に歩車道境界ブロック

（以下「縁石」という）が多数破損して浮き上がる事象が確認された． 

 縁石は，いずれも縦断方向に強い圧縮力が加わり，水抜き穴の隅角部が破損し，変形して浮

き上がりが生じていた． 

 この事象について材料・施工・外力の影響による可能性を検討し，原因について調査を行い，

発生原因について考察したものである． 

 

キーワード 縁石・歩車道境界ブロック  

 

 

1.  はじめに 

 本工事は，国道24号 木津川市山城町椿井北野～落合

地先において歩道整備（工事延長580ｍ：両側歩道）を

行う工事である．工期は2020年3月27日～2021年3月26日

で，完成検査を3月25日に実施した． 

 

 

 

 

 

検査の2週間後の4月7日，当該工事の担当現場技術員

が現場にて縁石（水抜き用）が破損して浮き上がってい

ることを最初に確認した． 

 

 

 

 破損が確認された縁石は，全て乗入部の斜型ブロック

横に配置された水抜き穴付き縁石であった．縦断方向に

強い力が加わったためにひび割れ浮き上がっている． 

 破損した縁石は全て穴あきタイプであるため，応力が

図-1位置図 

写真-1  縁石（水抜き穴付き）破損状況 

 

図-3側溝構造図 

図-2 標準横断図 
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集中しやすい隅角部からひび割れが進行していた． 

上記の原因について，施工業者，縁石メーカー，側溝メ

ーカー，設計コンサルタントに見解を求めた結果， 

表－1のとおり各者から回答があったが直接的な原因は

不明であった．このため工事瑕疵と断定できず， 

引き続き原因を調査しつつ経過観察を行うこととした． 

 

表-1 関係各者へのヒアリング結果 

 回答 

施工業者 弊社では，これまで側溝の上に縁石ブロックを設置した事例はなく，敷モルタル厚さ

1㎝での据付調整は施工に苦労した． 

割れた原因は温度変化による膨張ぐらいしか思いつかないが，縁石の目地は剥離もク

ラックも起きておらず，可能性は低いと考える． 

縁石メーカー 弊社の製品側溝の上に設置した実績はない． 

円形水路の上に設置した事例はあるが，そちらで同様の異変は見られなかった． 

通常，水抜き穴の下部はモルタル又はコンクリートで施工（閉合）する（※今回はア

スファルトで仕上げている）． 

側溝メーカー 側溝の上に水抜き穴付き縁石を施工している事例はあるが，損傷した事はない． 

地盤が弱く，本線からの振動で，側溝と縁石の挙動の差が出た可能性がある． 

設計 

コンサルタント 

水抜き穴付き縁石はＪＩＳ製品ではない． 

水抜きのサイズや用心鉄筋の有無は定められておらず，今回施工された製品は無筋で

あった． 

他の同様の施工事例では，水抜き穴の下部分はコンクリートもしくはモルタルで充填

されている． 

①車両乗り上げ②大型車交通量が多い③地盤が軟弱であった 

の三点以外に損傷原因が見当たらない． 

気になるのは，縁石と円形水路が敷モルタルで付着されているかどうか．付着が不十

分なら縦方向にズレやすい． 

 

さらに6月～2月にかけて経過観察を行った結果，11月ま

では新たなクラック発生が確認されるなど変状が進行し

ていることが確認されたが，2月の調査では新たな破損

は確認されておらず変状は収束したものと考えている。 

割れている箇所と発見日時を以下図‐4，表‐2に示す． 

 

 

図‐4 縁石ブロック異常箇所図 
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表－2 異常発見日一覧         （箇所） 

日付 浮き上がり クラック 

2021. 4. 7 2  

2021. 6. 2 9 18 

2021. 7.28 1 - 

2021.11.17 - 4 

合計 12 22 

 

2.  縁石の破損原因の検討 

 

（1）乗入部の斜型ブロックをタイヤが踏むことによ

り破損した可能性 

 乗入部から車両（特に大型車）が出入りする際，

縁石（斜型ブロック）にタイヤが乗り上げ，縦断方

向に押す力が加わった結果，縁石のひび割れや浮き

上がりが生じた可能性を考えたが．ほとんど車両の

出入りが無い乗入部においても破損が生じていたた

めタイヤによる外力が原因である可能性は低いと考

えられる． 

 

（2）エトリンガイトによる膨張の可能性 

施工業者・設計コンサルタント等へのヒヤリング

では原因を特定する情報は得られなかったがＷｅｂ

で同様の事例を検索したところエトリンガイトの遅

延生成（DEF）によって縁石が破損する事例があった．

エトリンガイトとはコンクリート二次製品製造時に

蒸気養生の温度が高温だったことが原因で生成され

る化合物で，二次製品の設置後に水分の供給などで

発生し，膨張する性質がある。今回破損により撤去

した縁石の断面に白い粉末が析出していたため，近

畿技術事務所に成分分析等を依頼した． 

エトリンガイトの主な発生条件は，以下の3点であ

る． 

①高温の蒸気養生 

②過剰な硫酸塩が含まれている 

③十分な水分供給がある 

 

①高温の蒸気養生については、コンクリートブロ

ックメーカーからの品質証明書及びヒアリングの結

果、異常な高温の養生は行われていなかったため、

これについては割愛する。 

本論文では、縁石および目地モルタル中に膨張成

分（エトリンガイト）が含まれているか確認するた

めに，各種検討を行った． 

 

(a)試験内容 

●粉末X線回析及び走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ） 

縁石破断面に確認された白色析出物の鉱物同定を

行うとともに，縁石及び目地モルタルの硬化体中に

膨張成分が含まれているかどうかを確認し、また、

縁石破断面に確認された白色析出物の結晶形態を観

察した． 

 

●EPMAマッピング分析 

 また，縁石の断面に対して，エトリンガイトの生

成領域を推定するため，主成分であるS（硫黄），Al

（アルミニウム），Ca（カルシウム）の３元素につい

て面分析を行った． 

 

●コア残存膨張量試験 

 縁石（標準タイプ）からコア試料を採取し，既往

文献を参考に試験コアを促進養生し，膨張量の測定

を行った． 

 

 

(b) 試験結果 

●粉末X線回析及び走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ） 

粉末X線回折による定性分析を行った結果，白色析

出物はカルサイトを主成分とし，水酸化カルシウム

及びエトリンガイトのピークは検出されなかった． 

カルサイトは炭酸カルシウムの結晶であり膨張し

ないため破損の原因ではない． 

また石英，長石類及び雲母類は骨材に由来するも

のとみられ，縁石ブロック及び目地モルタルでは石

英が最も多く認められた． 

水酸化カルシウム及びエトリンガイトはセメント

の水和生成物であり，縁石では水酸化カルシウムの

ピークが，目地モルタルでは水酸化カルシウム及び

エトリンガイトのピークが認められた． 

これらの成分は，コンクリート用膨張材の反応生

成物でもあり，コンクリート等の硬化体を膨張させ

る成分に該当するといえるが，膨張材を含まないセ

メント硬化体中にも存在する．従って，当該成分の

含有が認められても，硬化体の膨張原因であるかど

うかは判別できない． 

また、走査型電子顕微鏡での観察についても、白

色析出物はカルサイトでありエトリンガイトは発見

できなかった。 

図‐5 応力図 
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●EPMAマッピング分析 

マッピング像を図‐6に示す 

硫黄・アルミニウム・カルシウムのマッピング像で

は，白＞赤＞橙＞黄＞緑＞青＞紫＞黒の順に濃度が

濃くなる． 

 

 

 

 

ほとんどが青と緑であり，エトリンガイトが生成さ

れる環境である特徴は見受けられなかった． 

 

●コア残存膨張量試験 

コアの長さの変化測定結果を表‐に示す．養生13週

を経過した時点で膨張挙動は認められなかった． 

 

以上の解析結果より， 

目地モルタルにはエトリンガイトによる反応があ

ったことが判明した． 

しかし，含有が認められたとしても，膨張材を含

まないセメントの硬化中にも存在する．従って，当

該成分の含有が認められても，硬化体の膨張に影響

したかどうかは判別がつかず、確認できた白色析出

物は主としてカルサイトであった． 

 

（3）熱による膨張の可能性 

発生前後の気候を，現地から最も近い京田辺市気

象庁観測データより確認した．（図－7） 

 

 

 

 

しかしながら検査日から最初の異常を確認した日ま

で（3月25日～4月7日）の平均気温は16℃以下であり，

熱による異常膨張は考えにくく，また大きな温度変

化があったとしてもコンクリートの膨張で生じるひ

ずみは10℃の変化で100μに対し，最大圧縮応力がか

かる時のひずみが2000μと十分に大きいため温度変化

による膨張が原因の可能性は低いと考える． 

 

3.  原因についての考察・まとめ 

 今回、エトリンガイトによる膨張を疑い，縁石お

よび目地モルタルについて各種分析を行ったが，目

地モルタルからエトリンガイトが検出されたものの

膨張が起きていることは確認できず，原因の解明に

は至らなかった． 

 

 しかし施工業者より自主的に補修を行う申し出が

あったため以下の対策を行い補修を行った． 

●破損した縁石は全て「水抜き用」であったが，そ

もそも乗入れに近接した位置に水抜き穴を設ける

必要性は低いため，現地の排水勾配等を考え「水

抜き用」の使用は必要最小限とした． 

●縁石（水抜き用）設置時に穴の下部分をモルタル

で閉合し，縦断方向の圧縮力に抵抗できるように

した． 

●縁石の目地にはモルタルではなく圧縮力を吸収で

きる発泡樹脂製の目地材を使用した． 

 

 今回の破損は縁石（水抜き用）を斜型ブロックの

隣に配置したため圧縮力が水抜き穴の弱い部分に集

中してしまったことが大きな要因と考えており，今

後，同様の縁石施工を行う際の参考にしていただけ

れば幸いです． 

 

 

参考文献 

1) 土木学会：高温蒸気養生を行ったコンクリートにおけ

るＤＥＦ膨張に関する検討 

図‐6 EPMAマッピング像 

図‐7 気象庁観測データ（京田辺市） 
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2) 土木材料調査等業務 国道 24 号山城町北河原縁石ブロ

ック分析試験結果報告書 
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道路トンネルの点検及び診断にかかる 
新技術の活用及び選定方法について 

 
 

田中 直子1・増田 寛四郎2 
 

1近畿地方整備局 近畿道路メンテナンスセンター 技術課 （〒573-0094大阪府枚方市南中振 3-2-3） 

2近畿地方整備局 企画部 技術調査課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44）. 
 

道路トンネル定期点検は，近接目視によることが基本であるが，点検の効率化，高度化を目

的として点検支援技術の積極的採用に取り組んでいる．点検支援技術を採用する際には「新技

術利用のガイドライン（案）」に基づくものであるが，「点検支援技術性能カタログ」などの

技術を採用すべきか慎重に対応することが重要となる．本報告では，活用した技術の精度と判

定，診断の目安を整理し選定の際の参考とすることを目的としたものである． 
 

キーワード 道路トンネル定期点検，点検支援技術  
 

1.  はじめに 

道路構造物の定期点検において新技術を活用するため

の指針として「新技術利用のガイドライン（案）」1)が

示され，使用する技術のプロセスや留意点等がまとめら

れている．使用の判断をするにあたり現場条件や対象の

構造等を把握し，技術の特性，および仕様を勘案するこ

とになり，近畿道路メンテナンスセンターでは「点検支

援技術性能カタログ」に掲載された技術を参考に使用す

る技術の選定を行っており，積極的採用に取り組んでい

る． 
新技術は，現場作業の効率化に伴うコスト削減や機械

化による作業員の安全性向上およびデジタル化に伴う品

質確保等，あらゆる場面で従来方法との優位性が図られ

ると考えられるが，使用に当たっては近接目視と同等の

診断ができると判断する必要があり，対象構造物の置か

れている環境が違う等の理由により，技術選定において

は慎重な対応となっている現状がある． 
当センターでは新技術の積極的採用をおこなっている

ことは上記に述べたが，道路トンネルにおいて使用した

新技術採用のプロセス等を報告するとともに，必要とな

る着眼点や課題の整理方法，他施設管理者の今後の指標

となる事項の報告を行うものである． 
 
 

2.  道路トンネル定期点検の概要と課題 

道路トンネル定期点検は，近接目視を基本として，必

要に応じて打音検査や触診等を併用して実施するもので

ある．近接目視，打音検査等の状態の把握により，ひび

割れやうき・はく離等の変状をスケッチと写真により記

録し，対策区分を判定し，トンネルの健全性の診断を行

っている．また，打音検査によりうき・はく離が確認さ

れた場合には叩き落としなどの応急措置を講じることと

なる． 
対策区分の判定は，表-1 に示す変状種類を変状区分

に区別して実施することとなる．変状区分とは，トンネ

ルに発生した変状種類に対する対策の考え方や変状の発

生要因を意味している．例えば，ひび割れは，トンネル

周辺地山からの外力による場合とコンクリートの温度膨

張，収縮等による材質劣化による場合が考えられるが，

専門技術者はひび割れの発生方向やパターンから変状原

因を推定し，外力であれば，外力による判定の目安を用

いて対策区分の判定を行うこととなる． 

 
 

3.  点検支援技術の概要 

(1)   点検支援技術の開発と導入の背景 
従来のトンネル点検手法は，交通規制を必要とし，専

門技術者が徒歩や高所作業車を用いて実施した結果を点

表-1 変状種類及び変状区分との関係 2) 
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検表及び変状記録図に記録するというものである．個人

の技量差により評価のばらつきが発生する可能性や，変

状の見落とし等のヒューマンエラーの恐れも想定される．  
また，交通規制はトンネル利用者に大きな負担をかけ

ると同時に，渋滞等による交通事故の誘発も起こしかね

ない．この問題を解決するべく，トンネル点検の支援技

術として新技術が開発され，活用されるようになった． 
一方，道路トンネル点検要領は，2019年3月に改訂さ

れ，近接目視と打音検査に対する新技術導入の考え方が

示された． 
要領によると，所要の品質として自らの近接目視によ

るときと同等の対策区分ができるのであれば，その他の

方法で状態を把握することが可能となった．  
また，2020年6月には，国土交通省より点検支援技術

性能カタログ(案) 3)（以下「性能カタログ」と記載）が

とりまとめられ、定期点検で点検支援技術の活用を検討

する場合、性能カタログに掲載された技術を参考にする

ことが可能となった．また，今後の技術開発の進展に応

じ，性能カタログに掲載した技術は適宜見直しを行う予

定となっている．性能カタログでは，画像計測技術，非

破壊検査技術，計測・モニタリング技術，データ通信技

術が掲載されている．以下にこれらの技術の概要を示す． 
 
(2)   画像計測技術 
画像計測技術は，車両に搭載したCCDカメラやライン

センサーカメラ等と照明設備によりトンネル覆工コンク

リート表面を撮影し，変状を客観的に捉える技術である．

撮影した画像にもとづき，ひび割れや漏水等の変状をAI 
や画像解析技術を用いて抽出し，健全性診断の基本とな

る変状展開図を作成するものである．性能カタログに掲

載されている技術では，0.2mm程度のひび割れが認識で

きる精度を有している．従来の点検で作成されていたス

ケッチによる変状展開図と比較して客観的な情報を得る

ことができ，また，変状の見落とし防止に寄与できるも

のと考えられる．  
 

(3)   非破壊検査技術 
非破壊検査技術は，画像計測技術では把握できないト

ンネル覆工内部のうき・はく離や巻厚，覆工背面空洞な

どの変状を高出力レーザやレーダ，音響等を用いて検知

する技術である．また，非破壊検査技術にはレーザース

キャナーを用いたトンネル断面形状計測の技術も含まれ

ている． 
性能カタログに掲載されている非破壊検査技術の開発

目的は多様であり，打音異常を数値化し客観的に評価す

るものや現地における打音検査の効率化を目的として内

部欠陥等の異常範囲をスクリーニングする技術などがあ

る． 
 

(4)   計測・モニタリング技術 
計測・モニタリング技術では，主に附属物の脱落検知

やレーザースキャナーによるトンネル断面形状計測技術

がある．道路トンネル点検における計測・モニタリング

技術は照明や内装板等の附属物の脱落や変形に着目した

計測技術が掲載されている． 

 
(5)   データ収集・通信技術 
データ収集・通信技術は，IP カメラやひずみ変位測

定器等のデータを無線または有線でパソコンやスマート

ホンに伝送する技術が掲載されている． 

 
 

4.  点検支援技術による支援内容 

新都市社会融合創造研究会「トンネル点検支援技術の

高度化研究プロジェクト」４）において，点検支援技術

のユースケースと対応技術について検討されている． 

トンネル点検における点検支援技術の活用において，考

えられるユースケースは，前述の表-1に示すとおり，道

路トンネル定期点検要領における「変状の種類」が挙げ

られる．変状の種類は6ケースあり，変状の区分として，

「外力」「材質劣化」「漏水」との関係で整理される．

変状の種類として，①圧ざ，ひび割れ，②うき，はく離，

③変形，移動，沈下，④鋼材腐食，⑤巻厚の不足または

減少,背面空洞，⑥漏水等に対して，画像計測，レーザ

計測，レーダ探査による点検支援の可能性と従来点検の

 
図-1 点検支援技術機器の例 3) 

 

 

図-2 画像計測技術による出力の例4) 
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近接目視，打音検査の要否について検討結果を表-2に示 す． 

表-2 点検支援技術のユースケースと対応技術 4)に一部修正加筆 
変状の判定項目 使用する技術分類 技術分野 適用性 

①圧ざ・ひび割れ

（外力） 

外力性判定 計測・モニタリング レーザ計測 ◎ 

ひび割れ幅、長さ、進行

性、ひび割れ密度  
画像計測 画像計測 ○ 

微細ひび割れ 画像計測 画像計測 △ 

遊離石灰・漏水 画像計測 画像計測 △ 

②うき・はく離

（材質劣化） 

うき・はく離 非破壊検査 非接触レーダ探査 △ 

計測・モニタリング レーザ計測 △ 

ひび割れ閉合、材質劣化 画像計測 画像計測 ○～△ 

ジャンカ、はく離、かけ 画像計測 画像計測 △ 

変色、劣化、漏水 画像計測 画像計測 △ 

③変形、移動、沈

下 
変形速度 計測・モニタリング レーザ計測 ◎ 

④鋼材腐食、鉄筋

腐食 

腐食面積 画像計測 画像計測 ○ 

断面欠損 非破壊検査 内部欠陥レーダ △ 

⑤巻厚不足、背面

空洞 

覆工巻厚 非破壊検査 非接触レーダ探査 △ 

圧縮強度 － － × 

背面空洞深さ 非破壊検査 非接触レーダ探査 △ 

⑥漏水 漏水、遊離石灰、つら

ら、側氷 
画像計測 画像計測 ○ 

漏水量の判定 － － × 

滞水、土砂流出、凍結 画像計測 画像計測 △ 

⑦附属物 異常の有無 画像計測 画像計測 △ 

※1：◎：高機能化，〇：代替，△：補完，×：現状の技術では代替・補完が難しい 

 

表-3 点検支援技術の計測精度と判定，診断の目安の関係 4)に一部修正加筆 

 

道路トンネル定期点検における多くの変状種類で，代

替や補完による点検支援が可能と判断される．特に変

形・移動・沈下，鋼材腐食・鉄筋腐食，巻厚不足・背面

空洞の3項目については，目視などによる点検よりもさ

らに高機能化が図れる技術であると判断できる．ただし，

各計測技術には，適用限界や一定の性能があるため，活
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用にあたってはそれらに留意して適切に使用する必要が

ある． 

画像計測やレーザ計測を取入れることで，多くの場合，

目視が不要，または確認程度の実施で十分となる．しか

し，うき・はく離の評価に対して打音検査を省略するこ

とは困難であると判断される． 

点検においては，これらの計測技術を活用して省力化

や効率化を図ると同時に，必要により目視点検や打音検

査を併用した上で，診断を行うことが望ましい． 

道路トンネル定期点検要領に則って状態把握および対

策区分の判定を行うことを念頭に画像計測，レーザ計測，

レーダ探査により6つの変状を調査・評価するための支

援の可能性について評価を行った．それぞれ可否の特徴

は存在するものの，すべての変状においてその適用性が

確認された． 

 
 

6.  点検支援技術の選定手法 

(1)  点検支援技術の精度と判定，診断の目安との関係 

画像計測，レーザ計測，レーダ探査技術等を活用し，

従来点検に対してどこまでの支援ができるか，これまで

の検証結果を踏まえ，外力性・材質劣化の判定，定期点

検要領の判定目安，健全性診断への支援方法など点検要

領に対する支援内容と支援レベル（補完・代替・高機能

化）を整理した． 

表-3 に計測精度に対し，道路トンネル定期点検要領

で診断するための必要な目安値との関係について，道路

トンネル定期点検要領等を参考に整理した結果を示す． 

 

(2)  適用するトンネル条件 

支援技術の適用効果が期待されるトンネルについて整

理する．支援技術を適用することにより得られる情報に

は，画像情報や覆工表面の三次元点群座標のほか非破壊

検査技術を活用することによる覆工の内部欠陥や空洞の

情報があり，その多くは従来点検では得られないもので

ある．トンネルの劣化が経年的進行であるとするならば，

前回点検時のこれら情報と新規に取得した情報を比較し，

多様な着目項目について経年変化を客観的に提示できる

支援技術はすべてのトンネルに適用価値があるといえる． 

一方で，支援技術には省力化、コスト縮減の指向もあ

り，非常に短いトンネルや変状が極端に少ないトンネル

においては，支援技術を投入することが省力化に繋がら

ない場合も生じる． 

なお，トンネル覆工の変状進行速度はトンネル周辺地

質の状況や積雪寒冷地や沿岸部などの環境条件により

個々のトンネルで差が生じている．経年劣化している矢

板工法によるトンネルだけでなく山岳トンネル工法

（NATM）によるトンネルも同様の傾向がある．さほど経

年劣化していないにも関わらず変状が進行しているトン

ネルは，外力による作用を受けているか覆工コンクリー

トの材質劣化の可能性があり，将来的にひび割れの進行，

うき・はく離の多発に繋がることから，経年変化を客観

的に把握可能な支援技術の適用が強く推奨される． 

(3)  点検コストと効率化 

点検コスト縮減や効率化の観点では当センターの発注

業務の検討の結果，点検延長 1km未満よりも 1km以上に

適用した場合の所要日数低減効果が大きいことが確認さ

れた．全国の道路トンネルの平均延長は約 500m であり，

500m～1km 未満での適用性についても評価を加え、表-4

に取りまとめた。 

 
 

7.  おわりに 

本報告では，道路トンネル定期点検における点検支援

技術の利用についてトンネルの変状種類毎に着目し選定

方法を整理するとともに，適用するトンネル条件とコス

トおよび効率化について整理した．点検支援技術を活用

する際の参考になれば幸いである． 
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表-4 点検コストと効率化 4) 

トンネル

点検 

延長 

トンネル変状

からの適用性 

点検延長に伴う省

力化 
摘 要 

100m未満 

小規模トンネ

ルは低土被り

で変状が発生

しやすく適用

性は高い 

支援技術による省

力化は期待できな

い 

トンネル

延長に関

わらず、

若経年で

変状が進

行してい

る場合に

は、支援

技術活用

が推奨さ

れる 

100 ～ 500m

未満 

同上 変状が少ない場合

には支援技術によ

る省力化が期待で

きる 

500m ～ 1km

未満 

経年変化把握

のため、支援

技術の適用が

推奨される 

変状の多少に関わ

らず支援技術によ

る省力化が期待で

きる 

1km以上 

経年変化把握

のため、支援

技術の適用が

推奨される 

変状の多少に関わ

らず支援技術によ

る省力化が期待で

き適用性は高い 
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予防保全に向けた 
橋梁の長寿命化修繕計画策定 
に関する基礎資料について 

 
 

藤村 知広1・井上 謙1 
 

1近畿地方整備局 近畿道路メンテナンスセンター 技術課 （〒573-0094 大阪府枚方市南中振3-2-3） 

 

 本報では，予防保全にむけた橋梁の長寿命化修繕計画として，健全度Ⅲ判定を着実に解消す

る従来のプロセスに加えて，重点化すべき健全度Ⅱ判定の戦略的な解消により，安全・安心の

確保とコスト縮減効果の最大化を図った長寿命化修繕計画の基礎資料作成について報告する．

過年度検討1)2)から最新の点検結果や管理事務所とのヒアリングを通じて精度の向上を図った結

果，健全度Ⅱ判定から健全度Ⅲ判定への進行を未然に防ぐサイクルを継続的に進めると経時的

に健全度ⅠおよびⅡ判定橋梁の割合が増加し，長期的観点でのコストダウンが可能となる． 
 

キーワード 戦略的修繕計画，橋梁プロファイリング，総合評価指標，区間指標，優先順位評価，ＡＩ 

 

 

1.  はじめに 

 平成26年度より橋長2m以上の道路橋については5年に

1回の頻度で定期点検を実施することが義務付けられて

おり，近畿地方整備局管内の管理橋梁数約4,900橋につ

いて，毎年1,000橋程度ずつ定期点検を実施している． 

 その定期点検結果を基に，各事務所にて修繕計画を策

定しているところであるが，近畿地方整備局管内におけ

る修繕計画策定に関する現状として，早期措置段階であ

る健全度Ⅲの橋梁については，各事務所において次回点

検までに修繕が完了するよう，工事発注を実施してきた． 

これに加え，予防保全段階である健全度Ⅱの橋梁の対

策にも着手している状況であるが，健全度Ⅲのように次

回点検までに修繕を完了するといった修繕ルールが明確

でない． 

本報では，予防保全にむけた橋梁の長寿命化修繕計画

として，健全度Ⅲ判定を着実に解消する従来のプロセス

に加えて，重点化すべき健全度Ⅱ判定の戦略的な解消に

より，安全・安心の確保とコスト縮減効果の最大化を図

った長寿命化修繕計画の基礎資料作成について報告する． 

2.  戦略的修繕計画のポイント 

 戦略的修繕計画のポイントは，「橋梁プロファイリン

グ」と「区間指標を導入した優先順位評価」により健全

度Ⅱ判定から健全度Ⅲ判定への進行を未然に防ぐもので

ある1)2)． 

図-1に示すとおり，従来の修繕計画では健全度Ⅲ判定

の解消のみが進められるため，健全度Ⅱから健全度Ⅲへ

の進行を食い止められず，健全度Ⅲ判定がいつまでも解

消されない状態であった．本検討では，健全度Ⅱから健

全度Ⅲになる橋梁の解消を「橋梁プロファイリング」と

「区間指標を導入した優先順位評価」を用いて重点化す

ることで，修繕費用が高価となる健全度Ⅲ判定が漸減し，

トータルコストを縮減することが可能となる． 

 

図-1 修繕計画の流れにおける従来と今後の違い 

3.  橋梁プロファイリング 

(1)  概要 

 健全度Ⅱの橋梁について，新都市社会技術融合創造研

究会「橋梁補修施策プロファイリング手法の開発」3)の

統計分析手法を活用し，橋梁全体の耐荷性能に影響を与

  

健全度Ⅱに着目 
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える損傷の分析を行い，修繕を重点化すべき損傷や部材

の検討を行った． 

平成26年度から平成30年度まで実施の定期点検を1巡

目点検，令和元年度から実施の定期点検を2巡目点検と

して，橋梁定期点検結果をデータベースに蓄積し，ある

損傷に対して，1巡目点検結果と2巡目点検結果の比較で

部材間の劣化速度の違いを橋梁プロファイリング手法に

より分析した．その結果，図-2に示すとおり，劣化進行

が早いグループ（要注意Ⅱ）を抽出し，健全度Ⅱの重点

的な解消を目指す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 橋梁プロファイリングの流れ 

 

 (2)  優先順位の決定手法 

 橋梁プロファイリングによる末端事象から頂上事象へ

の統合イメージを図-3に示す．図-3は，末端事象から中

位事象，頂上事象へプロファイリング結果を統合してい

く過程を示している． 

 

 STEP1：部材・損傷ごとに算出した健全度Ⅱ→Ⅲとな

る確率を算出 

 STEP2：同様に，全ての部材ごとに健全度Ⅱ→Ⅲとな

る確率を算出 

 STEP3：全部材で算出した健全度Ⅱ→Ⅲとなる確率を

算出し，橋梁全体でのリスク値と評価する． 

 

 このように橋梁プロファイリング手法を導入すること

で，複数回の定期点検結果から半自動的に橋梁全体で健

全度Ⅱから次回点検時に健全度Ⅲとなる確率を算出する

ことが可能である． 

 

 

 

図-3 末端事象から頂上事象への統合イメージ 

 

(3)  橋梁プロファイリングによる要注意Ⅱ判定の抽出例 

 近畿地方整備局が管理する橋梁の定期点検データに橋

梁プロファイリングを適用した事例を述べる．ここで，

具体的な橋梁名は伏せていることに留意されたい． 

近畿地方整備局管内の2巡目点検結果で健全度Ⅰ，Ⅱ

判定の橋梁のうち，プロファイリング手法が適用可能と

なった約2,000橋を対象に確率（橋梁リスク）を算出し

た．表-1，表-2，表-3に，劣化速度：大・中・小の確率

（橋梁リスク）の例示しているが，確率（橋梁リスク）

の数値の大きいものから補修優先度が高いとした．図-4，

図-5，図-6に，劣化速度：大・中・小の補修優先順位上

位の橋梁の損傷例を示す． 

表-1 補修優先順位上位の橋梁（劣化速度：大） 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 劣化速度：大の損傷例 

 
表-2 補修優先順位上位の橋梁（劣化速度：中） 

名称 建設年度 確率（橋梁リスク） 

A橋 1974 0.0597 

B橋 1975 0.0395 

C橋 1961 0.0269 

D橋 1974 0.0255 

E橋 1974 0.0218 

名称 建設年度 確率（橋梁リスク） 

F橋 1975 0.0203 

G橋 1975 0.0046 

H橋 1975 0.0043 

I橋 1975 0.0035 

J橋 1975 0.0034 

A橋の損傷例（劣化速度：大） C橋の損傷例（劣化速度：大） 
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図-5 劣化速度：中の損傷例 

 

表-3 補修優先順位上位の橋梁（劣化速度：小） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-6 劣化速度：小の損傷例 

 

(4)  橋梁プロファイリングによる補修優先順位のまとめ 

 補修優先順位の決定手法として，橋梁プロファイリング

手法を導入することで，橋梁定期点検結果から半自動的

に健全度Ⅱから次回点検時に健全度Ⅲとなる確率を算出

することが可能である．その確率（橋梁リスク）を用い

て，橋梁の補修優先順位付けを行った． 

 

4. ＡＩによる健全度ⅡがⅢへ推移する橋梁予測 

(1)  概要 

 橋梁プロファイリングによる分析を行えない橋梁につ

いては，ＡＩ（アソシエーション分析）を併用して健全

度を判断する取り組みを実施している．アソシエーショ

ン分析とは「データベースに潜む最も興味深いルールを

抽出する」ことを目的とした分析手法である．「条件A 

である場合，結論B である確率はいくらか？」という問

いを繰り返し，「現時点で最も主観的確率の高い真実」

を特定するベイズ統計学を応用した手法であり，従来の

マーケティング分析で主に用いられている． 

具体的には，各橋梁の点検結果内の所見テキストから

形態素解析でキーワードを自動抽出し，集積した結果か

ら健全度を判断した（図-7）． 

 

図-7 ＡＩによる分析概要 

(2)  健全度Ⅲ判定要因の分析結果例 

 例えば、主桁端部に「腐食」が存在する場合，「凍結防止

剤」を含んだ橋面水からの漏水と「地震」が同時に記載された

所見において，健全度Ⅲ判定となることがＡＩ分析から分かっ

た（表-5）．正解率は87%と高くなる結果となった。また、偽陰

性の割合も78%と高くなった。偽陰性率が高いことから、再分

析の余地はあると考えられる（表-4）。 

 

 

名称 建設年度 確率（橋梁リスク） 

K橋 1934 0.0024 

L橋 1975 0.0017 

M橋 1964 0.0015 

N橋 1973 0.0012 

O橋 1997 0.0007 

F橋の損傷例（劣化速度：大） H橋の損傷例（劣化速度：大） 

M橋の損傷例（劣化速度：小） H橋の損傷例（劣化速度：小） 

表-5 ＡＩによる予測結果（鋼主桁の例） 

表-4 ＡＩによる評価指標結果（鋼主桁の例） 
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5.  区間指標を導入した優先順位評価 

(1)  概要 

 橋梁単体の健全度だけでなく，前後区間にあるその他

構造物の健全度やネットワーク機能などの状況も加味し

て，健全度Ⅱの橋梁の重点解消箇所を決定するために，

管理路線の維持管理リスクに着目した優先順位を評価す

る総合評価指標4)を導入した． 

 ここで総合評価指標とは，道路施設に求められる3つ

の性能（①耐荷性能，②災害抵抗性能，③走行安全性

能）に着目した評価指標であり，定期点検データを用い

て各評価指標を100点満点で数値化して，健全，要補修，

要緊急対策の段階の判別ができる． 
 図-9 に優先順位評価のイメージを示す．管理路線の

維持管理リスクをIRとする． 

IRの大小は対象構造物群の健全度 ISと，路線のネット

ワーク機能の重みを INの合算値で評価する（式(1)）．

対象構造物群の健全度 IS は対象構造物により構成され，

橋梁，トンネル，防災施設群の3つの合算値とした（式

(2)）．また，路線のネットワーク機能の重み ISは一般

に区間の複数の属性（防災上の要因，交通特性，沿道特

性等）により構成され，ここでは交通量，橋梁第三者被

害可能性，DID 地区，う回路の合算値とした（式(3)）．

これらを1kmの区間で合算し，便宜上100を満点とし，

数値が大きいほど健全と定義した（式(1)）．この評価

では，区間全体の健全度が低く，ネットワーク機能上の

リスクが大きい区間は修繕優先度が高く評価される． 

𝐼𝑅＝1
2 ቊ𝐼𝑆＋𝐼𝑁ቋ   …(1) 

 

𝐼𝑆＝𝐼橋梁  𝐼トンネル  𝐼防災点検 ቀただし、0 ≦ 𝐼𝑆 ≦ 100ቁ …(2) 
 

𝐼𝑁＝𝐼交通量  𝐼第三者被害  𝐼𝐷𝐼𝐷  𝐼迂回路 ቀただし、0 ≦ 𝐼𝑁 ≦ 100ቁ …(3) 
 

 

(2)  区間指標を導入した優先順位評価結果 

 前項で示した区間指標の検討過程を図化した．以下に，

検討過程を示す． 

 

ステップ①：構造物ごとの健全性を算出した結果．代表

として，橋梁の健全性評価結果 

ステップ②：橋梁，トンネル，防災施設の健全性評価を

区間平均した結果 

ステップ③：路線のネットワーク機能指標（交通量，橋

梁第三者被害可能性，DID地区，迂回路）

の結果 

ステップ④：構造物の健全性と路線のネットワーク機能

を合算した区間指標評価結果（図-10） 

 

 

図-9 区間指標を導入した優先順位評価のイメージ 

 

 

 
図-10 区間指標評価の結果 

 

 

ステップ④：区間指標評価結果 

A事務所，B事務所，・・・ 
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橋梁
リスク

優先対象
橋梁

リスク
優先対象

橋梁
【34】

トンネル
【33】

防災
【33】

構造物
点数

【100】

交通量
【25】

第三者
【25】

迂回路
【50】

ﾈｯﾄﾜｰｸ
点数

【100】

事業費
（百万）

※3
設計 工事

A橋 Ⅱ 2020 Ⅱ 2020 0.091650 劣化速度大 19 33 33 85 25 6 0 31 58.3 (1.60) 2022 2025
B橋 Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.116660 劣化速度大 0 33 29 62 15 0 50 65 63.3 (7.74) 2022 2023
C橋 Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.077585 劣化速度大 18 33 33 84 25 25 0 50 66.8 (0.50) 2022 2023
D橋 Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.033100 劣化速度大 29 33 30 92 25 25 0 50 71.0 (0.50) 2022 2023
E橋 Ⅱ 2020 Ⅱ 2020 0.034390 劣化速度大 27 33 33 93 25 25 0 50 71.5 (0.50) 2022 2025
F橋 Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.070773 劣化速度大 7 33 33 73 25 0 50 75 73.9 (6.36) 2022 2023
G橋 Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.032700 劣化速度大 34 33 33 100 25 25 0 50 75.0 (0.50) 2022 2023
H橋 Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.032387 劣化速度大 19 21 33 73 15 13 50 78 75.3 (0.50) 2022 2023
I橋 Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.033571 劣化速度大 0.075023742 AI判定 23 33 33 89 15 0 50 65 76.9 (5.24) 2022 2023
J橋 Ⅱ 2020 Ⅱ 2020 0.053260 劣化速度大 24 33 33 90 15 0 50 65 77.5 (1.97) 2022 2025
K橋 Ⅱ 2020 Ⅱ 2020 0.032940 劣化速度大 0.075023742 AI判定 17 33 33 83 25 0 50 75 79.1 (19.71) 2022 2025
L橋 Ⅱ 2018 Ⅰ 2014 0.034881 劣化速度大 0.019927536 AI判定 23 33 33 89 15 5 50 70 79.7 (7.02) 2022 2023
M橋 Ⅱ 2020 Ⅱ 2020 0.064634 劣化速度大 0.075023742 AI判定 25 33 33 91 15 5 49 69 79.9 (0.72) 2022 2025
N橋 Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.112480 劣化速度大 14 33 24 71 15 25 50 90 80.4 (0.50) 2022 2023

・・・ Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.092018 劣化速度大 18 33 33 84 25 6 50 81 82.8 (13.12) 2022 2023
・・・ Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.024933 劣化速度大 18 33 33 84 25 6 50 81 82.8 (13.12) 2022 2023
・・・ Ⅱ 2020 Ⅱ 2020 0.072591 劣化速度大 25 33 33 91 15 11 50 76 83.4 (8.81) 2022 2025
・・・ Ⅱ 2020 Ⅱ 2020 0.052941 劣化速度大 28 33 33 94 15 8 50 73 83.8 (0.50) 2022 2025
・・・ Ⅱ 2020 Ⅱ 2020 0.059644 劣化速度大 27 33 33 93 25 13 50 88 90.1 (0.50) 2022 2025
・・・ Ⅱ 2019 Ⅱ 2019 0.031400 劣化速度大 27 33 33 93 25 13 50 88 90.1 (0.50) 2022 2023
・・・ Ⅱ 2020 Ⅱ 2020 0.122690 劣化速度大 0.075023742 AI判定 22 33 33 88 25 18 50 93 90.3 (0.92) 2022 2025

ロングリ
スト上の
点検年度

修繕計画の最適化※1
プロファイリング結果 区間指標-構造物群【100】

カルテDB
上の点検

年度

カルテDB
上の橋健

全度

ロングリ
スト上の
橋健全度

No.

区間指標-ネットワーク群【100】
区間指標最終
（小ほど優

先）
【100】※2

プロファイリング補完
（参考）

Ⅱ対策年(平準化
後)

6.  修繕計画の最適化 

(1)  概要 

 各橋梁の補修規模及び補修概算額を基とした補修路線

及び優先順位を作成・更新した．実施にあたっては，道

路管理事務所への意見聴取を元に，課題抽出及び運用実

効性のある修繕計画の最適化を行った． 

 

(2)  事務所連携による最適化 

 各事務所へのヒアリングを行い，修繕計画の最適化を

行った．主なヒアリング結果とその対応を表-6に示す． 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.  橋梁修繕年次計画概要資料 

「橋梁プロファイリング」を用いて橋梁定期点検結果

から半自動的算出した橋梁の補修優先順位と，構造物群

の健全度・ネットワーク機能特性を考慮した「区間指

標」による補修優先順位を両方考慮することで，戦略的

な健全度Ⅱの補修優先順位付けを行った． 

 また，他の橋梁と横並びで見ることができるように，

①橋梁諸元，②健全度・点検年，③プロファイリング結

果，④区間指標算出結果，⑤カルテ点検年，⑥対策内

容・事業費を記載した（表-7）． 

 

カルテ健全度 

および点検年 
プロファイリング結果 区間指標算出結果 

対策内容および 

事業費算出結果 

補修年次 

表-7 橋梁修繕年次計画概要資料例 

表-6 事務所ヒアリング結果とその対応 
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橋
梁
健
全
度
の
割
合
︵
％
︶

時間の経過現在 将来

100%

の
割
合
が
増
加

Ⅰ

Ⅱ

8.  コスト縮減効果 

事務所平均で71％，事務所毎にばらつきはあるが43～

88%のコスト縮減効果が確認できる（表-8）． 

一般的にはⅢ判定へ遷移した後は構造安全性の観点か

ら部材取替や補強など大掛かりな修繕内容となる傾向が

あり工事費が膨らむ傾向がある．そのためⅡ判定を維持

した段階で簡便な修繕を行う方が安全面，コスト面の両

面で優位な傾向となる．一方，補修工事では仮設工費が

占める割合が大きく，補修回数が大きいと逆に工事費を

増大させる懸念があるため，劣化進展リスクがあるⅡ判

定損傷に絞り込むなど、メリハリをつけた予防保全を行

っていく必要がある． 

 
表-8 予防保全効果（コスト縮減率）の算定結果 

①Ⅱ ②Ⅱ⇒Ⅲ
縮減率

(1-①/②)

A事務所 135.07 1108.91 88%
B事務所 71.58 132 46%
C事務所 85.46 246.52 65%
D事務所 147.84 452.02 67%
E事務所 257.99 737.3 65%
F事務所 75.17 131.09 43%
G事務所 68.12 395.67 83%
H事務所 206.15 387.77 47%
I事務所 66.33 197.6 66%
J事務所 28.27 209.14 86%
K事務所 118.29 409.95 71%
合計 1260.27 4407.97 71%

事務所名

劣化速度大

 
 

9.  まとめ 

予防保全にむけた橋梁の長寿命化修繕計画として，健

全度Ⅲ判定を着実に解消する従来のプロセスに加えて，

重点化すべき健全度Ⅱ判定の戦略的な解消により，安

全・安心の確保とコスト縮減効果の最大化を図った長寿

命化修繕計画の基礎資料作成について報告した． 

その結果，図-11に示すとおり，Ⅱ判定からⅢ判定へ

の進行を未然に防ぐサイクルを継続的に進めると経時的

にⅠおよびⅡ判定橋梁の割合が増し、安全・安心な暮ら

しの創出につながる．また，長期的観点でのコストダウ

ンが可能となる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 橋梁健全度と修繕費の経時変化イメージ 

 

今後の主な検討課題を以下に示す． 

∙  プロファイリングでは様々な環境因子（点検デー

タ上、観測不可能なものも含め）を 1 つの異質性

パラメータに集約し考慮している．塩分量・かぶ

りといった観測可能な要因が異質性パラメータに

どの程度影響しているかについて現状は明らかで

ないため，分析の深化が必要である． 

∙  橋単位の健全度Ⅲの橋梁における健全度Ⅱ部材も

リスク値を算出するような分析対象の拡張が必要

である． 

∙  迂回路設定において，重要物流道路および代替

路・補完路による迂回路評価の他に事務所・出張

所目線での迂回条件を反映していくことが必要で

ある． 

 

今後，2 巡目点検結果をさらに蓄積して分析すること

で「橋梁プロファイリング」「ＡＩ分析」の精度向上を

図るとともに，各事務所へのヒアリング等を継続するこ

とで実効性のある修繕計画策定のための検討を引き続き

行う． 

 

謝辞：本稿の執筆にあたっては，大阪大学 貝戸清之准

教授の多大なるご協力をいただきました． この場をお

借りして感謝いたします． 
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供用後９０年以上経過した跨線橋 
（国道２号天神橋）の長寿命化修繕計画について 

 
佐治 有基 

 

近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 調査課 （〒518‐0723三重県名張市木屋町812‐1）. 

 

 国道２号天神橋は、供用後９０年以上経過したＪＲ山陽本線を跨ぐ橋梁である。当該橋梁は、

斜角23度を有する極端な斜橋で、昭和２年架設当初は下路式アーチ構造の橋梁のみであったが、

昭和３５年の複々線化に伴う改修工事にてRC桁橋と2径間連続鋼鈑桁橋を前後に追加し、年度も

形式も異なった非常に複雑な混合橋であり、平成２６年の橋梁定期点検において主桁、下横溝、

支承等の鋼部材の腐食による変形・欠損、コンクリート部材の剥落・鉄筋露出による断面欠損

等が判明し健全度Ⅲ判定となった。これを受けて平成２７年度より損傷に応じた部分的な補修

を実施してきたところであるが、非常に古い橋でありかつ構造が複雑で各部材の応力状態や品

質状況が不明であるため、今後の長寿命化修繕計画の策定のために橋梁各部材の状況把握の調

査及び分析を実施し、現状での総合的な健全度評価及び今後の劣化予測を実施したので、高齢

化した道路ストックの長寿命化を推進する一事例として報告する。 

 

キーワード 復元設計，天神橋，詳細調査、橋面防水  
 

 

1.  はじめに 

 国道２号天神橋は、昭和２年（1927）に架設された跨

線橋である。JR須磨駅の東１ｋｍの地点に位置し、国道

２号がJRを跨ぐ立体交差橋梁である。かつては、神戸市

電の電気軌道が通り、昭和43年に須磨駅―衣掛町間が廃

止されるまで、天神橋を越える市電の姿は須磨を代表す

る点景であった。 

  

 

  

 

 

 

       

 

 

      図-1 国道２号天神橋位置図 

 

 

 

本橋は、H7年に兵庫県南部地震を経験し、架設から93年

が経過した高齢化橋梁である。「海浜公園須磨天神橋BO

補修（2016.3.30～2023.2.1）」にて大規模修繕工事が実

施されており、橋脚・橋台・擁壁・RC桁・RC床版・のひ

びわれ補修、断面修復、剥落防止対策、工部材の全塗装

塗替、あて板補修等が実施されている。 

 

2.  天神橋の概要 

 天神橋は1927年（昭和２年）に竣工し、当時は神戸市

路面電車も供用していたが、33年後の1960年（昭和35

年）にJR複々線化に伴い現在の構造に改築された。 

 天神橋の総延長は247.73ｍ、跨線橋とそこに至るスロ

ープすなわち擁壁・盛土土工部からなり、跨線橋長

77.15ｍ、神戸側土工部72.02ｍ、明石側土工部98.56ｍで

ある。本橋の特徴としては、JR山陽本線を斜角23度で交

差し、二つの単元アーチ構面は橋軸方向に大きく離れて

おり、上部工は下路式アーチ・鋼板桁・RC桁で構成され

た混合構造となっており、多柱式のRCラーメン橋脚で支

持されている。このうち鋼板桁部はJRの複々線化

（S35）に伴い一部撤去されたラーメン橋脚の代わりと

して改修・追加されたものである。 
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図-2 天神橋の改築概要 

3. 損傷状況 

 
 2019年度定期点検結果をもとに損傷概要を整理した。 

補修工事期間中に行われており、主桁等の鋼材腐食がⅢ 

判定、コンクリートのひびわれ、剥離・鉄筋露出などが 

Ⅱ判定（うきにⅢ判定有）として報告されている。 

 

①上部構造：鋼部材 

主桁・下横構、支承およびアーチ部材において腐

食が著しく、減肉、断面欠損、一部では破断が生じて

いる。床版からの漏水や飛来塩分の影響と推測される。

早急に耐力回復を目的とした措置を行う必要がある。

また、橋面防水の実施も検討する必要がある。 

 

 
       写真-1 鋼部材の損傷写真 

 

②上部構造：コンクリート部材 

  RC桁については、第2、4径間にうき（C2判定）が見 

られる。施工不良や重交通が原因と推測される。耐力 

回復を目的とした措置を行う必要がある。 

 

 
    写真ｰ2 コンクリートの損傷写真 

 

③下部構造：橋台 

  橋台擁壁、柱部・壁部において、うき、剥離・鉄筋 

露出、ひびわれ（C1）が生じている。伸縮装置からの

漏水、施工不良（かぶり不足等）、乾燥収縮が原因と

推測される。これについては「海浜公園須磨天神橋BO

補修（2016.3.30～2023.2.1）」にて補修済みである。 

 

 
      写真ｰ3 橋台の損傷写真 

 
④橋面・防護柵・地覆・伸縮装置 

 橋面コンクリート舗装は前回点検時に舗装の異常が

みられたが、H29（2017）に伸縮装置とあわせてR1年

度定期点検時には補修済みであった。防護柵、地覆に

ついては減肉を伴う腐食（C1判定）が見られ、路面排

水および雨水の滞水が原因と推定される。耐久性確保

を目的とした措置を行う必要がある。前回点検時にS1

として報告されていた損傷（剥離・鉄筋露出、うき

等）は補修されていたが、再発している箇所もあった。 

 

 
写真ｰ4 橋面等の損傷写真 

 

⑤支承本体、アンカーボルト、落橋防止システム 

 支承本体およびアンカーボルトにおいて前回点検から

おおきな進行は見られないが、腐食が著しく、塗膜は剥

がれ、一部に板厚減少・欠損が生じている。（C2判定）。 

 

 
      写真－5 支承部の損傷写真 

 

4. 現況構造の把握 

 

(1)構造調査（耐久性能の確認） 
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1)鋼材関係調査 

①鋼材断面欠損調査 

調査概要 

鋼材の健全度評価の指標を得るため、超音波厚さ計等

による断面欠損調査(板厚測定)である。代表部材の減厚

程度の顕著な箇所をランダムに調査した。なお、すでに

孔食している漏水が顕著な部分は当て板補修が予定され

ているため対象外とし、できるだけ漏水の影響を受けな

い一般的な箇所を選定した。 

調査結果と考察 

各部材の板厚減少率は 0.2～0.3 程度であるが、中で

も主桁下フランジの減少率が最も高い。別途復元設計結

果により、天神橋の応力度は許容値に対して概ね 20%程

度の余裕がある断面となっている。また、部分的な板厚

減少でもあることから今すぐ耐荷性能に影響を及ぼすこ 

 

とはないものと考えられる。 

②鋼材硬さ試験 

調査概要 

天神橋は鋼材の材質が不明であり、竣工当時の基準に

より全て SS400 クラスと想定されるが、今後の耐荷力

や耐久性の評価、補修・補強の基礎資料とするため。機

械的性質(引張強度)を推定するための硬さ試験を実施す

る。 

調査結果と考察 

ビッカース硬さ(HV)の平均値とし、この値より JIS換

算表を用いて引張強さを求めた。引張強さは、412～

604N/mmであり、天神橋が建設された年代より推測され

る“SS400”の規格値(400～510)以上の値であり、構造

部材としての所定の強度を保有していることが確認でき

た。なお、表-1⑦⑧⑨については改築桁(S35)、それ以

外は竣工時(S2)に製作された部材であるが、年代による

硬さ、強度の違いはとくにみられない。 

 

 

         表-1 鋼材硬さ試験調査結果一覧表 

 

 

 

        表-2 使用鋼材の変遷 

 

③鋼材引張試験 

調査概要 

天神橋の鋼材材質推定、静的引張強さほか鋼材の力学 

特性把握のために引張試験を実施。(JIS Z 2241) 

支間中央の単純桁部のウェブとし、応力に余裕があり、 

輪荷重が直接載荷しない箇所を選定した。120×120mmの 

ブロックで切り取り、引張試験片を 3 本作成し、引張 

強さ、耐力、伸び、SS線図および弾性率を測定する。 

調査結果 

降伏点は全て建設当時の想定使用鋼材である SS400 

のJIS規格値 245N/mm2 以上、引張強さも所定の範囲内 

 (400～510N/mm2)、ヤング係数も設計値とほぼ等しく橋

梁鋼材としての所定の品質、強度であることを確認した。 

 

• 降伏点(平均値)：266N/mm2 > 245N/mm2 • 引張強さ(平

均値)：444N/mm2 (400～510N/mm2) 

• ヤング係数：200,333N/mm2 > 200,000N/mm2 

④鋼材化学成分分析  

調査概要 

鋼材の化学成分の確認、耐荷性能・耐久性の評価、材 

料特性、溶接性の判断資料とする。主要元素の成分か 

ら炭素当量・溶接割れ感受性・硬化性などを評価する。

(JIS G 0321) ※引張試験の供試体の端材を使用する。 

 金属の分析には通常ブロックまたは主要元素

(C,S,Mn,P,S,・・)の成分を評価するものとし、本調査

では、C,S,Nは高周波燃焼法、それ以外はスパーク発光

分光分析(OES)を実施する。 

調査結果 

SS400 の化学成分は P と S しか規定がなく、これ

についてはいずれも規格値を下回っており、規定を満

足している。しかしそれ以外の元素については、SM 材

としての規定を全て満足するには至らなかった。 

板厚減少率（α）＝（ta-to）／ta 
 （ここに、ta：健全部板厚，to：減肉部板厚） 
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表-3 応力頻度測定・動的載荷試験結果表 

⑤応力頻度測定・動的載荷試験 

調査概要 

復元設計の結果を踏まえ、主要部材(アーチ、鋼I 桁、

主桁)について、供用荷重や既知荷重による耐荷力照査

(ひずみ計測)を実施するとともに解析モデルの妥当性

を検証する。新設橋脚部が反力を受けているかどうか

も確認、応力頻度測定は、「応力頻度測定要領

(案)H8.3」に準拠し、平日の連続3日間(計72時間)「ピ

ークバレー法(15側点)」によってデータを取得・整理

する。動的載荷は20tonの試験車両で実施する。静的載

荷試験も実施。 

■応力頻度結果と考察 

別途実施した解析による照査結果(TL-20)において応

力度超過となっていた改築 I 桁および横桁は、供用荷

重による耐荷力照査では応力度を満足する結果となっ

た。一方、活荷重について解析値と実測値を比べてみ

ると、解析のフル載荷に比べて、応力頻度の割合は、

20％～50%程度となっている。構造別にみると、アーチ

リブは突出し50%、補剛桁、改築Ｉ桁(中路式)は30~40％、

床組み桁は 10～20%である。（表-3） 

■動的載荷試験結果と考察 

解析値と実測値を対比すると、構造別の比率の傾向

は応力頻度とほぼ同じであるが、アーチや補剛桁など

では 20～30%、床組み桁で 10%程度であり、応力頻度に

比べるとさらに低い値となっている。 

・アーチリブ、補剛桁：0.27～0.28、 

・改築Ｉ桁：0.21～0.23、 

・床組み桁(単純Ｉ、改築横、二径間Ｉ)：0.09～0.19 

これまでの経験では、通常のＩ桁橋では、実測値／解

析値は概ね、0.3～0.5 程度の場合が多く、今回はこれ

と比べかなり低めとなっている。とくに、床組桁の数

値が低いが、これは床版の影響が大きく寄与している

可能性がある。天神橋の床版厚は400~600程度と非常に

厚く、さらにＩ断面の上1/3程度がコンクリートに埋設

されており、かなり剛性の高い断面となっている。し

かし、解析ではこの床版の剛性を無視しているため、

応力が大きめに出ていると考えられる。また、分厚い

床版のため横分配効果が大きいことや、高欄・地覆・

舗装・遮音壁など、設計では抵抗断面として考慮して

いない部材の余剰効果や、旧多径間ラーメン橋脚と床

版が一体構造となっていることも一因となっているも

のと思われる。 

⑥表面塩分測定 

調査概要 

 国道2号は天神橋は海岸線より200m以内に位置し、道

路橋示方書の塩影響地域（地域区分Ｃ、対策区分Ⅲ）

に該当する。鋼材の腐食は、橋面漏水のほか、飛来塩

分による塩害の影響が懸念されるため、表面塩分濃度

の把握が必要。 

調査結果と考察 

 橋の外側では20mg/m3未満であるのに対し、内側では

200mg/m3以上と10倍以上の高い数値がでていた。これは

風による洗浄効果の有無による違いであると推定され

る。また、路下の列車の走行による巻き込み現象の影

響も考えられる。 

2)コンクリート関係調査  

①鉄筋腐食度調査 

調査概要 

RC 構造物の鉄筋の腐食は、ひび割れの発生、剥離、

鉄筋の断面欠損等により構造耐力の低下を引き起こす

ため、非常に重要である。したがって、床版・橋脚・

橋台の鉄筋はつり調査とあわせて鉄筋の腐食状況を確

認する。 

調査結果 

 漏水が顕著に見られるが、鉄筋は腐食度Ⅰ、Ⅱと比

較的健全であり、中性化も一部をのぞきほとんど鉄筋

まで達していなかった。 

②コア採取によるコンクリート試験 

調査概要 

 RC 構造物の材料の健全度、耐荷性能・耐久性の評価、

および損傷と各種物性値の相関を確認するため、圧縮

強度・静弾性係数・中性化・塩分含有量・水セメント

比(W/C)・骨材分析等の室内試験を実施したものである。 

調査結果と考察 

 ＲＣ床版部の圧縮強度は現行基準の24N/mm2以上であ
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り、中性化もほぼ理論値通りで鉄筋位置での塩分も

0.8kg/m3<1.2kg/m3と発錆限界値以下であった。 

 ＲＣラーメン橋脚部の圧縮強度は14 箇所中 4 箇所が

現行基準の 21N/mm2 以上の値、残りの 10 箇所は 16～

18N/mm2 であり、施工時期 の違い(建設・改築)や損傷

程度(漏水、ひびわれ)による差はあまり見られない。

静弾性係数も圧縮強度と同様若干低めである。(15～

17<23.5N/mm2)昭和 2 年の建設当時は強度の規定はなく、

許容曲げ圧縮応力度(4.5N/mm2)から３倍相当として換算

すると 13～14N/mm2 程度であり概ね設計値以上の品質

を確保できていたものと思われる。中性化も鉄筋位置

までは進行しておらず、塩分濃度も鉄筋位置ですべて

1.2kg/m3以下であった。一方、セメント量が250kg/m3以

下で現在の一般的なセメントと比べて少なく、水セメ

ント比も高くなっているが、ＡＳＲは軽微であった。 

③床版はつり調査 

調査概要 

 天神橋は竣工当初、神戸市電が運行しており、旧軌

道断面(バラスト部)が未改築のまま充填され凹部に滞

水などが生じていることが考えられる。したがって、

路面からのはつり調査により、床版厚、床版構成、旧

軌道部の処理等を確認した。併せて中央分離帯部の情

報 BOX(光ケーブル)の敷設状況についても確認した。 

調査結果 

 中央分離帯の深さは約 200mm であり、情報 BOX 光ケ

ーブル(Φ50×9 条)が敷設されていることを側部より確 

認した確認した。FEP 管は埋設シートと土により埋め

戻され、保護コンクリートで蓋がされている。床版上

面まで掘削し、Φ50 コアで削孔を試みたが、既設配筋

に干渉するため途中よりΦ25mm の小径コアに取替えて、

床版貫通コアを採取した。断面構成は、調整コンクリ

ートとみられる上層床版(35cm)と境界層(タール系)RC床

版本体とみられる下層床版(35cm)を確認した。床版層厚

については別途補修工事の 3D 測量断面とほぼ同じ厚

さであることを確認した。旧軌道部の当初の構造は不

明だが、床版上部はきちんとコンクリートが打設され

ている。おそらく、RC床版(35cm)に横断勾配の調整コン

クリート(5～20cm)が敷設され、その上にアスファルト

舗装と想定される。(H29 舗装工事にて、舗装厚は 

14cm(～17cm)であることを確認) 

3)その他調査 

①擁壁変状調査・定点観測測量 

調査概要 

 H26点検にて、竪壁と防護柵のうき、ひびわれの原因

が「沈下・移動・傾斜」で S1 と判定されていること

から、スラント、トランシット測量による傾き程度の

確認および今後の経過観察・追跡調査のため測量点を

設置した。 

調査結果と考察 

 場所打ちの擁壁工は水平変位の基準は定められてい

ない。橋台工は、傾きではないが水平方向の変位の規

格値(±50mm)が定められている。一方補強土では高さに

対しての鉛直度(水平変位)として0.03h(300mm以内)の 

規格が定められている。あくまで参考ではあるが、今

回の擁壁の水平変位はこれらの規格値を満足する程度

の数値であることがわかった。 ちなみに橋脚天端の地

震時の残留変位の指標(h/100)を当てはめてみると、P3

擁壁(KTA)とP2擁壁(KTD)で若干数値を上回っていること

がわかる。 

②地質調査 

調査概要 

 擁壁や橋台の沈下・変状の可能性が指摘されている

こと、また今後の耐震性能照査の際の地盤種別や液状

化の有無の判定のためのボーリング調査を行った。 

調査結果と考察 

 深度5～6m付近にN値34～50(平均46)と密な締まり具合

の砂礫層(洪積層 Dg1)が分布しているため、比較的深度

の浅い位置に支持層（Dg1もしくはDg2）があり、液状化

の危険度の低い良質な地盤であることがわかった。 

 

(2)復元設計 

目的 

 天神橋には竣工当時の設計計算書が無く、当時の設

計思想や設計荷重、応力状態が不明である。損傷原因

が老朽化や材料劣化に起因するものだけでなく、耐火

性能不足による可能性もあるため応力状態の把握は重

要である。（橋梁Ｄｒ意見）したがって、当時の基準

により復元設計を行い、応力状態を確認する。 

復元設計方針 

 ＣＡＳＥ-１）当初モデル（昭和2年建設） 

  活荷重：自動車荷重（12t）、転圧機荷重

（600kg/m2）、大正15年道路構造に関する細則案や当

時の神戸市電500型電車も想定して、ＴＬ-12（当初）、

ＴＬ-20（改築前） 

 ＣＡＳＥ-2）現況モデル（昭和33年改築） 

   活荷重：ＴＬ-20（当時）およびＴＬ-25（現行） 

 

          図-3 現況モデル 
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 5. 補修設計 

(1)損傷状況の把握・原因究明 

検討方針 

 定期点検および現地踏査、近接目視を基本とした評

価・診断に加え、構造調査・復元設計で得た耐久性

能・耐荷性能を踏まえて損傷原因を究明する。 

各部材の損傷原因  

①鋼部材 

 鋼部材の主要な損傷は桁端部・支承部・Ｉ桁したフ

ランジ・部材接合部等の顕著な腐食や断面欠損、孔食

である。主たる損傷原因は床版からの漏水であると考

えられる。これはアーチリブや改築Ｉ桁など漏水の起

こらない箇所では竣工後90年（改築部は60年）以上経

過するが顕著な腐食が起こらないことからも裏付けら

れる。 

 一方、耐荷性能の観点からは、国道２号は港湾や工

場からの貨物輸送など交通量と大型車が多い重交通路

線であるが疲労亀裂は発生していない。これは、現行

のＢ活荷重に対しても概ね許容応力度内に収まってお

り、耐荷力に余裕があることが要因と考えられる。ア

ーチは横支材を有しない単弦アーチであることから横

倒れ座屈しないよう余裕のある断面で設計されている

こと、また、橋軸垂直方向主桁は上フランジ部分が床

版に埋め込まれ、合成桁のような構造であること、さ

らには橋長に比べて橋脚が多く、橋全体としての剛性

が高い構造であることが要因であると想定される。 

②ＲＣ床版・ＲＣ桁 

 ＲＣ床版の損傷は、床版ひび割れ、うき、剥離・鉄

筋露出、漏水・滞水などである。本橋は抜本的な床版

防水工の記録が残っていないことから長年にわたり橋

面からの漏水が続いていたものと推測される。うき、

剥離・鉄筋露出については、施工不良や漏水による鉄

筋腐食等が原因と考えられる。しかし、本業務での詳

細調査の結果、中性化は鉄筋付近まで進行してはいた

ものの、鉄筋腐食度は軽微、圧縮強度は25～32N/mm2、

塩分含有量は0.8kg/m3と材料としては比較的良い状態だ

った。また、Ｂ活荷重による照査結果においても配力

鉄筋は一部ＮＧだが、主鉄筋およびコンクリートは許

容応力度内であることから耐荷性能的には問題無いと

考えられる。 

③橋脚（柱・梁） 

 橋脚の損傷は、昭和～平成初期の点検では、ラーメ

ン隅角部、橋台とＲＣ橋脚梁等が報告されている。こ

のうち、橋台とＲＣ橋脚梁の接合部の損傷については、

橋台擁壁とラーメン橋脚の梁が剛で接合されているこ

とから、地震や地盤の変状温度変化等による挙動の違

いにより発生したものと推測される。これらの損傷は

その後の補修工事にてひび割れ補修や断面修復がなさ

れ現在では大きな損傷は発生していない。 

 コンクリートについては床版同様比較的良好であり、

地震時Ｌ１レベルでは概ねＯＫ、Ｌ２レベルまでＯＫ

である。 

(2)健全度評価・劣化予測 

検討方針 

 国道2号天神橋の健全度および劣化予測は、橋梁長寿

命化計画H26.9の基本思想にて実施される橋梁定期点検

の判定・診断結果を活用して検討する。 

健全度評価結果 

 前述の詳細調査をもとに以下の様な評価表を作成し、

検討した結果、本橋梁は竣工から90年以上経過してい

るにもかかわらず、健全度が高く、耐荷性能も大きな

問題が無いことが分かった。 

 

    表-4 耐久性能/耐荷性能 評価結果 

劣化予測結果 

 天神橋の健全度および物性値を統計分析と劣化予測

式に当てはめて使用可能年数を予測したところ、補修

後、２０年から３０年の延命化が期待できることが分

かった。 

6. まとめ 

 本橋は、竣工から90年以上経過しているが、各詳細

調査や復元設計による応力検証により、想定より部材

の損傷や構造の耐震性に問題はないことがわかった。

しかし、橋面漏水に起因する鋼材腐食（孔食）、漏

水・遊離石灰、剥離・鉄筋露出が多く発生しており、

「海浜公園須磨天神橋ＢＯ補修」において、鋼桁部に

全面塗装塗替およびあて板補修工、床版及び橋脚剥落

防止工が実施されている。しかし、過年度補修履歴等

を確認したところ、舗装打替工や伸縮装置取替工は実

施されているものの、全面的な床版防水工が施工でき

ていないことがわかった。 

今後の課題として、塗装塗替部分の早期の再劣化が

予想される。また床版下面と剥落防止工の間に滞水す

ることで、剥落防止工が損傷し、JR軌道敷きコンクリ

ート片が落下することなども懸念される。したがって、

早期の床版防水工が必要である。 
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現場の降雪状況のリアルタイム送信について

義永 銀平1 

1近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 道路管理第二課（〒640-8227和歌山県和歌山市西汀丁16番地） 

 和歌山河川国道事務所が管理している京奈和自動車道や国道24号では，ほぼ毎年数cm程度の

積雪がある．また，国道42号広川町関～由良町畑においては，数年に１度程度の積雪であるが，

直轄国道における「予防的通行規制区間」に位置付けられている．和歌山の地域性から雪国と

は異なり，数cmの積雪で通行止めを余儀なくされるため，薬剤散布や除雪・通行止めの判断な

ど的確な指示をするためにも現場の降雪状況や積雪状況の把握が重要となっている． 

本稿では，現場における降雪や降雪状況のリアルタイム送信についての手法や課題等を報告

する． 

キーワード 防災，民間依存，インフラDX

1．はじめに

和歌山河川国道事務所は，和歌山県の紀北地域を管内

とし，国道24号，国道26号，国道42号，京奈和自動車道

（和歌山県域）及び紀の川を管理している．国道24号は

紀の川沿いの比較的平坦な場所を通っており，京奈和自

動車道は，和泉山脈の山裾を通っている．また，国道26

号及び国道42号は，海岸線近くの平地部と山間部を通っ

ている．（図-1） 

図-1 和歌山河川国道事務所が管理する道路 

和歌山県紀北地域における冬季の気象特性は，12月か

ら2月にかけては大陸からの寒気による降雪があり，1月

から2月にかけては南岸低気圧による降雪がある． 

しかしながら，和歌山は温暖で積雪するとの認識が低

いこと，また積雪しても日中に溶けてしまうことから，

一部の地域を除き冬用タイヤの必要性が低いと判断され

ているため，数ｃｍの積雪でスタックを起こす状況とな

っている． 

道路管理者としては，現地の降雪状況や積雪状況を的

確に把握し，薬剤散布の開始時期や散布区間，除雪の指

示や通行止めの判断をすることが重要となっている． 

そのため，現場における降雪状況の把握が雪害対応に

とって重要である． 

本稿では，現地の降雪状況をリアルタイムで事務所の

災害対策本部へ送信する手法について報告する．  

2． 和歌山河川国道事務所管内の降雪の特徴 

和歌山河川国道事務所管内では，12月から2月頃の大

陸からの寒気による降雪と1月から2月頃の南岸低気圧に

よる降雪に大別され，中山間地域を中心に積雪する． 

 降雪は，殆どの場合１日程度であるが，30分から1時

間程度で数ｃｍ積もることがある．そのため，現地の状

況把握と予測が安全な交通の確保のために重要な要素と

なっている． 
大陸の寒気による降雪は，北西の風が吹き，関西空港

付近で雪雲が発生し，和泉山脈を越え，岩出市から橋本

市にかけて降雪する．（図-2，3）一方，南岸低気圧に

よる降雪は，西南西の風が吹き，太平洋を移動する低気

圧で徳島県南部から雪雲が流れてくる．（図-4，5） 
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    図-2 大陸の寒気による雪雲 

 

 

図-3 京奈和自動車道の積雪状況 

 

 

 

図-4 南岸低気圧による雪雲 

 

 

 

 

図-5 国道42号(平成29年1月)におけるスタック状況 

 
 

3．降雪状況の把握 

当事務所が管理する国道24号，国道42号及び京奈和自

動車道では，CCTVカメラ155台から送られるリアルタイ

ム画像で道路状況を監視している．しかしながら，降雪

や積雪状況を確認する場合，カメラ位置や夜間における

望遠の画像解像度の関係から路面付近の正確な降雪状況

が判別しずらい状況になっている．（図-6，7）また，

CCTVカメラの設置箇所は，限定的であるため，管理区

間全線の確認はできない． 
そのため，移動式のリアルタイム画像の送信について

検討を行った． 
 

 

図-6  CCTVカメラによる積雪の状況 

 
            
 
 
 
 

図-7  CCTVカメラによる積雪の状況 
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4．携帯電話を利用した画像送信（検討1） 

最も手軽で使いやすいのが携帯電話であるため，官携

帯を利用して画像送信を試みたが，クラウドシステムに

入れず画像送信ができなかった． 

 

課題① 官携帯の殆どがガラケー（図-8）である． 

官携帯の殆どがコストと機能を重視し，最低限

通話とメールができるガラケーであり，操作性に

劣り画像送信には不向きである． 

 

課題② 官携帯（スマホ）に余剰がない． 

官携帯（スマホ）は事務所幹部のみの貸与のため，

現場に持っていくことができない. 

 

 図-8  官携帯 

5．支給品の道路管理用タブレット（検討2） 

道路巡回支援システムを利用できるタブレット（図-9）

が事務所及び各出張所に支給されているため，それを使

って画像送信を試みたが，利用制限が掛けられており，

民間のクラウドシステムに入れず，画像送信ができなか

った. 

 

図-9  タブレット 

6．テレワーク機材（検討3） 

 日頃からテレワーク等で民間のクラウドシステムを利

用しているテレワーク機材（モバイルパソコンのカメラ，

Wi-Fi）（図-10）を使って画像送信を試みた． 

結果，クラウドシステムに入ることができたが，現地

の画像ではなく，自席の画像が送信された．これは，仮

想で自席のパソコンを動かしているに過ぎなかった． 

 

 

図-10  テレワーク機材の写真と自席の画像 

 

7．遠隔臨場用機材（検討4） 

 官が所有する機材のみだけで現地画像を送信するのを

諦め，工事等で使用している遠隔臨場用機材（携帯電話，

ウェアラブルカメラ）（図-11）を発注者支援業務の受

注者から借り，通信環境も受注者側で行うことで，リア

ルタイムの画像と音声通信を行うことができた．（図-1

２） 

 

図-11 ウェアラブルカメラの接続状況 
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図-12 現場からのリアルタイム画像 

 

 

8．検討を通じて浮き彫りになった課題 

今回，受注者の遠隔臨場用機材と通信環境を利用する

ことで現場のリアルタイム画像を送信することができた

が，結局，官だけでは何もできないことがわかった． 

今回の検討を通じて浮き彫りになった課題は，通信機

器（携帯電話等）の不足とインターネット等の利用制限

（セキュリティ）及び通信費用（基本料金含む）である

と考える． 

その背景には，平時と災害時における業務の取り組み

方の違いがある．平時においては，業務の効率化やコス

ト削減等を追求するため，必要最小限の機能や数を満足

すれば良いが，災害時においては，迅速な情報収集や迅

速な初動対応を求めるため，平時には使わない機能や数

が必要となる．そのため，平時に求められる成果と災害

時にもとめられる成果のバランスが重要となり，防災官

庁を看板に掲げる国土交通省においては，どこを目指す

のか若しくはどこまで民間委託を是とするのかを議論す

る必要があると考える．（図-13） 

 

図-13 官民の依存割合イメージ図 

 

 

 

 

9．今後の展望（将来性） 

技術的には遠隔臨場用機材を使いZOOMやTeamsなどの

ビデオ会議システムを利用することで現場のリアルタイ

ム画像を事務所等の災害対策本部，又は他機関や自宅に

おいても同時に同じ現地の状況が共有できることから，

意思決定や指示内容等が直接現場へ伝達でき，情報が錯

綜することが減り，さらに的確な対応とスピードアップ

が図れる． 

 これは雪害対応だけでなく，あらゆる災害対応や日頃

の維持管理においても活用できる． 

 例えば，日常の道路管理において，道路パトロールカ

ーからの画像をサーバーに配信し，過去の画像と重ね併

せＡＩで異常を識別させることで，異常があれば出張所

や道路情報室等にその画像を配信し，重大な事故等が発

生する前に事前に対応することができたり，橋梁や構造

物の点検においても同様に活用でき，道路管理のレベル

アップと効率化が図れるため，インフラＤＸに寄与する

とともに，非常に高い将来性があると考える． 

 

 

謝辞：本論文の執筆にあたり，資料提供，助言を与えて

くださった関係各位に感謝の意を表します． 

 

 

資料提供 一般財団法人日本気象協会：雪雲状況 
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姫路管内ののり面防災対策について 

 

泉川 智亮1 

 
1近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 山崎維持出張所  

（〒671-2542兵庫県宍粟市山崎町船元307） 

 

 姫路河川国道事務所が管理する国道2号姫路バイパスは自動車専用道路であり，約12万台弱/

日の交通量を有する，播磨地域と京阪神地域を結ぶ幹線道路である．当該路線の的形地区のモ

ルタル吹付のり面は供用後約40年以上が経過した長大切土であり，特定道路土構造物点検にて

2019年度に初回点検を行い健全度はⅡ（経過観察段階）と判定されたが複数のひびわれや背面

の空洞化，及び円弧状地形変状が認められた．変状がモルタル吹付の劣化によるものか背面地

山に起因するものかを特定するため，地中変位観測と地表面の動態観測を実施した．本発表で

は実施した動態観測の結果と今後の展開について発表する． 

 

キーワード のり面，特定道路土工構造物，  

 

 

1.  はじめに 

 姫路河川国道事務所は国道2号，29号の延長約133kmを

管理している．このうち，国道2号は昭和33年に全線の

一次改築を完了し，その後，加古川BP，姫路BP，太子

竜野BPが完成し現在に至っている．国道2号のバイパス

は，自動車専用道路になっており東西の交通（中国地方

～近畿地方）だけでなく，播磨地域と京阪神を結ぶ幹線

道路としての機能を有しており，約12万台弱/１日の交

通が利用する重要な路線である． 

その為，日常管理においても，通行止め等はなるべく

しない工夫を実施するなど工夫をして道路管理をしてお

り，防災等の視点でも特に注意をしている路線である． 

当該路線の切土のり面防災については，2018年の道路

土工構造物点検要領に基づき特定道路土工構造物点検の

初回点検に着手した．該当するバイパス区間の切土のり

面18箇所のうち11箇所はモルタル吹付のり面である．こ

こでは，国道2号姫路バイパス・的形地区のモルタル吹

付のり面（健全度評価「Ⅱ（経過観察段階）」，以下

「的形のり面と呼称する」）における老朽化の状況把握

手法と今後の対応方針（案）について報告する． 

 

2.  特定道路土工構造物点検による点検について 

(1)  的形のり面の概要 

 的形のり面は延長約180m，最大のり高約40mの供用後

約40年以上が経過した切土である．全体をモルタル吹付

で保護されており，その上から覆式落石防護網で覆われ

ている．2017年の道路土工構造物点検要領において，重

要度1のおおむね15m以上の切土については，長大切土

として，特定道路土工構造物に分類されることとなって

おり，的形のり面もこれに該当する．なお，特定道路土

工構造物は5年に1回を目安にして定期に点検を実施する

ことが定められている． 

 的形のり面の位置図を図-1に，全景を図-2として示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  特定道路土工構造物点検の結果について 

図-2 全景写真 

図-1 位置図 

姫路バイパス 

播但連絡道 

一般部門（安全・安心）Ⅰ：No.15

1



 的形のり面は2019年度に特定道路土工構造物としての

初回点検を実施した. 

 供用後約40年以上が経過しているため，点検において

複数のひびわれや背面の空洞化が確認された.また中腹

に円弧状地形も確認された. 

 点検の結果を表-1，変状の概要図を図-3として示す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  的形のり面の地表及び地中の動態観測について 

(1）動態観測にいたる整理について 

道路土構造物点検によって種々の変状が確認されたが，

これらがモルタル吹付の劣化に起因するものか，背後地

山からの土圧作用によるものかについては特定が難しか

った.すぐに構造物の崩壊が起こる可能性は高くないが，

次回点検までに変状することが予見されたため，的形の

り面の予防保全的な観点からの変状メカニズムの解明，

及び変状の進行性についての把握が必要であると判断し

た． 

的形のり面については，a)光波測距儀による定点観測，

b)水準測量による沈下観測，c)設置型孔内傾斜計による

地中変位観測を動態観測として実施した． 

動態観測のイメージ図を図-4として観測の種類を表-2

として示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)動態観測の結果について 

a)光波則距儀による定点観測 

 吹付モルタルの地表面の変動を観測し，変状メカニズ

ムの基礎資料を得ることを目的として，光波測量儀によ

る定点観測を月/1回の頻度で計14回実施した． 

 水平成分についての観測結果の1例として令和4年3月

図-3 変状の概要図 

表-1 的形のり面の点検結果 

図-4 動態観測のイメージ 

表-2 動態観測の種類 

測点 T13 
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に行った観測の結果を図-5として示す．また月毎の変動

の1例としてのり面中部のT13測点における月毎の観測結

果を図-6として示す．．鉛直成分についての観測結果の

1例として令和4年3月に行った観測の結果を図-7として

示す.また月毎の変動の1例としてのり面中部のT13測点

における月毎の観測結果を図-8として示す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水平成分の観測結果について，月毎にバラついた変動

を示し同一方向への累積は確認されなかった．またモル

タル吹付部の最終的な観測ではいずれの地点でも初期値

から南西～西方向に変位しその変位量は3-7mmとの結果

となった．鉛直成分について，こちらも月毎にバラつい

た変動を示しており，同一方向への累積は確認されなか

った.最終的な観測では沈下方向に変位し，変位量は-3-

1mm程度であった．水平成分，鉛直成分についても変位

が計測誤差の範囲内であり，明確な地すべり活動が発生

しているとは確認されなかった． 

 

b)水準測量による沈下観測 

 姫路バイパス側道の変動を観測し，変状メカニズム解

明の基礎資料を得ることを目的として，路面に設置した

定点の定点観測を月/1回の頻度で計14回実施した． 

 観測結果について図-9に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 側道の沈下観測結果について，月毎にバラついた変動

を示し，明瞭に累積する傾向は確認されなかった．最終

的な観測では，1-4mmの隆起傾向が見られた．計測誤差

の範囲内であり明確な地すべり活動による影響は確認さ

れなかった． 

 

c) 設置型孔内傾斜計による地中変位観測 

 モルタル吹付のり面及び背後斜面に設置型孔内傾斜計

図-5 水平成分の観測結果（2022年 3月） 

図-7 鉛直成分の観測結果（2022年 3月） 

図-9 側道の沈下観測結果 

図-6 観測点 T13の月毎変動（水平） 

図-8 観測点 T13の月毎変動（鉛直） 
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を設置し地中内の変動を観測し，変状メカニズム解析の

基礎資料を得るため，月/1回の頻度で計12回の観測を実

施した． 

モルタル吹付のり面背後の鉛直孔（B-1孔）での観測

結果を図-10に示す．モルタル吹付法尻付近の鉛直孔

（B-2孔）での観測結果を図-11に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 モルタル吹付のり面背後に設置した，B-1孔の観測結

果から道路側に傾倒する変位が断続的に観測された．特

に深度17mから25m付近で傾倒する挙動が見られている．

吹付のり面の法尻付近のB-2孔にはB-1孔ほどの明瞭な傾

倒の累積傾向は確認されなかった． 

 

(3）動態観測結果のまとめ 

動態観測結果をまとめた図を図-10として示す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動態観測の結果，モルタル吹付背後の地山は全体的に

堅硬であるが，円弧状地形付近での箇所において，特定

の深度で道路側に傾倒するような地中変位が確認された．

一方でモルタル吹付のり面の地表面観測においては，道

路側の傾倒にあわせてのり面自体が押し出されるような

挙動は見られなかった．現時点では地中の挙動と地表面

の挙動に相関は認められていない．しかしながら，地中

の挙動を考慮して，継続監視行うことが望ましいと考え

られる． 

 

4.  まとめ 

 今回，的形のり面について特定道路土工構造物点検

による変状の発見から素早く，動態観測を含む詳細調査

をを実施し，リスクの有無の把握を行った事により，予

防保全的な補修方法や維持管理をしていく上で重要な情

報を得ることができた． 姫路河川国道事務所管内には

供用年数が30年を超える大規模なモルタル吹付のり面が，

国道2号で11箇所，国道29号で14箇所あり，そのうち同

様の変状が確認されているモルタル吹付のり面が複数存

在する．今後は5年毎の特定道路土工構造物点検を中心

として，今回の的形のり面で得た知見も活用しつつ，老

朽化するモルタル吹付のり面の維持管理，及び防災対策

を行っていきたい． 

 

謝辞：本検討・本稿執筆に際し，応用地質株式会社の

方々に多大なる協力とご助言を賜りました．深く感謝い

たします． 

 

 

 

 

 

図-8 B-1孔での観測結果 

図-9 B-2孔での観測結果 

図-10 動態観測結果のまとめ 
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六十谷水管橋崩落に伴う対応について

柿原 和志1・川端 真治2 

1姫路河川国道事務所 経理課 （〒670-0947兵庫県姫路市北条1丁目250番地） 

2和歌山河川国道事務所 河川管理課 （〒640-8227和歌山県和歌山市西汀丁16）. 

 一級河川紀の川に架かる六十谷水管橋（占用者：和歌山市）は，和歌山市北部地域へ水道水

の供給が可能な唯一の施設であり，給水エリアは和歌山市の世帯数の約４割を占め，当該地域

生活の基盤を支える重要な施設である．

本稿は2021年10月3日に発生した六十谷水管橋の一部崩落に対し，国土交通省が実施した給水

支援や河川管理者として実施した和歌山市との協議・調整についての報告である．

現在，復旧工事は計画どおり進捗しており，無事に出水期間までに完了する予定である．今

後，許可工作物が被災した際の参考となることを願うものである．

キーワード 許可工作物，水管橋，断水，災害対応，NMB深浅測量

1. はじめに 

 六十谷水管橋（以下「水管橋」という．）は和歌山市

内を流れる一級河川紀の川の河川占用工作物である水道

橋（占用者：和歌山市（以下「市」という．））で，全

長約550mの7径間のランガー補剛形式，φ900の管を2条
を架設している．市紀の川南側に位置する加納浄水場か

ら市紀の川北部地域へ送水するため，1973年に河川占用

工作物として河川法の許可を受けて1975年3月に完成し，

供用から46年経過している．水管橋は紀の川大堰の上流

側，六十谷橋の下流側に位置し，市北部地域ほぼ全域へ

水道水を供給する唯一の施設である．（図-1）
2021年10月3日16時頃，水管橋の中央径間（P4-P5：約

60m）が崩落し，翌日の午前11時頃には市北部地域の約

6万世帯（約13.8万人）が断水となった．これは市の世

帯数の約4割を占める．（図-2） 

図-1 位置図 

:断水エリア
※井戸水や地域水道
組合等からの排水
エリアを除く

図-2 断水エリア図1) 

市は10月4日より応急給水所を設置するとともに，10
月6日より水管橋の約40m上流にある六十谷橋（占用

者：和歌山県（以下「県」という．））の車道に仮設配

管（φ700）を敷設する工事に着手し，10月8日に工事が

完了し，送水が開始された．（写真-1）10月10日には各

家庭で飲料水としての使用が開始された． 

写真-1 六十谷橋への仮設配管敷設の様子 
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また，市は2021年12月16日より水管橋の崩落部分を紀

の川から撤去するための工事に着手し，2022年1月18日
に撤去が完了し，水管橋の復旧工事に本格着手した．現

在（2022年5月時点）も復旧工事は実施中であるが，6月
15日の出水期間までの完了を目指している． 

2. 国土交通省としての対応 

(1)  事務所の体制，給水支援及びリエゾン支援 
和歌山河川国道事務所（以下「事務所」という．）は

水管橋崩落を受けて10月3日18時に第一警戒体制を発令

し，河川管理施設への影響の確認を実施した．確認の結

果，河川管理施設への即時的な影響がないことが確認で

きたため，10月4日12時に注意体制に移行し，水管橋の

継続的な監視体制を構築した． 
また，10月4日から8日にかけて市へ支援窓口としてリ

エゾンを派遣し，迅速な支援ができるよう円滑な情報共

有を図った． 
その他，10月5日には近畿地方整備局管内の事務所及

び他の地方整備局が所有する散水車10台を派遣し，市の

加納浄水場から病院や小学校等の給水所へ水道水を運搬

し，12日までの8日間で述べ204回，約1,200m3（2Lのペ

ットボトル約120万本分）の給水支援を行った．（写真-
2） 

写真-2 国土交通省散水車の待機状況

(2)  原因究明のための現地調査 
原因究明のため，崩落発生後の10月6日から7日にかけ

て，茨城県つくば市にある国土技術政策総合研究所及び

国立研究開発法人土木研究所から専門家を現地に派遣し

調査を行い，調査結果について即日市に報告を行った． 

(3)  六十谷橋の通行止めに伴う交通渋滞対応 
仮設配管敷設のため，六十谷橋が終日通行止めとなり，

周辺道路の渋滞が予測されることから，六十谷橋の管理

者である県が広域的な迂回路等の情報提供を行うために

交通誘導対策の検討に入った．検討を進める中で県は独

自に渋滞調査を実施，また，事務所にはETC2.0を活用し

た交通分析の依頼があり，これに協力し，分析結果を県

に提供した．これらの情報を基に県が広域的な迂回路等

の情報について記者発表を行い，渋滞緩和に寄与した．

なお，事務所における交通分析結果を図-3に示す． 

国道24号
※ 11%

阪和自動車道
※ 26%

第二阪和国道
※1%

旧国道26号
※1%

国道42号
※ 7% 阪和自動車道

※ 10%

和歌山北IC
※ 28%
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※ 12%

和歌山南IC
※1%

京奈和自動車道
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5 00ｻﾝﾌﾟﾙ数未満

1,000ｻﾝﾌﾟﾙ数未満

5,000ｻﾝﾌﾟﾙ数未満

1 0 ,000ｻﾝﾌﾟﾙ数未満

1 0 ,000ｻﾝﾌﾟﾙ数以上

通過 ｻﾝﾌﾟﾙ数
（ R2年9～11月）

六十谷橋

六十谷橋を 通過している
交通の割合（%） 六十谷橋を 通過している 全交通

六十谷橋を通過している交通のうち各断面を通過している交通
※ =

※ 割合はETC2.0（R2.9~11)（全日）より算出

図-3 交通分析結果

3. 河川管理者としての対応 

(1)  仮復旧～撤去～本復旧に係る市との協議・調整 
河川区域において工作物の新改築を行う場合は，河

川法第24条及び第26条第1項に基づき河川管理者に申請

を行い，申請者と協議，河川管理上の影響等について審

査した後，許可するものであり，標準処理期間は3ヶ月

である． 
 今回は市民生活に多大な影響を及ぼすライフラインで

ある水道の復旧が最優先課題であり，協議から許可まで

短期間で処理する必要があった．10月5日に市と仮設配

管を敷設する計画について協議を行い，早急に現場着手

が出来るよう，河川管理者から積極的に河川管理上の影

響等を考慮した技術的な助言を行い，早期に協議を終え

速やかに許可を行った． 
 また，崩落部の撤去・本復旧に係る協議においても出

水期までに本復旧を終える必要があることから，河川管

理者から積極的に情報提供，技術的な助言等を行い，工

事の工程計画作成に協力し，速やかな許可を行った． 
 工事が着手されてからも，工程に遅れが生じないよう

定期的に市と工事の進捗状況を共有し，現場で生じた課

題解決に協力し，工程管理の確認を行った． 

(2)  ナローマルチビーム深浅測量による状況把握 
水管橋の崩落は重要構造物である紀の川大堰の直上流

で発生しており，崩落した部材が下流へ流され，紀の川

大堰へ影響を及ぼす可能性があったことから，河川管理

者として，崩落した部材の飛散状況を把握する必要が生

じた．水中の状況を把握するため，川底の地形等を面的

に計測することが可能なナローマルチビーム（以下

「NMB」という．）を用いた深浅測量を実施した．な

お，調査概要と結果については後述する． 
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(3)   水利権の緩和 
 市北部地域が断水していることから，万が一火災が

発生した場合，消火活動に支障が生じることから，市水

道が持つ水利権量の一部を担保として，紀の川右岸にあ

る新六箇井取水口より市北部地域内を流れる農業用水路

に導水し，防火用水として利用できるよう水利権の調整

を行い，住民の安心・安全を確保した． 

 また，仮設配管の通水開始時に，仮設配管内及び停止

している配水施設等の内部を洗浄するため，一時的に加

納浄水場が持つ水利権以上の水量が必要となった．これ

らの対応として，市が他に所有する3箇所の取水口の水

利権を加納浄水場に集約させる水利権の調整を行い，洗

浄に必要な水量を確保し，仮設配管による早期の給水開

始を行うことができた． 

 
(4)   河川利用者への安全配慮 
崩落部以外の水管橋も安全性が確認されていなかった

ため，事務所は左岸の高水敷き利用を規制，右岸は高水

敷を県がサイクリングロードとして占用していたことか

ら県と調整し，利用規制を実施した．また，市と調整し，

水上バイクなどの水面利用者が水管橋に近づかないよう

な措置をとり，二次的な被害が発生しないよう関係機関

に働きかけた． 
 
 

4.  NMB深浅測量の調査概要と結果 

 
(1)  調査範囲及び使用機器 
 崩落した部材が水中でどのように飛散しているかを確

認するため，NMBによる深浅測量を実施した．部材の

飛散状況だけでなく，原因究明のために崩落箇所の橋脚

の状態も把握するために，深浅測量は水管橋を挟む6.4k
から6.6k間を作業範囲と設定した．（図-4） 

 また，崩落以外の水管橋の安全性が確認されておらず，

水深の浅い範囲が拡がっていることが予測されることか

ら，安全な作業と現況把握を同時に実現するため，遠隔

操縦ができ，広角に測量が可能で，水深が浅い箇所でも

航行可能な無人小型NMB測深機（写真-3）を選定し，

面的な深浅測量を実施した． 

 
図-4 NMB深浅測量作業範囲 

 
(2)  調査結果 

a)橋脚の位置及び形状の確認 
 今回実施した NMB深浅測量結果及び 2020年度に実施

した測量成果を用い，水管橋橋脚の形状を正面及び平面

にて比較し，変状の把握を行った（図-5及び図-6）． 
 図-5から水管橋付近の河床に大きな変動及び橋脚周辺

の局所洗掘も進んでおらず，また，図-6から橋脚の位置

に変化もなく橋脚の転倒の可能性が低いことが確認でき

た．併せて崩落した部材についても確認することができ

た． 
 

 
写真-3 無人小型NMB測深機 

 

 

図-5 正面（上流側）からの比較 

 

 
図-6 平面での比較 

崩落個所 
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b)河床の段彩図 
 NMB にて取得した点群データにより河床の面的な段

彩図を作成した．段彩図は高さ別に彩色を施し，高低差

を視覚化したものである． 

 この結果，崩落した部材は崩落箇所にあること，また，

下流へ飛散した部材は無いことが確認でき，下流にある

紀の川大堰への影響はないものと判断した． 

 これらの調査結果については，崩落の状況把握並びに

今後の撤去計画の基礎資料として活用いただけるよう市

へ共有を図った． 

 

 
図-7 河床形状の段彩図 

 

 

5.  課題と今後の取り組み 

 

 今回は，自然災害に対する対応ではなく，これまで経

験の無い，市が管理する許可工作物の崩落であり，本来

であれば，水道事業に係る市民への対応をはじめ，工作

物の撤去・復旧については市が主体的に行うものである． 

 事務所は河川管理者として，許可工作物の管理者に対

し，善良な管理を条件に許可を行っているため，崩落に

ともなう撤去・復旧の指導を行う立場であった． 

それぞれが役割を果たし，迅速に対応することも重要

であるが，ライフラインである水道の復旧，出水期まで

の撤去等，水管橋の崩落原因が不明の中での二次被害を

防ぐため，最大限出来うることを実施する必要があり，

国土交通省として占用許可上の調整，現地での調査等，

専門性を活かした支援をすることにより早急な復旧がで

きたことは非常に重要であったと考える． 

一方，支援を行う上での課題もあった．給水活動のた

めに散水車を派遣したが，飲用水を運搬するために散水

車の内部を洗浄する必要があり，給水活動までの想定外

の時間を要した． 

さらに，国土交通省が所有する散水車は車体が大きい

ため，一部の給水所に進入が困難という状況も発生した．

幸いにも役割分担を見直し，大型の散水車を小型散水車

への中継車として使用することで対応でき，現地状況に

応じた対応が必要であることを再認識した． 

今後，水道施設に限らず，多くのインフラ施設が老朽

化しており，突如損傷する可能性がないとは言い切れな

い．インフラ施設の損傷は国民生活に直結する被害とな

り，早急な復旧が求められる．しかし，自治体によって

は突発的な対応が困難である可能性もあり，TEC-FORCE

やリエゾンに限らず，国土交通省としてどのような形で

支援できるかを職員一人一人が考える必要がある．併せ

て，支援先のニーズを的確かつ迅速に把握し，それらに

対応することが最大の支援となると考える． 

 

 

6.  おわりに 

 
 突発的な事象に対しては，河川管理者として自らの立

場や所掌業務に関する対応だけでなく，関係機関等と一

体となってそれぞれが出来ることを最大限に発揮する必

要があることを学んだ．実際には自らの業務の専門性な

どを活かして手助けできることはないか検討することで

あり，日頃から様々な関係機関と連携しておくことで，

つながりを見出せるのではないかと考える．また，日頃

の業務から，相手のニーズを正確に理解し，それに応え

られているか意識することが，我々の業務には必要不可

欠だと考える． 

今回のような事例は過去にも少なく，同様に災害に対

しての初期対応として，参考になれば幸いである． 

 
 謝辞：人事異動により従前の所属における業務でご

ざいましたが，本論文を執筆するにあたって，各方面の

関係者様より多くのご指導，ご意見を賜りました．また，

NMB測深の調査においては朝日航洋株式会社様にご尽

力いただきましたことを本論文中において感謝申し上げ

ます． 
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原松原線トンネル工事における地質調査結果と 
施工時の差異に係る考察および対策工について 
 
 

濵田 大輔1 
 

1滋賀県 湖東土木事務所 道路計画課(〒522-0071滋賀県彦根市元町4-1) 

 

原松原線トンネル工事は，付加体(丹波帯)が分布する丘陵地を全長1,135mのトンネル構造に

より通過する計画であり，2020年1月より掘削を開始し，2022年3月に貫通したところである．  

工事区間に分布する付加体(丹波帯)の特徴を踏まえ，事前設計段階から支保選定および補助

工法の範囲を決定していたものの，想定以上の脆弱層が多数存在した．このことから崩落を防

ぐための補助工法のほか，一部区間においては，著しい内空変位の増大に伴う対策の施工等，

当初の見込みを大幅に超える対策工が必要となった．本論文では，事前の地質調査結果と実施

工との差異に係る考察および想定外の地質に対する対策工について発表するものである． 

 

キーワード 付加体(丹波帯)，補助工法，内空変位  
 
 

1.  はじめに 

 
(1)   事業概要 
原松原線は，国道8号と国道306号の交差点である外町

交差点の渋滞対策として通過交通をバイパスさせること

を目的に計画されている(図-1-1)． 
 
(2)   地形・地質概要 
事業地は，佐和山から連なる丘陵地が平坦化され，起

点側ではトンネル上部に「アウトドアレジャー施設」，

終点側にかけては「ゴルフ場」となっている．その直下

をトンネルが通過するため，地表への影響を考慮して発

破掘削ではなく，全線機械掘削で計画されている． 
本トンネルの通過部の地質は，古中生代に構成された

「付加体(丹波帯(美濃帯))」が分布しており，主に砂岩，

泥岩，砂泥互層から構成されている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1-1 原松原線位置図 

付加体とは海溝やトラフにおいて海洋プレートが沈み

込む際に海洋底の堆積物が陸側に押し付けられ多くの逆

断層で積み重なったクサビ上の断面をもつ堆積物であり，

ヘアクラックが形成されていることが多く，トンネル施

工では崩壊等が発生しやすい． 
トンネル区間の内，起点～No.13間には混在岩(砂岩優

勢)，No.13～終点側には混在岩(チャート優勢)が分布す

る．混在岩には潜在的な亀裂が形成され，掘削等による

応力解放時には地質境界等の割れ目沿いに崩壊する場合

が多いとされている(図-1-2)． 
また，トンネル東側にマンガン鉱床跡が分布しており，

マンガン鉱床の一部は，黄鉄鉱などの硫化鉱物を含む可

能性があることから，当トンネル付近においても層状マ

ンガン鉱床が存在する可能性があり，自然由来重金属

(ヒ素)汚染の可能性が懸念される． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1-2 原松原線地質概要および調査位置図 
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2.  当初の調査・設計方針 

 
(1)   事前調査概要 

1.(2)に挙げた懸念を踏まえた設計検討を行うため，基

準に基づき，図-1-2および表-2-1に示す事前調査を実施し

ている．実施すべき調査に関しては全て実施しており，

特に中間部では，破砕帯や代表地質の変化点の状況を確

認するため6箇所の鉛直ボーリングを実施している． 
 

表-2-1 実施調査一覧表 
 
 
 
 
 
 

(2)   事前調査まとめ 
トンネル直上に営業中のゴルフ場やアウトドアレジャ

ー施設があるといった地表の制約条件がある中において

も，基準に基づいた調査を実施しており，加えて掘削対

象地質が付加体であることに留意した追加調査も行って

いることから，当初の調査は十分に実施されており，設 
計は妥当であったと判断できる． 
また，重金属(ヒ素)による汚染については，破砕部に

おいて黄鉄鉱が濃集していることが多いことから，事前

調査および専門家の意見も踏まえ破砕帯では基準を超過

するものとしたことについても妥当であったといえる． 
このことから，当初の調査・設計方針は妥当であった

と判断できた． 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  当初の地質調査結果と実際の掘削結果との差異 

 
(1)   当初設計概要 
計画高1.5D(D:掘削外径)上方の弾性波探査速度および

近傍のボーリングコアにより設計支保CⅡ-bパターンを

基本として選定し，弾性波探査速度の落ち込みが見られ

る箇所については，破砕影響を考慮してより剛な支保と

してDⅠ-bパターンを選定した． 
 

(2)   実際の掘削結果 
実際の掘削においては，混在岩に潜在的に粘性土が介

在しており，掘削に伴う応力解放による亀裂開口により

地山が脆弱化し，天端の抜け落ち，鏡面の押出し等が随

所で発生したため，当初設計に比べて多くの箇所で補助

工法を追加実施することとなった． 
支保パターンについても当初設計において，より剛な

DⅠパターンとしたが，地山状況および計測結果から，さ

らに剛なDⅡパターンへと見直しが必要な箇所が生じた． 
また，重金属(ヒ素)についても，当初想定した破砕帯

以外の区間からも出現し基準超過重金属含有土処分につ

いても大幅な追加対策が必要となった． 
図-3-1ならびに表-3-1に補助工法の実施箇所と重金属含

有土処分量の比較を示す． 
 

表-3-1 補助工法と重金属含有土処分量の比較 
 
 
 
 
 
 
 

6月末時点，見込み含む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 図-3-1 補助工法実施箇所および重金属含有土分布(地質縦断図) 
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4.  想定外の地質に対する対策工 

 
(1)   概要 

3.(2)に記載したように想定以上に脆い層の存在により

支保パターンの変更や補助工法(天端・鏡)の追加の他に

も，図-4-1の対策1・2・3の箇所においては，変位(内空

変位・天端沈下)の増大が認められた． 
対策1・2の箇所においては，変位の増大が対策3ほど

大きくはなく，補強ロックボルトおよび本設インバート

の先行実施による早期閉合にて変位の収束を図った． 
対策3の箇所においては，図-4-2に示すように天端沈下

で160㎜と非常に大きな変位が急激に生じており，対策

1・2同様に補強ロックボルトによる対策を行ったものの，

変位収束傾向が見られなかったことから，対策工の再検

討を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)   変位増大時のトンネル坑内の変状 
対策3実施箇所におけるトンネル坑内の変状としては，

ロックボルトの変形および吹付けコンクリートのクラッ

クが発生し，発生箇所はトンネル両肩部に集中している． 
図-4-3に変状展開図，写真-4-1に変状写真を示す． 
 

 
 
 
 
 
 

写真-4-1 ロックボルト変状写真 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

図-4-2 天端沈下経時変位図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4-3 変状展開図 

図-4-1 対策工実施箇所(地質縦断図) 

一般部門（安全・安心）Ⅰ：No.17

3



 

 (3)   対策工の検討・実施 
 対策3実施箇所における変状の特徴として，大きく 
a) 変形余裕量を超える内空変位・天端沈下の発生 
b) 掘削と同時に急激な変位の増大 
c) トンネル変状は両肩部に集中 
が，挙げられる． 

a)については，内空変位・天端沈下量が増大すること

に伴うトンネル崩壊の恐れがある．そのため，早期に変

位を抑制する必要があり，早期閉合が有効であると考え，

図-4-4に示す対策工のうち一次インバート(インバートス

トラット)を施工することとした． 
この際，掘削方法についても上半先進工法では上半と

下半が離れることとなり，一次インバートによる閉合時

には既に変位が増大していることから，上下半の距離を

3m，一次インバートまでを上半から5mとなるようミニ

ベンチカット工法で早期に閉合することとした． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図-4-4 対策工 
 

b)については，掘削と同時にトンネル内側への内空変

位の増大，天端沈下の増大が見られることから，変位を

確認してからの対策工の実施では遅いと考え，図-4-4に
示す対策工のうち，上半盤脚部補強工を行うこととした． 
具体的には，上半盤掘削前に，上半鋼製支保工下部に

鏡ボルトで使用する鋼管を打設し，シリカレジンによる

地山の改良を行うことで上半盤脚部の剛性を向上させ，

沈下対策を行った． 
 
 

 c)については，ロックボルトの変形・吹付けコンクリ

ートのクラックが天端部ではほとんど見られず，両肩部

に集中していることから，掘削時の天端の崩落対策とし

て実施している補助工法(AGF)により天端部の緩みの範

囲が抑制されることで，天端部には地山側からトンネル

内側への力の発生を抑制していると考え，補助工法

(AGF)の実施範囲を図-4-4に示すように，120°から160°
に拡大施工することにより，両肩部の緩みの範囲を抑制

させることとした． 
 
(4)   対策工の効果 
 前節で記載した，掘削方法の見直しならびに一次イン

バート施工による早期閉合，トンネル掘削範囲周辺を既

存の補助工法を応用適用した．その結果として，上半盤

脚部の沈下対策，両肩部の緩み抑制対策を実施すること

により，ロックボルト・吹付けコンクリートへの変状を

発生させることなく，内空変位・天端沈下量を減少させ

ることができた．(表-4-1) 
 

表-4-1 対策工の効果比較 

 
 

5.  その後の対策方針(対策3実施以降) 

 
(1)   地質状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5-1 今後の地質状況(地質縦断図) 
 
図-5-1に示すように，起点側坑口部にかけて複数の断

層破砕帯が事前調査から確認されており，弾性波探査速

度も全体的に低くなっていることから，今後さらに地山

条件が劣悪化することが想定された． 
 
(2)   対策工の検討フロー 
 当現場においては，地質の不連続性が卓越しているこ

とから，切羽の挙動や支保の変状を注視し，鏡面の押出

し・天端の崩落等により掘削が困難な場合においては，

必要に応じて掘削施工時の安全確保を目的として適切に

補助工法を実施することとした． 

切羽距離 内空変位量 天端沈下量
(m) (mm) (mm) AGF120° 鏡ボルト AGF160° 上半盤脚部補強工 インバートストラット

No.10+79.0 支保No.635 28 50 〇 〇 ー ー ー
No.10+67.0 支保No.647 15 11 ー 〇 〇 〇 〇

No.10+84.0 支保No.630 85 138 〇 〇 ー ー ー
No.10+73.0 支保No.641 35 21 ー 〇 〇 〇 〇

切羽安定対策工
測点

2
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安全管理体制

内空変位 天端沈下
DⅢ,DⅠ 15 15

DⅡ 30 30 内空変位 天端沈下
※1 切羽からの肌落ち、抜け落ち等、自立性が悪化した場合、 DⅢ,DⅠ 25 25

※1 「鏡面への増し吹き、鏡ボルトの増強、等」を受発注者間で、 ※1 DⅡ 50 50
協議し、対策工へ反映させる。 ※1 地山状況を加味して対策工の要否を判断する

管理レベルⅡ
内空変位 天端沈下 再増大あり 増大なし 増大なし 再増大あり

DⅢ,DⅠ 25 25
DⅡ 50 50

※2 ①切羽後方においてロックボルトの変形が確認された時は、

 協議の上、補強ロックボルトの施工を行う。

 ※2  ②DⅠの状態で管理レベルⅡを超過した際は、

 ※3  切羽状況・変位速度を考慮し、

 支保パターンのランクアップを検討する。 再増大あり

※3 計測開始初期の変位速度が20mm/日以上かつ

資材搬入後 今後も変位の増大が見込まれる場合を目安とする 変位増大なし ※2 変位が収束傾向および対策工が省略となった

 ※4  ※4 ※4 ①管理レベルⅡ超過後10mm/日場合 タイミングで、通常支保工へ切り替える。

②DⅢ変位35mm以上を予測の場合

   DⅡ変位70mm以上を予測の場合 内空変位 天端沈下
 ※4の①,②の時、インバートストラットを施工する。 DⅢ,DⅠ 15 15

収束傾向あり 収束傾向なし 収束傾向なし 収束傾向あり DⅡ 30 30

内空変位 天端沈下
DⅢ,DⅠ 50 50

DⅡ 100 100  ※3

※5 管理レベルⅢを超過した区間について ※3 切羽状況を踏まえた上で判断する。

 ※5 施工余裕量（上げ越し・拡げ越し）を含めた状態で、 また、支保パターンの変更についても検討する。

トンネル内空の確保が出来ているか、調査を行う。

 トンネル技術検討委員会の開催 規格値外の区間がある場合には、縫い返し工を実施する。

【縫い返し】とは…

  ※6  施工した吹付コンクリートおよび支保工を撤去し、

 再度施工し直すこと。

※6 高規格支保工を用いた支保間隔の縮小施工と

AGF160°との組み合わせ等

支保パターン
管理レベルⅠ

今までの施工方法を組み合わせた工法
もしくは新たな工法を協議検討

内空変位

インバートストラット工
を実施

支保パターン
管理レベルⅢ

対策工なしの掘削

対策工検討フロー（地山悪化時） 対策工検討フロー（地山好転時）

【注意体制】

計測頻度強化

現場点検強化

支保パターン

【警戒体制】

対策工の実施
計測体制強化

【注意体制】

計測頻度強化

現場点検強化

管理レベルⅠ

           ※2

支保パターン

管理レベルⅡ

変位収束の傾向が見られない。

天端沈下 対策工の省略

【通常体制】

定時計測

通常掘削 対策工ありの掘削

【厳重注意体制】
掘削の中止

変状要因分析

対策工の再検討 掘削中止・代替工法の検討

インバートストラット工
を実施

支保パターン

【警戒体制】

対策工の実施
計測体制強化

切羽1D後方の変位の減少
変位速度5mm/日以下の場合

脚部沈下卓越
上半盤脚部補強工を実施

内空変位卓越
支保間隔の縮小施工

対策工の省略
インバートストラット工

を省略

【通常体制】

定時計測

内空変位卓越
 AGF工160°を実施

内空変位卓越
高規格支保工の使用

内空変位卓越時は、切羽状況や変位状況を
把握し、迅速性と安全性、経済性を考慮し
たうえで、その時点で一番最適な工法を選
択し、受発注者間で協議し施工する。

管理レベルⅠを超過

管理レベルⅡを超過

管理レベルⅢを超過

変位減少
管理レベルⅡ前後

管理レベルⅠ

¥

インバートストラット工
を実施

上半盤脚部補強工
を実施

AGF工160°を実施
or

支保間隔の縮小施工
or

高規格支保工の使用

高規格支保工使用
中
or

支保間隔の縮小施
工

高規格支保工使用中
の場合、通常掘削に切替え

支保間隔の縮小施工¥

高規格支保工使用中
or

支保間隔の縮小施工

上記施工中の場合、
通常掘削に切替え

¥

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ただし，上記事象に加え，内空変位・脚部沈下が卓越

する場合においては，図-5-2の対策工検討フローを基本

とし，切羽面をはじめ坑内の状態などに応じ，安全性を

最優先に最適な対策工を実施した． 
通常，対策工検討フローとしては，地山悪化時を想定

して立案するものであるが，行政として安全第一のなか，

経済性への配慮も不可欠であることから，地山好転時に

対しても検討フローを立案し実行することとした． 
 

6.  技術検討委員会の設置・評価 

 
本トンネルにおける事前調査・設計・対策工に対して，

トンネル・地盤・行政の各専門分野の外部委員により構

成された『原松原線トンネル技術検討委員会』を設置し

検証を行うこととなった． 
なお，本県の事業において今回のように外部委員から

なる委員会を設置することは稀であり，国交省事業にお

いても，計画段階で実施することはあるものの，施工中

の工事において実施することは，ほとんどないのではな

いか，とのことであった． 
委員会においてトンネル坑内，掘削ズリ，計測データ

および対策工に関して検証を行っていただいた結果，そ

れぞれの段階において適切であったことを確認した．委

員会における評価を表-6-1に示すとともに，以下に要約

を記す． 
a) 当初の調査・設計 
 地表の制約条件があるなか，基準に基づき必要な調査

が実施されており，加えて，付加体であることに留意し

た追加調査も実施しており，調査結果をもとに設計も標 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
準通りに進められていることから，当初の調査・設計は

妥当である． 
 重金属含有土を破砕帯において見込んだ当初計上区間

についても，専門家の意見も聴取した上でのものであり

妥当である． 
b) 当初の地質調査結果と実施工の差異 
 当工事区間が付加体の中でも極めて悪い側の様相を呈

しており，地質が複雑に入り乱れていることや，応力解

放に伴う緩みの程度を事前に正確に推定することは困難

であることから，当初の想定と実施工に差異が生じたこ

とは，やむを得ないものである． 
c) 想定外の地質に対する対策工 
 掘削時に判明する地山の性状に対して，指針で示す頻

度以上の観測・計測を行い，地山状況に適した対応を柔

軟に行いながら，安全性・経済性も考慮し，適切な工法

にて対処している． 
d) その後の対策方針(対策3実施以降) 
 本トンネル工事での施工実績を踏まえて精査された対

策工検討フロー(図-5-2)は，安全性・施工性(品質)・経済

性を総合的に考慮したうえで最適な補助工法や支保構造

を選択するものであり，妥当である． 
  
 上記a)～d)といった意見をいただき，構築した対策工

検討フローに基づき，工事を実施している． 
 しかし，トンネルの特性から，蓄積されたデータを注

視することと合わせて，より一層の地山やトンネル坑内

の変状に対する観測や常時監視は必須であることから，

本現場においては坑内カメラを設置し，常時切羽状況の

確認・記録を行った． 
 

図-5-2 対策工フロー図 
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7.  今後の事業への活かし方 

 
文献調査段階にて付加体と考えられ，事前調査で得ら

れた地質資料において潜在亀裂が確認された場合は，応

力解放に伴う緩みが大きく生じる恐れがあり，地質をよ

り高リスクに評価することを検討する必要がある． 
さらに粘土層も確認されるなどした場合は，より安全

に施工するための対策工が必要となることに留意すべき

である． 
付加体の範囲，地質資料における潜在亀裂や粘土層の

有無によっては，標準的な設計とした場合には，実施工

との間に大きな乖離が生じる可能性があることから，当

工事の実績を参照し，地質をより高リスクに評価するこ

とも検討し，トンネル区間全体の地山等級や補助工法の

要否を慎重に判断する必要がある． 
また，重金属については，破砕帯以外にも基準値を超

えて，地山全体に分布している恐れがあることにも留意

すべきである． 
当現場で得られた知見をもとに，設計段階において，

地山等級や補助工法の要否を慎重に判断することに加え

て，トンネル区間全体で補助工法の実施箇所および重金

属含有土の想定範囲を指定することなく，見込み数量と

して発注することも，当初設計と実施工の乖離を小さく

するためには有効ではないかと考える． 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  おわりに 

 
「トンネルは掘ってみないとわからない」と言われて

いるが，ある講演会では「調査数を増やせば全てが解決

できるというのは幻想であり，掘ってみてもわからない

ことはある」とも言われている．  
今後の本県でのトンネル事業に際しては，本工事で得

られた知見を活かし，掘ってみないとわからない範囲を

極力小さくできるよう事前調査結果と向き合い，より精

度の高い設計に繋げていけるよう精進してまいりたい． 
本トンネルにおいては，低土被り区間(DⅢ)に入った

2021年 12月にも最大内空変位 39㎜，天端沈下 51㎜と

若干大きい変位が生じたものの，対策工フローに基づき

掘削を進め，2022年 3月 4日に無事に貫通を迎えること

ができた．  
今後はインバート及び覆工施工がメインとなるが，引

き続き安全第一で竣工に向けて進めて参りたい． 
 
謝辞：本トンネル工事を進めるにあたり，原松原線トン

ネル技術検討委員会の委員の皆様には貴重なご意見・ご

指導を頂いた．また，本論文の執筆にあたり株式会社エ

イト日本技術開発ならびに戸田昭建金子JVから技術的な

アドバイス，施工資料を提供頂いた．ここに，深く謝意

を表する． 

表-6-1 委員会における評価 
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道路の維持管理の計画化・体系化について 
 

川畑 至功1 

 
1奈良県県土マネジメント部 中和土木事務所 工務課 （〒634-0003 奈良県橿原市常盤町605-5）. 

 当県での道路の維持管理については、客観的な管理指標に伴う優先度の考え方がなかった。

また、土木事務所の管理境界において、サービスレベル・補修時期等が未調整などの課題があ

った。それらの課題を踏まえ、本論文では、主に舗装補修について、計画的・体系的な道路の

維持管理に向けた取り組みを述べる。 

 

キーワード 維持管理、舗装補修、防災･減災、安全･安心 

 

 

１．はじめに 

 

 本県における道路の状況は自動車専用道、市町村道を

含め、全延長約 12,840km のうち、県管理道路は、国道、

県道をあわせて、約 2,025kmとなっており、県内の経済

活動や県民の生活を支える上で重要な役割を担っている。 

 道路を安全で快適に通行できる状態を維持するために

は、道路路面の管理は必要不可欠である。これまでは、

道路利用者や、土木事務所ごとに実施する道路パトロー

ルで発見された損傷箇所、または、地元要望により報告

された箇所に対して、緊急性の高いところから、優先順

位を決定し、順次補修を実施している。（図-1参照） 

 

 

 

 

図-1 現状の舗装補修フロー 

 

 

限られた予算の中で、道路の安全性、快適性を確保す 

るために、現状と課題を踏まえ、その課題の解決に向け、

今まで以上により効率的、効果的な維持管理への転換を

進めて行きたいと考えている。本論文では、舗装におけ

る道路の維持管理の計画化・体系化について、今後の方

針を定め、効率的、効果的な路面の維持管理について説

明するものとする。 

 

 

２. 現状について 

  

本県における舗装を取り巻く環境については、2019

年度のご意見･ご要望の全体 2991件の内、約 16%の 484

件が路面の件であり、動物死骸･路面散在物に続き 2番

目に多い状況である。（図-2参照） 

 

 

 

図-2 2019年度のご意見･ご要望件数 

 

 

また、過去 10年間で舗装が原因となっている管理瑕
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疵件数についても、全体 692 件の内、約 21%の 145 件と、

落石･崩土に続き 2番目に多い状況である。（図-3参

照） 

 

図-3 過去10年間の管理瑕疵件数 

 

 

このように、舗装を取り巻く環境は厳しいものとなっ

ており、計画的に補修を実施することが、道路を利用す

る県民の安全性・快適性につながると考えられる。 

また、現在の県道における舗装の損傷状況については

2019 年度における、奈良土木事務所の調査結果からは、

舗装の損傷状態を 3つの指標（ひび割れ率、わだち掘れ

量、IRI）で総合的に判断すると、損傷が著しい状態

（損傷度Ⅲ）は図-4に示すとおり、全体の約 8%となっ

ている。併せて、図-5に損傷イメージを掲載する。 

              

 

図-4 舗装の損傷状況 

(R元年度奈良土木調査路線) 

 

 
【損傷度Ⅰ：健全】 

 
【損傷度Ⅱ：表層保持段階】 

 

 

 
【損傷度Ⅲ：修繕段階】 

 

 

図-5 舗装の損傷イメージ 

 

 

これらの状況を踏まえ、県民に安全で快適に道路を利

用してもらうためには、苦情･要望や管理瑕疵が発生し

てから補修を実施するのではなく、事前に、舗装の損傷

状態を把握し、損傷が認められる前に、適切に補修を実

施していく事が必要である。 

 

 

３.これからの路面管理･舗装補修に関する考え方 

 

 2章では、県民に安全で快適に道路を利用してもらう

ためには、事前に補修を実施する必要があると述べた。  

ただし、限られた予算や時間の中で、全ての路線につ

いて、補修を実施することは困難である。 

道路の舗装については、交通量や地域区分によってそ

の役割が異なるため、効率的･効果的にメリハリをつけ

た管理を行うためには、路線の特性毎に管理区分や管理

目標を定めて管理する必要があると考えた。 

そこで、国土交通省の舗装点検要領にある、大型車交

通量毎の劣化特性の分析結果に着目した。 

図-6のグラフのとおり、大型車交通量 1000台･方向以
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上の路線は、舗装が早期に損傷し、100台未満では損傷

進行が大幅に緩やかになるという結果が示されている。 

その結果に従い、当県の管理区分については、表-１

のとおり、主に舗装の劣化特性を鑑み、大型車交通量を

主軸として管理区分の設定を検討している。 

 

 

 
 

図-6 ひび割れ率に関する標準的な劣化曲線 1) 

 

 

表-1 劣化特性の分析結果を踏まえた管理区分の設定 

 

管理

区分

延長

（km)

割合

（%)
定義

A 369.8 18.3
･大型車交通量1,000台以上

･第一次緊急輸送道路

B 881.5 43.5
･大型車交通量100台以上

（管理区分Aを除く）

C 774.0 38.2 ･大型車交通量100台以下

合計 2025.3 100.0  

 

 

管理区分 Aについては、大型車の交通量が多く、舗装

の劣化速度が速いため、修繕頻度が高くなると考えられ

る。管理区分 Bについては、管理区分 Aほどの補修頻度

ではないが、比較的に頻度は高くなると考えられる。管

理区分 Cについては、大型車交通量も少なく、舗装の劣

化速度は大幅に緩やかであるため、修繕頻度は非常に低

くなると考えられる。 

 従って、管理区分毎の舗装の劣化速度を鑑み、管理区

分 Aについては、予防保全を実施する。管理区分 Bにつ

いては、損傷度大となった時点で事後保全を実施する。

管理区分 Cについては、損傷速度が非常に緩やかなため、

日常のパトロール等で状態を把握し、局部的な補修を実

施する。 

こうした、管理区分毎に特徴を踏まえ、管理目標およ

び管理方針について整理したものを表-2 に示す。なお、

表-2の中の損傷レベル大とは、ひび割れ率：40%以上、

わだち掘れ量：40mm以上、IRI：8mm/m以上を示す。 

 

 

表-2 管理目標と管理方針 

 

点検頻度 診断方法

A

･ひび割れ率30%以上で、

  切削オーバーレイ、

  シール剤注入工法等

  予防保全対策を実施

･損傷レベル大が1項目

  以上該当で修繕

･安全性･快適性

  の確保

･耐久性の確保

B
･損傷レベル大が1項目

  以上該当で修繕

･安全性の確保

･耐久性の確保

C パトロール時 目視
･局部的補修の実施に

  よる舗装の延命化

･局所的な損傷による

  事故防止

･舗装の延命化

管理

区分

舗装点検
管理目標 管理方針

5年に一回

ひび割れ

わだち掘れ

IRI

 
 

 

 今後は、整理した管理目標と管理方針に従い、路線毎

に適切な道路路面の維持管理を進めて行く。 

 

 

４．おわりに 

 

本論文では、限られた予算の中で舗装を適切に管理し、

道路の安全性･快適性を確保するために検討している対

応策を述べた。 

今後に向けては、路面性状調査結果および蓄積された

修繕履歴等に基づいた舗装点検結果（ひび割れ率、わだ

ち掘れ量、IRI値）の情報に加え、舗装構成等を閲覧が

可能な「舗装管理データベースシステム」（以下システ

ム）の構築を目指している。 

そのシステムを用いて、図-7に示すようなメンテナ

ンスサイクルの構築を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 メンテナンスサイクルのイメージ 

 

ひび割れ率やわだち掘れ量等の損傷の進行を、交通量、
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地域特性および補修工法別に劣化モデルを作成し、将来

の劣化を推計し、必要な箇所について適切な次期、工法

で補修するなど適切な路面管理を目指していきたい。 

 

謝辞：本論文の作成に当たり、ご協力いただきました

方々へ心よりお礼を申し上げます。 
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舞鶴市桃山町における 

警察・住民と連携したゾーン30整備について 

〜ゾーン30プラス整備に向けた取り組み〜 
 

 

北川 直希1 

 
1舞鶴市 建設部 土木課 （〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044） 

 

 近年，運転手の不注意や操作ミスにより、登下校中の児童等の列に自動車が突入するなど，

児童や高齢者が死傷する事故が多く発生している．また，交通事故死者数が減少傾向にある中

で生活道路における死者数の減少幅は小さい．そこで，生活道路における人優先の安全・安心

な通行空間の整備が求められている． 

 本稿では，舞鶴市桃山町でゾーン30の整備に合わせてエリア内に物理的デバイス等の対策を

実施するために，地域住民や警察と連携して取り組んだ事例について紹介する． 

 

キーワード ゾーン30，生活道路，物理的デバイス，スムーズ横断歩道，ハンプ 

 

 

1.  はじめに 

(1)   舞鶴市の交通安全の概要 

 本市では，市民を交通事故から守るため，国，京都府，

京都府警察，関係機関・団体そして地域住民と一体とな

り，市民の理解と協力を得ながら，様々な交通安全対策

を実施している． 

 「第11次舞鶴市交通安全計画１）」と2016年（平成28

年）に京都府舞鶴警察署と締結した「国際港湾・交流都

市 舞鶴“住んでよし働いてよし訪れてよし”の安全・

安心まちづくり協定」に基づき，交通状況や地域の実情

等を踏まえた安全で円滑・快適な交通社会を実現するた

め，交通安全に関する事業を推進している． 

 

(2)   舞鶴市の交通事故の現状 

 本市における交通事故の発生件数及び負傷者数は減少

傾向にあり，2021年（令和2年）の発生件数は 105 件，

負傷者数は 115 人で過去最少を記録し，平成のピーク時

と比較しても いずれも20%以下に減少している． 

 また，交通事故死者数は，1993年（平成5年）に過去

最多の 29 人を記録して以降，近年は3人前後で推移し，

2018年（平成 30 年）には過去最少の1人となるなど全体

としては減少傾向にある． 

 一方，直近 5年間の死者数の内訳は，約7割を 65 歳以

上の高齢者が占め，2021年（令和2年）に至っては，亡

くなられた4人全員が 80 歳代であり高齢者対策が喫緊の

課題となってる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1  舞鶴市の交通事故発生件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2  舞鶴市の交通事故負傷者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3  舞鶴市の交通事故死者数 
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2.  ゾーン30整備について 

(1)   ゾーン30とゾーン30プラス 

a) ゾーン30とは 

 「ゾーン30」は，生活道路における歩行者等の安全な

通行を確保することを目的として，区域（ゾーン）を定

めて最高速度 30km/hの速度規制と安全対策を組み合わ

せて，ゾーン内の速度抑制や抜け道として通行する行為

の抑制等を図る生活道路の安全対策である． 

b) ゾーン30プラスとは 

 2021年（令和3年）8月に，生活道路の交通安全に係る

新たな連携施策「ゾーン30プラス」の推進が取りまとめ

られた．整備の要件は、歩行者等の通行が最優先され，

通過交通が可能な限り抑制されるという基本的なコンセ

プトに対する地域住民の同意が得られ，最高速度 

30km/hの区域規制の実施と，警察と道路管理者，地域の

関係者等との間で物理的デバイスの設置について，適切

に検討され実施されていることである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4  ゾーン30プラスの看板と路面表示2) 

 

(2)   舞鶴市のゾーン30整備状況 

 本市では、2016年（平成28年）に朝来地区の小学校周

辺で初めて整備を行い，今回の桃山町地区が4箇所目の

整備となる．整備済みの4箇所のうち桃山町を含む2箇所

には物理的デバイスが設置されている． 

 

表-1  舞鶴市のゾーン30整備状況 

地 区 名 整 備 年 月 日 備  考 

朝来
あせく

 2016 . 3 . 1  

引土
ひきつち

 2017 . 3 . 10 物理的デバイスあり 

余内小学校
あまうちしょうがっこう

 2018 . 2 . 21  

桃山町
ももやまちょう

 2021 . 4 . 8 物理的デバイスあり 

 

3.  桃山町地区ゾーン30整備について 

(1)   事業概要 

 舞鶴市桃山町は、JR東舞鶴駅周辺で住宅地に隣接して

小学校や病院など公共性の高い施設が立地するエリアで

あり，歩道のない狭い路肩を児童が通学路として，通行

している状況であった．また，エリア内を抜け道として

幹線道路から生活道路に通過交通が流入しており，住民

から安全対策の要望が過去から寄せられていた． 

 地区の課題に対して，道路管理者，警察および住民が

ゾーン30を整備することにより課題解決することで同意

し，計画段階から連携・協力を図り事業を実施した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5  舞鶴市桃山町の交通状況と対策内容 

 

(2)   事業経過 

 2019年（令和元年）10月に舞鶴市長と舞鶴警察署長の

出席のもと「舞鶴市安全・安心まちづくり推進会議」で

本事業の計画が合意され，計画段階から警察と連携して

対策内容の検討や地元説明を行なった． 

 2020年（令和2年）3月から自治会長に計画説明を行い

地域の同意を得るための協力を依頼し，公安委員会とは

物理的デバイスなど対策内容の協議を行なった． 

同年 10月に国土交通省の補助制度である「交通安全

対策補助（地区内連携）」を活用して，工事の契約を行

なった． 

 2021年（令和3年）1月に４者協議（自治会長・教育委

員会・警察・道路管理者）において，計画の同意を得た． 

同年 4月にゾーン30の区域指定行い，同年 8月にスム

ーズ横断歩道や台形ハンプなどの物理的デバイスを追加

して，供用を開始した． 

 2022年（令和4年）3月に、ゾーン30プラスの整備計画

を国土交通省に提出し，同年 5月にゾーン30プラスの整

備が完了する予定である． 

 

桃山通２号線

波
崎
道
線

狭さく 

交差点着色 

スムーズ横断歩道 

台形ハンプ＋狭さく 

自転車通行空間設置 

交差点狭さく 

小学校 

病院 

通過交通流入 

通過交通流入 

歩行者通行帯設置 
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図-6  関係機関との連携状況 

 
(3)   対策内容 
 ゾーン30に指定された 約 8ha のエリア内で，通過交通

の流入抑制や速度抑制，歩行者の通行空間の確保を目的

として対策を実施した． 
（主な対策内容） 
 ・スムーズ横断歩道    ・ 台形ハンプ＋狭さく 
 ・ 狭さく        ・ 交差点狭さく（交差角修正） 
 ・ 交差点内着色     ・「止まれ」強調標示 
 ・ 道路中央線消去    ・ 自転車通行空間の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7  対策の状況 

 
(4)   整備効果 
 整備効果の確認を現地実測による方法とETC2.0のプロ

ーブデータの解析による方法で行なった． 
a) 現地実測による効果検証 

 整備前後の1時間当たり（7:30～8:30）の交通量と平

均速度を現地で実測した．結果は，交通量が44％の減少

で平均速度が26％の減少となった。また，エリア内の平

均速度は30km/hを下回っており，整備効果が確認できた． 

 

 

 

 

 

 

 

図-8  現地実測による効果検証結果（舞鶴警察署提供） 

 

b) ETC2.0による効果検証３） 

 京都府道路交通環境安全推進連絡会議（以下、安推

連）でETC2.0のプローブデータの解析を行った． 

 エリア内の平均速度は30km/hを下回っており，超過割

合も40％未満であり整備効果が確認できた．一方，85％

タイル速度は物理的デバイスを整備した区間で30km/h以

上となった． 

また，交通量のうち6～7 割が通過交通であり，整備

前後では通過交通量が増加傾向にある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9  ETC2.0解析 平均速度（事後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10  ETC2.0解析 85％タイル速度（事後） 
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4.  考察 

 本事業の考察を以下に記載する．なお考察の内容は，

あくまでも報告者個人の見解であることを申し添えます． 

 

(1)   物理的デバイスの設置 

a) スムーズ横断歩道 

 京都府初となるスムーズ横断歩道の設置を行なった．

設置箇所は、幅員 4m の道路が交差する十字交差点で主

道路の両側には歩道があり，本計画で新たに横断歩道の

設置を行なった． 

 新設の横断歩道であり，交差点面積が比較的小さく交

通量も多くないことから，実際の歩行者の動線は横断歩

道を利用せず直線的に通行する状況が見受けられる．小

学校の正門の目の前のように道路を横断する必然的な箇

所を選定することや，歩行者を横断歩道に誘導する対策

を合わせて行うなどの工夫が必要である． 

 また，歩道形式がセミフラット形式であったため車道

と合わせて歩道も嵩上げする必要があった．歩道の縦断

勾配 5パーセント以下の基準を満たしているとは言え，

歩道に凸部があることに違和感を感じる．道路の沿道利

用にも配慮する必要があり，設置箇所の選定には住民の

理解が必須である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11  スムーズ横断歩道の構造図 

 

b) 台形ハンプ＋狭さく 

 台形ハンプでは，車道幅員を 4m から 3m に絞る狭さ

くを組み合わせて流入抑制と速度抑制の向上を図った．

また，見通しのよい直線区間でハンプ通過後に車両が再

加速することが予想されたため，スムーズ横断歩道を連

続的に設置することにより効果の促進を図った． 

 

(2)   積雪寒冷地における物理的デバイス 

 本市において，2021年（令和3年）が物理的デバイス

設置後の初めての冬季であり，12月としては観測史上最

深記録を更新する積雪 71cm を記録するなど大雪に見舞

われた．市道除雪計画は，幹線道路や集落間を結ぶ唯一

道路のみを除雪するものとなっており，生活道路に関し

ては除雪作業を実施してない． 

 物理的デバイスを設置した箇所では，除雪作業を実施

しておらず作業の支障となる事象は発生していない．し

かし，スムーズ横断歩道やハンプの縦断勾配の変化や狭

さくの幅員減少は，除雪作業の支障となることが想定さ

れるため，対策箇所や路線の選定には留意する必要があ

る．また，積雪時の一般車両の通行は，縦断勾配の変化

点においても，雪用タイヤなどの一般的な積雪対策を行

なった車両であれば通行に支障はない． 

 積雪寒冷地における物理的デバイスの設置については，

全国的に検証がなされているところであるが，本市の実

績からは，除雪作業に関して配慮が必要であるが，一般

車両に関しては支障ないと考える． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12  2021年(令和3年)12月の積雪状況 

 

(3)   ゾーン30路面標示の標準レイアウト 

 ゾーン30入り口に設置される路面標示は，「法定外表

示等の設置指針について４）」に標準的なレイアウトが

示されており，実際の設置に関しては，法定外表示とし

て各道路管理者が工夫して設置しているところである． 

 一般的なレイアウトは 2.4m × 3.4m 程度と大きく，

幅員が狭く占用物件（マンホール蓋など）の多い生活道

路では設置に苦慮するところである．また，デザイン性

の高いレイアウトは施工費が高くなる傾向にある． 

 入り口に設置される路面標示は，統一的かつシンプル

で分かりやすいことが求められる．本市においても，継

続的にゾーン30を整備するためにレイアウトの工夫を

行なっていきたい． 

 

 

 

 

 

 

 

図-13  路面標示の設置状況 

歩行者の動線 
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(4)   整備効果の検証方法 

 前述のとおり２つの方法で効果検証を行なったが，そ

れぞれ異なる結果となった．検証方法で共通しているの

は，使用するデータの母数が少なく，統計的なデータ整

理ができなかったことである． 

 地方部の生活道路では，基となる数値データが少ない

ことから，個々の数値が結果全体に与える影響が大きい．

そのため検証結果の妥当性に疑問が残ることとなった． 

 計画段階から整備効果の指標となるデータを把握して，

実態に即した検証を行う必要がある． 

 

(5)   道路管理者の費用負担 

 本事業の実施にあたって，国土交通省の個別補助制度

である「交通安全対策補助制度（地区内連携）」を活用

した．ゾーン30整備の実施においては，道路管理者が負

担する費用の割合は小さくない．また，ゾーン30プラス

の要件を満たすには，物理的デバイスの設置が必須であ

り，更に費用負担が大きくなる傾向にある． 

 事業の計画段階から，補助制度を活用するなどの財源

確保と，警察との役割分担を明確にすることが事業実施

のポイントとなると考える． 

 

5.  おわりに 

 これまで全国の道路管理者が様々な交通安全対策を講

じてきたが，登校中の児童や高齢者が死傷する事故は後

を絶たない，改めて対策の見直しを行う必要がある． 

 道路管理者の中には，杓子定規な考え方や責任を転嫁

するような考え方が原因で，対策が足踏みしていること

が少なからずあるのではないか． 

 今も現場では，危険にさらされている児童や歩行者が

あり，改善を願う保護者や住民がいる．重要なのは，

“問題点（危険な要因）は何か”を理解し“適切な（目

的にあった）対策”を講じることである．必ずしも，歩

道整備やガードレールの設置，ゾーン30の整備が正しい

のではなく，車線分離標（通称ラバーポール）１本の設

置が効果的かつ住民が求めていることなのかもしれない． 

 基準や行政のしがらみにとらわれることなく，柔軟な

対応が求められている．道路管理者として“できない理

由”だけでは説明責任を果たしておらず“何かできるこ

と”を考えなければならないと思う． 

 

謝辞：事業の実施にあたり，ご理解とご協力をいただい

た各方面の関係者の皆様と，本稿の執筆に当たりご助言

をいただいた皆様に謝意を表する． 
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２年連続となる一庫ダム冬季渇水への対応 
 
 

川上 貴宏1・内藤 信二2 
 
1水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部 施設管理課（〒540-0005 大阪府大阪市中央区上町A番12号） 

2水資源機構 一庫ダム管理所 所長代理 （〒666-0153 兵庫県川西市一庫字唐松4-1）. 

 

 一庫ダムがある猪名川流域では，令和2年度は12月21日から，令和3年度は2月17日より取水制

限が開始され，2年連続の冬季渇水となった．2箇年とも段階的に取水制限が20％に強化され，

特に令和2年度は取水制限期間が106日間に達し，管理開始以降3位の長さとなった． 
 渇水期間中，一庫ダムでは水道事業者等に貯水池情報を適宜提供したほか，きめ細やかな低

水管理操作や年度途中での利水基準点のH-Q曲線の見直し等，関係者との連携により貯水量を

温存させた．さらに，令和3年度は前年の経験を活かし，淀川水系渇水対応タイムラインに基づ

く自主節水を水道事業者と緊密に連携することで，早期に実現させ，取水制限開始時期を3ヶ月

程度先延ばしすることができた． 
 本稿ではこれらの渇水対応について報告する． 
 

キーワード 冬季渇水，取水制限，確保流量，自主節水，渇水対応タイムライン  
 

 

1.  令和2年・令和3年冬季渇水の概況 

 

 令和2年・3年ともにダム流域の年間降水量は平年値

1,505mmを上回ったものの，時期に偏りが見られ，各年

とも夏季に集中的に降雨が観測された一方，8月又は9月

以降少雨傾向となり，秋季～冬季の雨量が平年の約0.7

倍と非常に少なく，これが2年連続の冬季渇水の原因と

なった． 

 ダム下流で必要量を安定して取水するためには，一定

の河川水量を維持する必要があり，少雨により河川流量

が減少した場合，一庫ダムから不足分を補給するため，

貯水量が減少していく．図-1に主な渇水年の一庫ダム貯

水位を示す．降雨による一時的な貯水量回復はあるもの

の，令和2年は8月以降，令和3年は10月以降，利水補給

が続き，冬季に貯水率が30％（洪水期換算60％）を下回

った． 

 令和2年度は12月21日10時から農業用水・水道用水と

もに取水制限10％を開始，同日に一庫ダム渇水対策本部

を設置した．取水制限は平成26年以来6年ぶり，冬季に

取水制限が実施されたのは平成14～15年以来であり（写

真-1），翌年1月8日には取水制限20％に強化された．そ

の後，1月23日に貯水率20.9％と底を打った後は，取水制

限の効果と，その後の周期的な降雨によって貯水量が回

復し，4月5日に取水制限は解除された．取水制限期間は，

令和2年度は106日間，令和3年度は96日間に達し，それ

ぞれ管理開始以降3番目，4番目の長さとなった． 

 

 
写真-1  貯水率21.3％の一庫ダム（令和3年1月21日） 
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図-1  主な渇水年の一庫ダム貯水位曲線 

（日雨量は令和2年度） 
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2.  一庫ダムの低水管理の特徴 

 

(1)  一庫ダムの利水 

 一庫ダムは，阪神都市圏を抱える都市型ダムであり，

兵庫県（尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市・川西市・猪

名川町の5市1町），池田市，川西市，豊能町（大阪広域

水道企業団）の水道用水として供給されている（図-2）．

また，一庫ダムの不特定用水の補給は，既得農業用水に

加えて，既得の水道用水（川西市，池田市，伊丹市，豊

中市）の補給も行っており，水道用水は新規・既得含め

およそ45万人が一庫ダムの恩恵を受けている．特に，池

田市・川西市・猪名川町は一庫ダムへの依存度が80％を

超えており（図-3），過去より渇水を少しでも軽減でき

るダム運用を行ってきたところである． 
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図-2  猪名川流域取水口位置図 

（猪名川河川事務所HPより．一部加筆） 
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※豊能町は、現在大阪広域水道企業団からの受水を主水源としている。  

図-3  水道水源の一庫ダムの依存度（平成28年） 

（m3/s）

兵庫県 1.117

川西市 0.116

池田市 0.365

豊能町 0.097

4/1～ 6/1～ 6/21～ 7/16～ 8/16～ 10/1～

1.549 1.100

流水の正常な機能
の維持

1.100

新
規
利
水

1.430 2.724 2.277

3.244 2.7952.795 3.125 4.419 3.972虫生地点確保流量
（直近下位水位流量）

1.695

（3.16） （2.76）（2.76） （2.96） （4.26） （3.80）

 

図-4  利水基準点（虫生）取水計画量（令和2年度） 

 一庫ダムでは，上記の水利用に対し，下流の利水基準

点（虫生地点）にて新規利水と機能維持を加えた水量

（確保流量）を満足するよう補給を行う．なお，流水の

正常な機能の維持のための確保量は，期別変化があり，

新規利水の確保量は一定として合計した水量が確保量と

なる（図-4）． 

 虫生地点の確保流量のうち，新規利水の開発水量は最

大2.5 m3/sである．令和2年度の新規利水分は1.695 m3/sで

あり，農業用水等を加えた2.795 m3/sが取水制限前（令和

2年12月時点）の確保流量である． 

 

(2)  利水基準点の確保量を満足させる操作 

 通常時の基本運用としては，ダム下流の利水基準点

（虫生地点）の流量を24時間365日常時監視し，確保量

を下回ったら補給量を増，上がったら補給量減という操

作を行い，できるだけきめ細やかなダム操作を行ってい

る．基準点の流量は，H-Qより決定されるため，1cm単

位の水位変動により，操作を実施することとなる． 

 また，運用上の確保量は，H-Q式において，直近下位

となる水位としている．これは，平成14年渇水を受けて，

ダム貯水量を少しでも温存できるよう，全利水者及び河

川管理者の了解を得て，平成15年度より実施しているも

のである．  

 低水管理操作体制について，勤務時間内（平日）は主

に低水管理当番職員が対応し，休日夜間はダム職員2名

の当番制（管理職1，一般職員１）にて対応している． 

 

 

3.  一庫ダムの渇水対応と貯水量温存策 

 

 冬季渇水は，夏季のように前線や台風による大雨が望

めず，長期にわたり継続することが懸念されたことから，

関係機関や利水者と緊密な情報共有を図るとともに，少

しでも貯水量を温存させる方策を検討し，実行した． 

 本章では令和2年度の事例を紹介する． 

 

(1)  関係機関，利水者との渇水調整 

 貯水率が40％（洪水期換算80％）を下回った11月29日

以降，ダム所長より利水者幹部（水道事業管理者，部長

級）に適宜情報提供を行った．その時点で，取水制限前

に少しでも貯水量の温存を図るべく，水道事業者が自主

節水の調整に乗りだしたものの，日程的に困難であり実

施できなかった． 

 並行して，河川管理者より猪名川渇水調整協議会開催

に向けた調整がなされた．事務局である猪名川河川事務

所による水道事業者への聞き取りで，一部団体から貯水

量温存のために第1次取水制限を制限率20％で開始して

欲しいとの意見があったが，調整の結果，貯水率の低下

に応じて段階的に強化していくことで10％制限から開始
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することとなった． 

 また，協議会にて20％制限の開始時期も明記されたが，

その間に降雨があり貯水量の減少が緩やかになったため，

事務局から取水制限20％の開始延期の意見聴取を行った

ところ，今後の貯水位回復の見込みが立たないことから，

貯水量の温存のために，当初予定通りに取水制限20％を

開始するべきとの意見が多く寄せられ，延期の調整は実

施しないこととなった．特に，一庫ダムの水道依存度が

高い2市1町からは，少しでも長くダムの水量を確保して

欲しいという切実な声が聞かれた． 

 

(2)  取水制限の基礎となる水量の精査 

 取水制限を行うにあたり，水道用水（新規，既得）に

関しては，各取水団体の11月1日～12月20日の最高取水

実績（日）を採用し，2.484 m3/s（計画量との差△0.311 

m3/s）を「基礎となる水量」と定め，その水量から10％

及び20％の制限をかけている（図-5）．つまり，取水制

限10％，20％時の取水制限前からの削減水量は，計画量

に対しそれぞれ18.4％，28.9％に達し，貯水量温存効果

が格段に高まることとなった．本方式と取水制限が計画

量ベースで行われた場合の貯水量を比較した結果，取水

制限が解除された4月5日時点で2,381千m3（利水容量の

8.9％）の温存効果があったと試算された． 

 

(3)  きめ細かな低水管理操作 

 利水基準点の確保水量を満足させるため，令和2年8月

から令和3年4月5日の取水制限解除までの間に計345回

（前年の1.7倍）の補給操作を行うなど，きめ細やかな

ダム操作に努めた．この間のダムからの補給日数は159

日に及び，総補給量（図-6の薄い色部分）は京セラドー

ム大阪12杯分に相当する14,356千m3に達した． 
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図-5  取水制限時の確保流量 
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図-6  利水基準点の河川流量とダムからの補給状況 

(4)  利水基準点（虫生地点）のH-Q式見直し 

 令和2年11月中旬以降，同様の流況であった前年より

も貯水位の下がり方が急であったため，流域流況データ

を整理分析したところ，ダム流入量は前年と同程度であ

ることから，虫生地点のH-Qの誤差の可能性が考えられ

た．この状況を水位局を管理している河川管理者に速や

かに伝えて協議を行い，年度途中ではあるが，12月15日

にH-Q式の変更を行った．その結果，0.3 m3/s程度の補給

量低減効果が認められ，その分ダム放流量が少なくなり，

取水制限期間中の貯水量温存量は1,564千m3（利水容量

の5.8％）と試算された． 

 

 

4.  異常渇水への備え 

 

(1)  補助取水ゲート 

 一庫ダムは，異常渇水時にも堆砂容量内に貯まった水

の取水が可能となるよう最低水位（EL.108.0m）より低

標高部のEL.92.0mに補助取水ゲートを設置している．渇

水が長期化・深刻化する事態に備え，確実な開閉操作が

できるよう，危機管理対応訓練の一環として毎年操作訓

練を実施している．また，操作訓練前にはダム貯水池の

堆砂測量時にマルチビーム測深機を用いて補助取水ゲー

ト付近の状況調査を行い，沈木等の異物がないことを確

認することとしている（図-7）． 

 

(2)  補助取水ゲート試験放流時の水質監視 

 補助取水ゲートからの放流訓練は，循環期である冬季

に実施しているが，ダムの底部に貯まった水であること

から，貯留水の循環混合の程度によっては，貯水池底層

の濁水等による下流河川の魚類等への影響が懸念される． 

 令和2年度は，事前に補助取水ゲート付近で採水し，

健康項目や鉄・マンガン等の水質項目，2-MIB，ジオス

ミンといったカビ臭物質濃度に問題ないことを確認し，

放流試験を行った．  

 

補助取水ゲート
 

図-7  マルチビーム測深機による計測 
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5.  広報活動 

 

 取水制限の実施においては，市民生活に直ちに重大な

影響が及ぶものではないことから，統一的な節水キャン

ペーンは実施せず，各取水者の判断により行うこととさ

れた．一庫ダムでは，ダムの役割を理解していただく貴

重な機会と捉え，積極的なツイッターへの投稿や，職員

手作りのバーチャルダム見学のYouTube動画にダムの利

水の役割と渇水情報を盛り込み，自治体やケーブルテレ

ビ等に情報提供して拡散に努めた．また，今回の渇水の

振り返り動画（図-8）は，情報の鮮度を重視し取水制限

解除から2週間で作成し公開した．これらの動画は関係

利水者や報道関係者からも「説明が分かりやすい」「メ

ッセージ性のあるシナリオが良い」等大変好評であった． 

 

 

図-8  渇水対応をとりまとめたYouTube動画 

（QRコードは動画へのリンク） 

 

 

6.  令和2年渇水の反省と改善点 

 

 令和2年の冬季渇水は，一庫ダムでの久しぶりの渇水

だったこともあり，慣れない渇水対応の中，できる限り

先手を打って貯水量の温存につながるような対応をして

きた．渇水期間中，関係利水者への迅速な情報提供やき

め細やかな放流操作を行うことで，大きな問題なく渇水

を乗り切ることができた．これらの取り組みが評価され，

ダムファンの投票で選定される2021年ダムアワードの低

水管理賞を受賞した． 

 一方で，利水者間の自主節水が間に合わなかったこと

や，利水基準点のH-Q見直し調整に難航したこと等，事

前準備が不足していた部分もあった．これらの反省を踏

まえ，令和3年度に改善した事項を以下に示す． 

 

(1) 渇水対応タイムラインに基づく対応 

 令和3年4月に試行運用を開始した「淀川水系渇水対応

タイムライン」において，貯水率80％（非洪水期40％）

を下回った段階で自主節水を行っている状況と明記され

た（図-9）．令和2年は貯水率40％（非洪水期）を下回

ってから情報提供や水道事業者間調整が行われたが，タ

イムラインでは時機を逸していたことになる．この反省 

非洪水期貯水率 洪水期貯水率 状況

▽40％ ▽80％
渇水

発生前

▽30％ ▽60％
自主

節水期

▽10％ ▽20％
渇水

調整期

貯水率が低下傾向にあり、水利用
を自主的に制限している状況

貯水率の低下が進行し、段階的に
水利用の制限を強化している状況

 

図-9  渇水対応タイムライン（一部抜粋） 

 

を踏まえ，令和3年も8月上旬及び10月下旬に貯水位が低

下傾向にあったことから，タイムラインに則り早くから

関係利水者に働きかけたことで調整が進み，それぞれ貯

水率80％（10月は40％）の段階で自主節水が実現した． 

 令和2,3年の渇水の経験を踏まえ，今後，渇水が懸念

された場合には，速やかな自主節水を行うため，令和4

年3月に，猪名川流域の水道事業管理者と一庫ダム間で

自主節水期の手続き等を明確化した「渇水対応タイムラ

インに係る自主節水期対応に関する覚書」を締結した．  

 

(2)  利水基準点のH-Qに関する協議ルール整備 

 虫生地点での1cm単位の水位から補給量を算出するた

め，低水部分，特に2～5 m3/sのH-Q精度が非常に重要と

なるが，自然河床であるため，出水等により断面形状が

変化しやすく，式と実況に乖離が生じることがある．H-

Q式に疑義を感じた場合は，河川管理者と一庫ダムとで

速やかに流観データを共有し精査するルールを令和2年

12月に整備した．令和3年は8月上旬及び10月下旬の2回，

現況と比較し補給量が多いと感じたため河川管理者と調

整を図った結果，それぞれ2日で暫定H-Q式に見直すこ

とができ，早期の無効放流回避につながった． 

 今回の自主節水とH-Q精査により，貯水率30％に達す

る時期を3ヶ月弱延期する効果があったと試算された． 

 

 

7.  おわりに 

 

 近年，気候変動等の影響により，異常降雨や異常渇水

といった極端現象の顕在化が懸念されている．相反する

現象に対し，限りある洪水調節容量や利水容量を効率的

に活用するために，関係者間の連携強化や地域が一体と

なった対応がますます重要となってくる．今回の2年連

続の渇水対応においても，早め早めの情報共有が結果的

に貯水量温存につながった．猪名川水系の取水制限を伴

う渇水は5年に1回程度であるため，経験した職員の異動

により対応に困らないよう今回の渇水で得た知見をとり

まとめきちんと引き継いでいくとともに，関係機関と日

頃から良好な関係を構築することで，渇水に限らず早期

の問題共有，対応が可能になると考える． 
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市道川関小林線の通学路安全対策について 
 
 

形部 邦昌1・岡本 圭介1 
 

1○亀岡市まちづくり推進部桂川・道路交通課 （〒621-8501京都府亀岡市安町野々神8） 

 

 市道川関小林線については亀岡市千代川町を国道９号と並行に南北に貫く生活道路であり、

沿線には千代川小学校があり、小学校の通学路にも指定されている。しかしながら、本市道は

歩車分離がなされていないため、児童は路側帯を歩かねばならない状況である。また、本市道

は国道９号の混雑を避ける抜け道として利用されており、交通量も多く歩行者にとっては危険

と隣り合わせであることから、かねてより地域自治会等から安全対策を求める声が多かった。

道路に家屋が連坦しているため、道路拡幅による歩道空間の確保も難しいなか現道内で行った

様々な安全対策をとりまとめた。 
 

キーワード 通学路，交通安全対策，亀岡市  
 
 

1.  市道川関小林線の紹介 

 市道川関小林線は国道９号と並行し、亀岡市千代川町

を南北に貫く全長２．８ｋｍの市道である。（図-1）旧

山陰街道でもあるこの道路は両側に市街地が形成され、

家屋が連担している。途中には千代川小学校があり、本

市道は通学路にも指定されている。千代川小学校は近年、

近隣の宅地開発により児童数は増えている。また、国道

９号は信号機が連続し、慢性的に渋滞していることから、

並行する本市道を国道の抜け道として利用する需要が多

い。 
 構造的には平均幅員が５ｍほどであり、歩道やセンタ

ーラインは有しておらず、両側に外側線が引かれ、歩行

者は路肩を通行しており、児童も朝、夕集団で登下校し

ている。 
 亀岡市においては平成２４年に亀岡市立安祥小学校で

登校中の児童の列に暴走した自動車が突っ込むという悲

劇的な事故が発生したが、本市道についても事故以前よ

り危険性が地元から指摘されているのに加え、事故発生

箇所の現場条件が本市道と重なるところが多いため、こ

れが更なる契機となり交通安全対策が強く求められるこ

ととなった。 
 こうした流れを受け、平成２４年度より警戒標識、路

面標示さらにガードレール設置、路肩カラー化等様々な

対策を行ってきた。こうしたハード対策とは別に地元か

らは特に現行の制限速度が時速４０キロであることが、

通過する車両の速度を速め、危険な状況を招いていると

いう指摘があり、制限速度を時速３０キロへ変更を求め

る声が大きくなった。 
 

 
図-1  市道川関小林線位置図 

2.  今回の安全対策の取組内容 

 市としては地元の要望を受け、平成２４年度に亀岡市

交通安全対策協議会より京都府公安委員会及び亀岡警察

署へ制限速度の時速３０キロ変更を要望を出すなど具体

的な協議に入ったが、警察からは規制変更だけでは交通

安全の効果は限定的であり、そもそも時速３０キロでし
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か走れないような道路に整備することが必要で、規制変

更の話はそれからだということであった。具体的には狭

さくやハンプ設置など、速度抑制対策を目的とした道路

整備が必要という見解であった。 
 ハンプや狭さくの設置は隣接への影響が大きく地元の

合意形成に時間を要したが、令和元年度に地元自治会と

交通抑制対策について肯定的な話が得られ、令和２年度

より創設された交通安全対策補助制度（地区内連携）を

活用して道路整備を行うこととなった。 
 

3.  安全対策協議会について 

 当初、市としては地元要望である時速３０キロ規制変

更を目標に警察との道路整備の協議を始めたが、警察と

の協議の中で通学路の安全対策には市道の速度規制だけ

でなく、市道が危険な理由を地域全体から見て判断し、

総合的に対策を講じる必要があるということで、関係機

関が集まり、安全対策を検討する協議会を構成すること

となった。 
 
(1)   協議会の構成 
 協議会については市道に生じている危険は市道そのも

のに原因がある訳ではなく、国道９号や府道も関係して

いる可能性があるため、亀岡市が事務局となり、国土交

通省、京都府、京都府警察本部、亀岡警察署を招いて協

議会を構成することになった。 
 
(2)   協議会での議論の流れ 
 協議会は令和２年１０月から令和３年２月にかけて、

計８回実施した。会場は主に亀岡市役所で時間は昼２時

頃から３時間程度行った。必要に応じ現場確認も行った。 
 協議会での議論のおおまかな流れは以下のとおりであ

る。 
現状について情報共有 

↓ 
交通量調査、旅行調査による現状分析等、現状の数字化 
協議会による現状現地確認 

↓ 
危険状況について対策検討 

↓ 
社会実験等の実施 

↓ 
実験後の交通量変化等の再確認、地元住民へのヒアリン

グ 
↓ 

恒久的対策の実施（ハード整備、交通規制） 
 

図-2  協議フロー 
(3)  議論まとめ 

まずは現状確認として、交通量調査を実施したとこ

ろ、朝７時から朝９時にかけて南北方向合計の交通量は

６６４台で生活道路としては多いことを確認した。また、

旅行速度の調査では国道９号と市道川関小林線を比較す

るとおおむね市道川関小林線の方が速度が出ており、市

道川関小林線を抜け道を選択される状況が明らかになっ

た。 

調査の結果をうけ、協議会でまとまった安全対策の

ポイントは以下のとおりである。 

・市道川関小林線の交通量が多いので、交通量を減

らすことを考える。 

・市道川関小林線を国道９号の抜け道として選ぶ利

点を打ち消す速度抑制対策整備を行う。 

このことは繰り返しにはなるが、国道９号より市道

川関小林線の通行条件がよいことが、地域外の車を招き

交通量増加を招いていることが考えられ、協議会では市

道川関小林線に生じている「お得感」を無くすことを目

的に安全対策を考えることとなった。 

 
4.  具体的対策内容 

 安全対策の方向性は前述のとおり、市道にある「お得

感」を打ち消すことが、交通量の減少、さらに車両の通

過速度の低下につながり、歩行者の安全確保につながる

ということで、対策内容を考えた。ここでは、実際に行

った４つの対策について取り上げ、実施内容や課題点等

を紹介する。 

(1)  対策１ 指定方向外進行禁止規制実施 

a) 規制した理由 

交通量調査の結果、一車線道路という条件にも関わ

らず通学路区間の交通量が多く、通学時間帯にかけても

多いことが分かった。 

このことより、通学時間帯の交通量を減らすことが

安全対策につながると判断した。 

b) 方法の議論、課題点 

交通量を減らすために考えたのが通行規制である。

通学路時間について通学路区間の車両通行を禁止にする

ことが考えられたが、近隣への影響が大きく合意形成は

困難であろうということから、市道川関小林線へ流入す

る交通量の多い交差点を指定方向外通行禁止にすること

が考えられた。 
市道川関小林線への流入が多い交差点は北側では府

道宮前千歳線との交差点と、南側は三叉路（図3-A箇

所）の２箇所であった。 
この２箇所が規制の対象候補として議論を行ったが、

両方に規制を入れるか、北側だけにするか、南側につい

てはＡ箇所よりもっと手前から規制をかけた方がよいの

ではないかなど様々な意見があった。 
Ａ箇所の通行規制は地元の合意形成を広範囲に得る

必要があることや南側の交通流遮断は今回の安全対策検

討区間外に交通量を増加させ新たな危険を招くことも懸

念し、北側だけを規制する方向で話がまとまっていった。
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北側だけの通行規制では北行車両の走行速度が上がりか

えって危険を招くのではという議論もあったが、ハンプ

や狭さく等のハード対策を組み合わせることで速度を落

とし安全を確保させることとした。 

 

図-3  交通規制概略図 

 

交通規制については社会実験として１ヶ月の期間を

定め、交通流の変化や通行量減少の効果を確かめた後、

効果が得られ大きな問題が生じなかった場合はそのまま

本規制へ移行することとした。 
c) 広報方法 

 広報については新たな交通規制を加えるということと

通過する交通が近隣の方に限らないということを考慮し

様々な方法で周知を図った。 

 直接関係する地域については全戸に交通規制を行うビ

ラを配布した。 

 通過交通に対しては該当区間のみならず、抜け道とし

て利用される車両が通過する可能性のある広範囲に看板

を設置し（図4）、社会実験を行うことを周知した。 

 そのほか市のＳＮＳや広報誌（紙媒体）など市の広報

手段を活用し周知徹底を図った。 

 また規制開始日から１週間は地元役員、地元選出議員、

ＰＴＡ等による啓発活動や、警察による交通誘導などを

行い、周知を図るとともにほぼ物理的に当時間内は規制

が遵守される措置をとった。（図-5）この結果、啓発期

間内は規制を破る車は皆無であった。その後は段階的に

啓発活動をやめたが、違反車両が少ない状況は継続して

いる。これは１週間に渡りかなりの人員が沿線に立った

こともあり、市外等の方など市の発出した情報を接する

機会の少ない方にも周知徹底が図れた結果とも考えてい

る。 

 

図-4  広報看板設置状況 

 
図-5  社会実験実施啓発の様子 

d) 効果 

 府道宮前千歳線からの流入が無くなったことで小学校

前では交通量が４２％減少した。また、旅行速度におい

ても市道川関小林線では低下し、国道９号では上昇して

いた。ただ、わずかの数字であり、今回の交通規制によ

るものかは判断が難しいが、数字上では期待通りに改善

していた。（図-6） 

 しかしながら府道宮前千歳線東行は交通渋滞が以前に

比べると顕著なものになった。これについては旅行速度

の低下からも確認ができる。（図-7） 

 渋滞で沿線の幼稚園から道路へ出にくくなったという

意見も寄せられたが、目立った苦情等は無かった。 

 

 

図-6  旅行速度の変化 上段：規制前 下段：規制後 

 

図-7  府道の旅行速度低下 上段：規制前 下段：規制後 

A地点 
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e) 社会実験後の対応 

 学校前の交通量が減ったことは、地元からも好意的に

受け取られ、交通安全に寄与できると判断し、１か月の

社会実験期間後、そのまま恒久的な本規制へ移行するこ

ととした。 

f) 課題点 

 あくまでも府道宮前千歳線からの流入のみを断ってい

る状況であるため、脇道から市道川関小林線へ進入する

車も徐々に増えているという意見もあり、交通量の変化

を見て交通規制が安全対策につながっているのかどうか

は今後も確認する必要はあると考えられる。 

 

(2)   対策２ 狭さくについて 
a) 導入理由 

 狭さくについては速度抑制対策として協議会設置前か

ら計画していた。ただ具体的な場所や方法については明

確には決定しておらず、協議会の中で議論することとな

った。 

b) 設置方法の検討 

 狭さくの設置箇所、間隔や形状構造については、協議

会の中でも特に結論まで時間をかけた項目であった。 

 設置箇所、間隔についてはカーブのや狭小部の手前な

ど危険が伴う箇所を選んで設置する方法と現場条件も考

慮しつつも連続性を重視し等間隔で設ける方法を検討し

た。 

 市側からは地元の合意形成などを考慮し、危険箇所を

選んで設置する方法を提案したが、協議会では狭さくの

間隔が広いとその間で車両の速度が上がり、狭さくの効

果が薄れるので、一定間隔に設置し次々と狭さく箇所が

現れる状態を作らないと、速度抑制効果は小さいのでは

ないかという意見が多く、等間隔での設置箇所の検討を

行うこととなった。 

 設置箇所については狭さくと次の狭さくとの間隔をお

おむね６０ｍとし、車両の出入り口や人家の玄関を配慮

しながら極力等間隔になるよう設置箇所を決定した。 

 狭さくの構造については柔らかいポストコーンを選ん

だ。鉄製も考慮したが、ポストコーンでも設置箇所や視

覚的効果により狭さくの効果が得られることや、柔らか

い構造の方が近隣住民や利用者の抵抗も少ないことも考

慮し選択した。 

 ポストコーンの設置箇所は外側線上に設置することや

外側線の外側に設けることなど多くの議論を行った。警

察の考えは建築限界の確保であった。道路構造令に則り、

外側線より２５ｃｍは何もない空間を確保する必要があ

るという見解であった。一方で協議会の中では道路管理

者がポストコーンを視線誘導標として取り扱うことで外

側線上に置している事例も紹介された。 

 実際、ポストコーン等の道路脇に立てる交通安全施設

の設置については様々な見解があり、道路管理者によっ

て判断が分かれていることが分かった。 

 しかしながら、本箇所については建築限界の確保を重

視する一方、狭さくの効果も得るため、外側線自体を道

路内側に曲げることとし、実質的な車道幅員を最大３ｍ

まで狭めることとした。 

 

図-8  狭さく平面図 

c) 課題への対応 

 狭さくは基本的に道路両側２本ずつの計４本のポスト

コーンを立てることとしたが、前述のとおり６０ｍ程度

の間隔に設けるということも意識した結果、建物の前な

どでは忌避する声も聞かれ、また、路肩が狭小な区間に

設置した場合、車いす等が車道通行を強いられることか

ら、そのような区間については片側のみのポストコーン

にするなど、周辺条件に拠った臨機応変な対応を行うこ

ととした。 

 隣接への配慮か交通安全対策の優先かは様々な意見は

あるが、今回は協議会でもそこで生活されている方々の

理解を得ることが第一という考えのもと施策の判断を行

った。 

 ただ総じて、今回の狭さく設置に関しては当初、反対

の声を予測したが、事業の趣旨について多くの方に理解

していただき、ほぼ計画とおりに設置を行うことができ

た。これは通学路安全対策の意識が高まっていることや、

特に市道川関小林線については地元で定期的に交通安全

の啓発活動等を実施されていることも影響していると考

えられる。 

 

図-9  狭さく現地状況 

d) 実施効果 
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 狭さくの設置は速度抑制効果が大きかった。狭さく箇

所では離合ができないため、どちらかの車は確実に止ま

るようになった。 

 また、意外だったのは現場条件的に片側のみしかポス

トコーンが設置できなかった箇所についても両側設置し

たのと同様の効果が得られたことである。物理的には外

側線や路側帯を踏んでいけば離合できなくもないが、ポ

ストコーンを設置しなくても外側線を内側に寄せたこと

で、車は道路の外側は極力走るのを避けるため、片側の

みポストコーンを設置した場合でも対向車とすれちがう

際はいずれかの車は停止していることが分かった。 

 

(3)   対策３ ハンプの設置について 
 本事業開始時よりハンプの設置が大きなポイントであ

った。 

 設置箇所（図１）は地元との協議に基づき、交通が錯

綜する交差点でかつ周辺への影響やマンホール等の占用

物が少ないことなどを配慮して選んだ。 

交差点部を選んだのは交通流が錯綜することに加え、交

差点部は隣接家屋の車両出入りが少ないため、設置条件

的に有利ではないかという判断からであった。また、亀

岡市においては三差路にハンプを設置した事例があり、

その実績も踏まえての選択であった。 

a) ハンプ設置の課題 

 地元自治会等と協力して直接ハンプと接する方への説

明を行ったが、合意を得ることは難しかった。 

 交通安全対策には賛成していただいていても、ハンプ

の設置になると振動、騒音の発生、またハンプの前に車

が滞留するなど、生活に直接影響するのではないかとい

う懸念の声があがった。 

 代替場所なども検討したが、適当な箇所が得られず、

結果的に物理的なハンプの設置については理解が得られ

なかった。 

b) 代替策の検討 

 ただこのハンプ設置検討箇所について安全対策が必要

であることは市も地域の方々も共通した認識を持ってい

ることは確認できたことから、物理的なハンプに換えて

イメージハンプを設けることとした。 

 また、地元関係者の話や他市の事例の中、当該箇所に

近接した箇所に橋梁があり、このキャンパーを利用し路

面標示を加えることで、既存の凹凸を利用したハンプを

形成させた。 

c) 代替策 

 イメージハンプは物理的ハンプ設置までの効果はなか

ったかもしれないが、ドライバーへの注意喚起という点

では一定の効果は得られたものと考えている。 

 イメージハンプの効果について様々な意見があるが、

その設置効果を数字的に評価する方法を見いだせなかっ

たことから、今後の課題としたい。 

 物理的なハンプについては理解を得ることはできなか

ったものの、その議論の中で既存の地形を利用する手法

など、当初考えていなかったなか新たな解決策にたどり

着けたことは一つの成果であったと考えている。 

 物理的ハンプについては国土交通省が定める規格のハ

ンプは影響が少ない話を伝えても、ハンプについての先

入観等により抵抗感が大きく、理解を得ることは難しい。

よって、物理的ハンプの設置や場所の選定はまず住民の

理解を得るために地元自治会等を通じその必要性を丁寧

に話していく必要があることを改めて認識するにいたっ

た。 

 

図-10  イメージハンプ設置状況 

 

(4)   対策４ トリックアート横断歩道 
a) 導入経過 

 トリックアート横断歩道の設置は京都府警より京都府

警主催の大学ゼミ対抗プロジェクト「ポリス＆カレッジ

in KYOTO」にて受賞した交通安全施策を川関小林線で

試験的に実施してみてはどうかという提案に市が応じて

実施したものである。 

b) 導入箇所 

 対象は川関小林線として当初は小学校前の１箇所のみ

の予定だったが、地元自治会と協議した結果、児童が多

数横断する南側交差点部の整備も含め２カ所、横断歩道

としては３ヵ所実施することとなった。 

c) 設計方法 

 今回のトリックアート横断歩道にあたっては設計から

製作まで積水樹脂（株）の全面協力のもと、工場で製作

した加熱型貼付シートを現場に設置するという方法を採

用した。 

 トリックアート横断歩道の設計にあたっては普通自動

車の運転者に最も立体的に見えるよう、視線の位置を１

ｍから１．２ｍの高さを仮定した。また、トリックアー

ト横断歩道はセンターラインがあり進行方向が一方向の

道路に対してはデザインしやすいが、今回の道路はセン

ターラインのない一車線道路であるため両方から浮き上

がって見せる必要があり、その図法には困難が伴った。 

d) 設置効果 

 施工した直後に小学校の２学期の始業式を迎えたこと

もあったことから、警察主導のもと渡り初め式を兼ねた
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安全啓発活動を行った。トリックアート横断歩道の反響

は大きく、TV局や新聞局多数の取材があり、その日のニ

ュースに大きく取り上げられた。 

 報道後しばらくは経過等の問い合わせの電話が相次い

だ。その電話の内容はおおむね好意的に受け止める意見

が占めたが、中には立体に見えないという指摘もいただ

いた。 

e) 課題点 

 トリックアート横断歩道は立体的な見せ方によりドラ

イバーにより横断歩道存在の注意を与えるというものだ

が、目出させるという点は効果があったと考える。ただ、

前述のとおり一車線道路に用いるのは立体的な見え方に

限界がある。 

 導入費用は１箇所約４０万円（材工共）であり、路面

上に設置する路面標示としては高価なものであることか

ら、今後設置する場合においても、設置箇所については

特に安全上憂慮される箇所に限定するなど検討が必要で

ある。耐久性はこれから検証することになると思うが、

劣化状況を見つついずれ対応は必要になるものと思われ

る。 

 横断歩道は基本的に警察の管理であるが、今回は目出

させる機能を新たに付加するということで路面標示の一

環と位置づけ道路管理者で行うこととした。しかし、今

後の採用にあたっては設置者や管理者について誰が主体

で行うのかは議論が求められる。 

 

図-11  イメージハンプ設置状況 

5. その他課題点等 

(1)  公安協議について 

 今回の交通安全対策は区画線や幅員に影響するもので

あるため道路法第９５条の２の協議を行いその承認のも

と施工を行った。協議については協議会の協議経過もあ

ったことから、スムーズに承認を得ることができた。公

安協議が伴う道路改良は別にこの工事に特化したことで

はないが、早い段階での協議が求められるのは変わらな

いと考える。 
(2) 補助金の課題点 

 これまで交通安全対策については、主に交通安全対策

特別交付金や市の自主財源を活用し実施する一方、道路

形状の幅員など条件を変更させる事業については、社会

資本整備総合交付金の通学路安全対策のメニューを活用

し実施してきた。今回は令和２年度より新設された交通

安全対策補助制度（地区内連携）の要件に合致したこと

から新設された制度を活用することとした。 
 補助金の要件となる地元合意は市の構成する様々な交

通安全会議を通じ周知することで条件を満たすことがで

きたものの、実際の実施にあたっては直接対策する箇所

の隣接者と事業決定後、初めて接することもあったこと

から、総論は賛成いただいても個々の話になるとなかな

か了解を得ることが難しかった。本補助金は地元合意が

得られたうえで、事業をしている前提で実施しているた

め、事業変更が伴うと、煩雑な手続きを取らねばならず、

結果として、地元の協議と合わせて補助金上の事務対応

にも労力を要した。 
 

6. おわりに 

  令和３年１０月４日に３０キロの標識に取り替えら

れ、翌５日に地元主催による感謝式も執り行われ、当初

の要望より約１０年を要して悲願であった交通規制の実

現にいたった。 

 当然、交通規制がすべての終わりではなく、道路条件

が根本的に変わらない限り、これからも検証、対策は引

き続き必要になることは忘れてはいけない。実際、令和

４年度には今回紹介した南側の区間に対して交通安全対

策を求める要望が出されている。 

 ただ、今回の交通安全対策の実現にあたってはマンパ

ワーによるところが多かったと考えられる。警察本部か

らの全面的な支援や国土交通省、京都府の方々にも直接

管理者ではない道路にもかかわらず、様々な助言や協力

をいただいた。また、地元の自治会長をはじめ自治会組

織の協力など、強力な支援があったが故の実現だったと

考えている。 

 道路交通対策は行政側で材料だけ揃えても実現せず、

住民に理解して受け入れていただいて初めて成り立つも

のだということを改めて感じる機会となった。また、道

路事業は１０年程度が平均的な事業期間という話もある

が、本安全対策についても長く粘り強く取り組んできた

成果だと思われる。 

 今回の交通安全対策については本当に様々な機関の

方々にお世話になった。この場を借りて再度感謝申し上

げたい。 
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